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予 算 決 算 委 員 会 記 録 

 

令和６年９月１７日（火曜日） 

  午前１０時００分開議 

  場所：第１委員会室 

 

１．本日の会議に付した案件 

 １．令和６年第４回玉名市議会定例会付託案件 

  議第８４号 令和５年度玉名市一般会計歳入

歳出決算 

 

２．出席委員（１９名） 

 委  員  長    近 松 惠美子 さん 

 副 委 員 長    松 本 憲 二 君 

 委     員    大 野 豊 重 君 

 委     員    中 村 慎 吾 君 

 委     員    田 浦 敏 晴 君 

 委     員    山 下 桂 造 君 

 委     員    立 川 信 之 君 

 委     員    坂 本 公 司 君 

 委     員    𠮷 田 真樹子 さん 

 委     員    一 瀬 重 隆 君 

 委     員    北 本 将 幸 君 

 委     員    多田隈 啓 二 君 

 委     員    德 村 登志郎 君 

 委     員    西 川 裕 文 君 

 委     員    江 田 計 司 君 

 委     員    前 田 正 治 君 

 委     員    作 本 幸 男 君 

 委     員    森 川 和 博 君 

 委     員    中 尾 嘉 男 君 

 

３．欠席委員（１名） 

 委     員    浜 田 繁次郎 君 

 

４．欠  員（２名） 

 

５．事務局職員出席者 

 事 務 局 次 長    松 野 和 博 君 

 次 長 補 佐    小 畠 栄 作 君 

 書     記    森 川 留美子 さん 

 書     記    德 永 優 貴 君 

 

６．説明のため出席した者 

 副  市  長    村 上 隆 之 君 

 監 査 委 員    元 田 充 洋 君 

 監 査 委 員    坂 本 直 子 さん 

 教  育  長    福 島 和 義 君 

 総 務 部 長    𠮷 田 勇 人 君 

 企画経営部長    宮 本 圭一郎 君 

 市民生活部長    渡 邉 一 正 君 

 健康福祉部長    中 川 由 美 さん 

 産業経済部長    井 上 康 博 君 

 建 設 部 長    西 原 正 信 君 

 建設部首席審議員    平 田 道 生 君 

 企 業 局 長    池 本 秀 一 君 

 教 育 部 長    藤 森 竜 也 君 

 教育部首席審議員    荒 谷 邦 治 君 

 議会事務局長    糸 永 安 利 君 

 総 務 課 長    前 田 弘 信 君 

 秘 書 課 長    外 村 靖 国 君 

 財 政 課 長    木 村 隆 宏 君 

 人権啓発課長    平 川 伸 治 君 

 防災安全課長    塚 本 昭 広 君 

 企画経営課長    萩 尾 一 義 君 

 地域振興課長    小 山 晃 生 君 

 管 財 課 長    二 瀬 哲 也 君 

 契約検査課長    二 宮 恵 介 君 

 情報政策課長    大 石 晋 史 君 

 市 民 課 長    植 原 孝 信 君 

 税 務 課 長    冨 安   崇 君 

 環境整備課長    西 川 慶一郎 君 

 岱明市民生活課長    宇 野 貴 善 君 

 横島市民生活課長    境   順 一 君 

 天水市民生活課長    小 山 恭 徳 君 

 総合福祉課長    小 山   聡 君 
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 くらしサポート課長    平 田 光 紀 君 

 高齢介護課長    中 野 光 昭 君 

 保険年金課長    納 冨 龍之介 君 

 保健予防課長    村 上 洋 治 君 

 子育て支援課長    大 西 優 子 さん 

 農業政策課長    前 田 竜 哉 君 

 水産林務課長    小 川 昭 彦 君 

 農地整備課長    丸 山 隆 一 君 

 商工政策課長    神 永 和 典 君 

 観光物産課長    伊 藤 恵 浩 君 

 土 木 課 長    田 上 幸 二 君 

 都市整備課長    中 尾 賢 治 君 

 都市整備課審議員    中 川 英 昭 君 

 住 宅 課 長    西   正 宏 君 

 上下水道総務課長    本 田   健 君 

 上下水道工務課長    田 上 武 靖 君 

 教育総務課長    石 貫 誠 哉 君 

 教育総務課指導主事    島 田 浩 一 君 

 文 化 課 長    瀬 﨑 陽一郎 君 

 コミュニティ推進課長    津 川 隆 一 君 

 スポーツ振興課長    古 賀 祐一郎 君 

 会 計 管 理 者    土 村 正 成 君 

 議会事務局次長    松 野 和 博 君 

 監査委員事務局長    園 田 寿 寛 君 

 農業委員会事務局長    二階堂 正一郎 君 

 その他関係職員 

 

午前１０時００分 開会 

－－－－－－○－－－－－－ 

○委員長（近松惠美子さん） 皆さん、おはよう

ございます。 

 委員会を始める前に申し上げます。委員会は、

インターネット配信をしておりますので、委員各

位並びに執行部におかれましては個人情報等の発

言には十分御注意願います。 

 審査に当たっての発言の際には必ず挙手をされ、

指名いたしますので、委員においてはマイクスタ

ンドのボタンを押して氏名を述べられてから発言

し、終わりましたら再度ボタンを押してください。 

 執行部におかれましては、ワイヤレスマイクの

スイッチを入れ、所属と氏名を述べられてから発

言し、終わりましたらスイッチをお切りください。 

 審査の順序・方法は、別紙の議案審査進行表に

従い、補足説明、質疑・委員間討議を行ない、そ

の後、討論・採決の順序で行ないます。 

 なお、配付しております主要施策説明書及び予

算資料を基に行ないますが、補足が必要な場合は

補足説明をお願いいたします。ただし、決算書及

び予算書等の内容は、全て審査の対象であること

を申し添えます。 

 また、委員が質疑される際には、資料の名称及

びページ番号等を必ずお伝えいただくようお願い

いたします。 

 では、ただいまから予算決算委員会を開会いた

します。 

 今期予算決算委員会に付託されております案件

は、議案１１件です。 

 それでは、議第８４号令和５年度玉名市一般会

計歳入歳出決算を議題といたします。 

 初めに、歳入の審査を行ないますが、執行部か

らの補足説明はございますか。 

○会計管理者（土村正成君） 会計管理者の土村

です。 

 一般会計の歳入の審議に当たり補足説明という

ことですが、私から一般会計から特別会計までの

歳入歳出の総額の概要だけをまず最初に簡単に御

案内させていただき、その後、一般会計の歳入の

補足説明の有無について回答させていただきたい

と思います。 

 まず、資料としまして、参考でお渡ししており

ます令和５年度玉名市歳入歳出決算収支（会計別

収支）を御覧ください。 

 これは一般会計のほか、４つの特別会計の令和

５年度の決算における収入済額、支出済額、形式

収支、翌年度に繰り越すべき財源、実質収支の額

を円単位で一覧にまとめ、参考として対前年度の
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伸び率を記載した資料です。 

 一番上の一般会計について申し上げますと、収

入済額３６５億５０１万１,９２６円、支出済額

３５２億１,８０８万４,７５５円、収入から支出

を差し引いた形式収支が１２億８,６９２万７,１

７１円。この形式収支から翌年度へ繰り越すべき

財源、１億５,４５０万１,９２０円を差し引いた

実質収支が、１１億３,２４２万５,２５１円と

なっています。 

 各特別会計については記載のとおりですが、全

部の会計で支出よりも収入が多い収支という結果

になっております。 

 決算額の内容の詳細は、法令に定めのある様式

を基準とした各会計ごとの決算書に記載しており

ます。 

 また、決算書のほかに、主要な施策の成果に関

する説明書、基金の運用状況に関する説明書、監

査委員の監査意見書をつけて、決算認定に付して

ありますので、各資料により決算認定の御審議を

いただきますようお願いします。 

 これから審議いただきます一般会計の歳入に関

する補足説明は、特にございません。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） ありがとうござい

ました。 

 では、これより質疑及び委員間討議に入ります。 

 質疑及び委員間討議はございませんか。 

○委員（前田正治君） 歳入に関してですね。 

○委員長（近松惠美子さん） はい、歳入に関し

てです。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 市税の納付状況について、ちょっとお尋ねした

いと思いまして、市税の不納欠損が全体で２,０

６８万４,１５１円というふうに積算しておりま

す。それで、決算意見書のですね、４７ページを

見たら、不納欠損の状況がずっと説明してあるん

ですけど、ここでそれぞれ理由に基づいて不納欠

損してあります。中でも、税の消滅時効５年間の

ことについて、ちょっと説明を欲しいんですけど。

請求せんだったけん、５年たったら時効になった

というのは、それは分かりますけど、その中身を

ですね。 

○税務課長（冨安 崇君） 税務課長の冨安です。 

 ５年間の徴収権を執行しないで消滅時効につき

ましては、財産調査等行なった結果、その間執行

停止等行なっておりますけども、時効のほうが早

く５年間たって消滅というのが多くございます。

何もしてないわけじゃなくて、その間催告だった

り、差押え等行なっておりますけども、その差押

えとか行なうと、そこで時効の中断が行なわれる

んですけども、財産調査の結果、先ほどから言っ

ておりますとおり、確認が取れないで５年経過す

るという場合が、この５年の時効という形になり

ます。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 じゃ、もう本人と一回、いわゆる時効の中断は

あったけど、その中断後にずっといろいろ財産を

調査したり本人と連絡したりとかいろいろやって

る中で、５年過ぎたけん、もう時効というような

判断で不納欠損で落としたということですよね。 

○税務課長（冨安 崇君） 税務課長の冨安です。 

 そうですね、基本的には何もしないわけじゃな

くて、執行停止も入ってます。執行停止後３年後

が時効といいますか、欠損として落ちますので、

そのタイミングでどちらが早いかという形には

なってくるかなと思います。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 不納欠損する理由がずっと書いてあるけん分

かっとですけど、もうタイミングよく、いいとこ

ろでやっぱ判断して、私はもうずっと伸ばすべき

じゃないと思うとですよ、基本的にはですね。だ

けん、きちんと法律にのっとって不納欠損で落と

すというようなやり方が、やっぱ一番よかかなと

思うとです。分かりました。 
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○委員長（近松惠美子さん） ほかには歳入につ

いて質疑ありませんか。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 決算書の３１ページ、住宅使用料について収入

未済額が２,０００万幾らあるんですけど、これ

は大体、これについて何人分とか、その内容の説

明とか、あるいはその回収の見通しなんかについ

て説明してください。 

○住宅課長（西 正宏君） 住宅課長の西です。 

 ただいまの収入未済額について御説明いたしま

す。 

 件数としまして世帯数、これは今までの過年度

分の滞納のずっと合計になりますけど、世帯とし

ては１０９件分ということになります。 

 回収の見込み等でございますが、２,０００万

円のうち約１,６００万円ほどが過年度分の滞納

ということで、過去にはもう少し、この倍ぐらい

の滞納額があったんですが、最近では現年度収入

というのは９７、８％で推移しておりますので、

そう悪い徴収率とは思っていませんが、この滞納

分の過去からのですね、分がなかなか入居者の方

も御高齢、保証人も御高齢、認知症等の御相談等

いろいろありますけど、ここがなかなか減ってこ

ないというのが今の状況でございます。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 滞納世帯の中にも、例えば身寄りがないとか、

何というかな、もう家族がおったっちゃ、あんま

りもううてあわんとか、そういう状況もやっぱあ

るんですか。 

○住宅課長（西 正宏君） 住宅課長、西です。 

 今、おっしゃったように、世帯主の方自体がも

う高齢になってきていますので、どんどん、そう

ですね、身寄りがないという方が多くなってきて

おります。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 この間、督促というか、滞納使用料を払っても

らうためのいろんな手だてをしてこられたと思う

んですけど、その中身をちょっと紹介してほし

かっですけど、以前は訴えるというようなことが

あったですよね。令和５年度は訴えるということ

はなかったっですよね。 

○住宅課長（西 正宏君） 住宅課長、西です。 

 滞納者のですね、督促については、毎月行なっ

ております。３か月以上のですね、滞納の方には、

催告状という形、年３回から４回お出しすると。 

 あとそのほかに、一番多いのがですね、電話を

かけて面談を申し込んで、そうですね、分納等の

御相談をさせていただくと。 

 今、そうですね、不納欠損の処理はですね、令

和５年度と４年度には住宅課のほうで行なってお

りませんが、それより前には一、二件ほど毎年行

なっております。 

 令和５年度につきましては、そのような時効援

用のお申出等はございませんでしたが、今年度、

令和６年度はですね、今そういったのに値するか

なというところが出てきておりますので、面談や

電話で相談に乗りながら進めてまいりたいという

ふうに考えております。 

○委員（前田正治君） 前田です。分かりました。 

○委員長（近松惠美子さん） よろしいですか。 

○委員（北本将幸君） おはようございます。北

本です。 

 意見書のところの３ページで、実質収支が書い

てあって、さっき一般会計は黒字ということで言

われたんですけど、令和３年度が９.９％で６.

１％まで下がってきているんですけど、ここにも

書いてあるんですけども、５％ぐらいがいいとい

うことで、実質黒字にはなっとるけど、本来せな

んだった事業ができんだったとか、そういうこと

はなかっですかね。 

 それとも経費削減とかがうまくいって、経常的

に黒字になっとるという形なんですかね、全体的

に見て。 

○財政課長（木村隆宏君） 財政課の木村でござ

います。 

 財政的に実施できなかったとかいう感じの事業
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はございません。 

 以上です。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 じゃ、ある程度予算を立てとったけど、全部少

なくいけたけん、事業は全部できたけど、実質的

にお金が余ったというか、黒字になった分があっ

たということですか。 

○財政課長（木村隆宏君） 財政課、木村でござ

います。 

 内容によりましては、事業の進捗といいますか、

相手方との協議とか、あとは国、県の補助金とか、

そういったものの影響によりまして実施できな

かったというものはございますけれども、基本的

にはそういうものについては、年度中の補正とか

で、特に３月の補正で減額したりするなど、対応

は図ってきているかというふうに思います。 

 以上でございます。 

○委員長（近松惠美子さん） よろしいですか。 

 ほか、歳入について質疑。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 決算報告の５３ページお願いします。そちらの

ほうで、寄附金の項目なんですけれども、教育寄

附金とそれとあと福祉のほうの寄附金があります

けれども、どんなのがあったか教えてください。 

○委員長（近松惠美子さん） 教育と、教育の寄

附金と何ですかね。 

○委員（山下桂造君） 社会福祉のと教育総務の

ほうに寄附金が入っているんですけれども、誰が

どんな形でこれが入ったのかなと思いまして、

ちょっと伺いたくて。 

○健康福祉部長（中川由美さん） 健康福祉部長

の中川です。 

 社会福祉のほうの寄附金につきましては、明治

安田生命さんからの寄附によるものです。 

 以上です。 

○教育総務課長（石貫誠哉君） 教育総務課、石

貫です。 

 教育総務費の寄附金の内訳になりますけども、

名前を申し上げますと、内訳の１６０万円のうち、

１００万円が杉浦解体様、１０万円がブリヂスト

ン様で、残り５０万円が匿名での寄附になります。 

 以上になります。 

○委員（北本将幸君） ありがとうございます。 

 この寄附金というのは、教育に使ってください

とか、福祉に使ってくださいということで渡され

たんでしょうけれども、使う目的とか、もう使っ

てしまったとか、そんなのはあるんですか。決

まっていますか。 

○健康福祉部長（中川由美さん） 健康福祉部長

の中川です。 

 社会福祉のほうにつきましては、健康づくりに

使ってくださいということでしたので、母子保健

のほうで乳幼児関係の体重計を購入したりとかで

すね、高齢介護課のほうでフードサンプルという、

そういうものを購入して、実際令和５年度に使っ

ております。 

 以上です。 

○教育総務課長（石貫誠哉君） 教育総務課、石

貫です。 

 先ほど申し上げました１６０万円の３件の寄附

金のほうにつきましては、教育振興特別基金へ積

み立てまして、奨学金のほうに充てております。 

 以上になります。 

○委員長（近松惠美子さん） よろしいですか。

ほかにございますか。 

○委員（山下桂造君） すいません、委員長

ちょっと質問なんですが。ごめんなさい、決算の

意見書ですかね、それについての質問は、今この

段階でしたらいいんですかね。まだ後でも大丈夫

なんでしょうか。 

○委員長（近松惠美子さん） 歳入の部分で。 

○委員（山下桂造君） 歳入の部分でですか、は

い。じゃ、ちょっと１つ。 

 意見書なんですけれども、意見書のまとめのほ

うに、文言がいろいろ書いてあるんですが、過去

のをずっと見たんですね。と、過去と大体同じよ
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うな内容が書かれていて、何々については何々せ

ないかんということで来てはいるんですね。あま

り代わり映えした、実質経済状況が変わったわけ

でもないので、その辺の文言がそう大きく変わる

ことはないとは思うものの、こういうことに努め

ねばならないというような形で書いてあるものが、

実際どうなっているのかなって。多分、非常に経

済的には難しいところなので、なかなか変えた言

葉を使うこともできないとは思うんですけれども、

どんな具合でしょうかっていうか、皆さん、努力

目標という形で、こういうふうにしなさいという

形がいっぱい書いてあるんですよね。 

 だけど、それに対して、毎年毎年同じような言

葉しか書かれてこない、当然、歳入が少ないから

というのはあるんですけれども、何か少し努力、

いろんなことをされているのか、されていないの

か。もう、されているされていない、どちらかで、

その言葉で大丈ですので、どなたかお話しいただ

ければありがたいと思います。 

○委員長（近松惠美子さん） 監査委員の指摘に

対して、同じことが書かれているというので、努

力しているんですかという質問ですか。 

○委員（山下桂造君） まあ、努力はされてると

思うんですけれども、大体同じような言葉がずっ

と毎年書いてあるんですよね。 

○委員長（近松惠美子さん） 毎年同じことを書

いてあるんですけど、どうしてですかという質問

で。 

○監査委員（元田充洋君） 監査委員の元田です。

おはようございます。 

 毎年同じような文面になっておりますけれども、

しょんなかですよね。これを言うしか答えようが

ございません。そう大きく情勢が変わるものでは

ございませんので、御指摘のとおりだと思います。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） よろしいですか。 

○委員（山下桂造君） はい。財政がよくなるこ

とを願っておりますが、はい。それぞれ皆さん、

やっぱり、一生懸命されてはいらっしゃると思う

んですけれども、何とか少し提案に対して応えら

れるようなことをしていただければというふうに

思ってから、ちょっと伺ったところです。ありが

とうございました。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかに歳入に関し

て御質問ありますか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） では、質疑及び委

員会討議なしと認めます。 

 これにて質疑及び委員間討議を終結いたします。 

 ここで、執行部の入替えのため暫時休憩いたし

ます。再開は１０時半からにいたします。 

－－－－－－○－－－－－－ 

午前１０時２１分 休憩 

午前１０時３０分 開議 

－－－－－－○－－－－－－ 

○委員長（近松惠美子さん） では、休憩前に引

き続き、委員会を開きます。 

 次に、一般会計歳出、１款議会費及び２款総務

費の審査を行ないます。 

 執行部から補足説明はございますか。 

○総務部長（𠮷田勇人君） おはようございます。

総務部長の𠮷田でございます。 

 総務部、企画経営部、市民生活部に係ります１

款から２款について、歳出決算に関する補足説明

はございません。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） 補足説明がないよ

うですので、これより質疑及び委員間討議に入り

ます。 

 質疑及び委員間討議はございませんか。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 まず、３ページなんですが、３ページのＬＩＮ

Ｅカスタマイズのところなんですけれども、ちょ

うど昨年のこの決算委員会でＬＩＮＥの登録者数

が６,９８０人というふうな報告を受けていまし

て、約１０％程度、それから１年たってどれぐら
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い増えたのかというところをお願いいたします。 

○地域振興課長（小山晃生君） 地域振興課長の

小山でございます。すいません、ちょっと調べま

すので、お時間をいただいてよろしいでしょうか。 

○委員（大野豊重君） 分かりました。 

 同じく大野です。同じ３ページの、ホームペー

ジの保守業務についてなんですが、ちょうど先日

のちょっと情報漏えいのところもあったと思うん

ですが、この閲覧件数というのがありますよね。

なので、このまず保守費用についてはどれぐらい

支払いをしているのかというところをお伺いした

いです。 

○地域振興課長（小山晃生君） 地域振興課長で

す。 

 今、資料を調べておりますので、少々お待ちく

ださい。 

○委員（大野豊重君） はい。では、次の質問よ

ろしいでしょうか。同じところのページで。いい

ですか。 

○委員長（近松惠美子さん） 調べる時間がある

から。もし、ほかの項目があるんだったら、そっ

ちが先でもいいですか。 

○委員（大野豊重君） いやいや、ほかの項目で。 

○委員長（近松惠美子さん） はい、いいです。

どうぞ。 

○委員（大野豊重君） じゃ、続けて、大野です

けれども、３番目のところに同じくＬＩＮＥのと

ころで、オンラインでの行政手続を可能にどんど

んどんどんされてきてますけれども、まずここの

ところがどの程度あったのかというのと、その工

数がどのぐらいの感覚で減ったのか。工数、職員

の工数。その効果のところですね。 

○委員長（近松惠美子さん） もし時間がかかる

なら、ほかのを進めましょうか。 

○地域振興課長（小山晃生君） すいません、

ちょっとお時間をいただきたいと思います。 

○委員長（近松惠美子さん） では、ちょっとご

めんなさい。大野委員の、ちょっと時間がかかり

ますので、ほかの方、質疑ございませんか。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 説明書の１ページです。研修への派遣をいっぱ

いされていらっしゃいます。もう当然のことだと

は思うんですけれども、研修の成果、これ市政に

どのように生かされているか、また新しい知見は

上層部が取り入れられているだろうかというのを

すごくちょっと疑念を持ってしまったものですか

ら伺うんですけれども、ちょっと答えにくいなら

ば、もう答えられなくても構いません。研修の成

果が。 

   ［「答えてもらわんと」と呼ぶ者あり］ 

○委員（山下桂造君） すいません、研修の成果、

どんな状況でしょうか。 

○委員長（近松惠美子さん） 何ページか言われ

ましたかね。 

○委員（山下桂造君） １ページです。 

○委員長（近松惠美子さん） １ページね。はい。 

○委員（山下桂造君） もう研修がいっぱいあっ

てますので、どれか１つでも構いません。 

○委員長（近松惠美子さん） １ページの研修の

成果についてのお尋ねだそうです。 

○総務課長（前田弘信君） 総務課長の前田です。 

 派遣研修ということでしょうか。 

○委員（山下桂造君） はい。 

○総務課長（前田弘信君） 派遣研修については

ですね、自分の知見を広めたい研修あたりを受け

に行ってですね、業務の中で十分生かされている

と考えております。 

○委員（山下桂造君） ありがとうございます。 

 今、派遣研修のほうで言っていただいたんです

けれども、私も滋賀県にある研修所に議員研修で

行ったんです。もう日本中の人が集まっていろん

な話題を提供していただけるので、こんなの、ど

んどんどんどんいろんな人に行っていただきたい

なと思って、ちょっとこの質問はこれで終わりま

す。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ
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んか。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。おはよう

ございます。 

 説明書の８ページなんですけど。 

○委員長（近松惠美子さん） うん、何ページ。 

○委員（多田隈啓二君） 説明書の８ページ。 

○委員長（近松惠美子さん） ８ページだそうで

す。 

○委員（多田隈啓二君） はい。で、サテライト

オフィス拠点事業でですね、２か所建てられてお

りますけど、１節、これ建ててからのこの運用の、

今までの利用者数等はどのようになっておるのか

お伺いしたいと思います。 

○委員長（近松惠美子さん） サテライトオフィ

スの事業についてですけど。 

○企画経営課長（萩尾一義君） 企画経営課長の

萩尾でございます。 

 まず、玉名駅前のサテライトオフィスのほうに

はですね、昨年度、令和５年度現在で申し上げま

すと、２社の進出があっております。あと、利用

者のほうが７７人の利用をいただいております。 

 続きまして、天水地区のサテライトオフィスに

なりますけれども、１社の進出がございまして、

利用者といたしましては１１人の利用があってお

ります。令和５年度末現在でございます。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。ありがと

うございます。 

 その中で、玉名駅前が２社、天水が１社の進出

となったんですけど、この進出された会社に対し

て、利用料というのはどのくらい頂いているのか、

そしてもう一つ、年間の維持管理費がかかってい

ると思いますけど、維持管理費は大体どのぐらい

を算出されながら事業を進められておるのか、お

伺いしたいと思います。 

○企画経営課長（萩尾一義君） 企画経営課長の

萩尾でございます。 

 各ちょっと業者のですね、サテライトオフィス

の各運営を行なっている業者の利用料金の徴収状

態については、ちょっとこちらで今把握をしてお

りませんので、ちょっと調べて後ほど報告させて

いただきたいと思います。 

○委員（多田隈啓二君） はい、分かりました。 

 １０ページなんですけど、１０ページの防犯カ

メラ設置事業なんですけど、増加したことにより

ですね、安心安全なまちづくりを推進することが

できたということで、申請団体８団体、設置基数

が１６基ということで報告されておりますけど、

実際私たちの地域もそうなんですけど、利用申請

はもっと多い数が利用申請されておると思います

けど、利用申請した数としてはどのように受け付

けされているのかお伺いしたいと思います。 

○防災安全課長（塚本昭広君） 防災安全課長の

塚本でございます。 

 今、多田隈委員の御質問でございますけれども、

令和３年度から事業を始めてございます。で、令

和３年から令和６年まででよろしいでしょうか。 

○委員（多田隈啓二君） はい、大丈夫です。 

○防災安全課長（塚本昭広君） 申請団体は、３

３団体でございます。実績については、令和５年

までの実績で、団体数がですね、ちょっと分かり

ません。 

 すいません、防災安全課長の塚本でございます。 

 令和３年度から５年度までの申請団体は、５５

団体でございます。申し訳ありません。 

 以上です。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 その中で、どれくらい今実際、待ちがあってい

るのか、何基数待っていただいているのかお伺い

したいと思います。 

○防災安全課長（塚本昭広君） 防災安全課長の

塚本でございます。 

 今の御質問でございますけれども、基本的に申

請に応じての予算措置をしておりますので、待ち

ということではございませんで、各団体の運用方

法とか維持管理の予算面等々で、申請よりも少な

く設置される団体はございます。ただ、今のとこ
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ろ、待ちという部分はございません。 

 以上です。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 ありがとうございます。以前は、ちょっと待っ

てもらってですね、なかなか地域の方が防犯カメ

ラをつけられんという話もですね、区長さんたち

から伺っておりますけど、今後も例えば考え方と

すれば、そういう防犯カメラの要望が上がった場

合は、補正を組んでも対応されるという考え方で

よろしいですか。 

○防災安全課長（塚本昭広君） 防災安全課の塚

本でございます。 

 現状のところ、そこの部分については、また検

討をさせていただきたいということでお願いをし

たいと思います。 

 以上です。 

○委員（多田隈啓二君） ぜひですね、その辺も、

前から比べればしっかり対応していただいている

ということで安心しておりますけど、ぜひそうい

う多くなったときの対応はですね、しっかり考え

ていただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員（松本憲二君） ちょっと関連でいいです

か。 

○委員長（近松惠美子さん） はい、どうぞ。 

○委員（松本憲二君） すいません、松本です。 

 この結局、防犯カメラなんですけれども、各区

長さんたちが申請をされるわけですけれども、各

町の区長さん単位で結局申請をされた場合にです

ね、何というかな、近場近場に設置をされる場合

というのが多分あると思うんですよね。 

 だから、全体的にもう少し市としても、横島町

だったら横島町での、横島町への進入路、天水地

区からの進入路、豊水方面からの進入路、大浜方

面からの進入路ということで、そういうのとか、

あとは通学路のやっぱ防犯カメラの設置とかで、

ある程度の基準じゃないですけれども、そういう

のをしていかんと、各区単位で申請を上げられた

場合に、全体的に何というんですかね、重複する

ような場所なんかが多分出てくると思うんですよ

ね。 

 そしたら、やっぱ単独のこの補助金で、一般財

源の中からやっているんで、無駄な部分が多分出

てくると思うので、その辺はしっかり対策を取っ

ていただきたいなというのがあるんですけど、そ

の辺はどがんですか。 

○防災安全課長（塚本昭広君） 防災安全課の塚

本でございます。 

 今、松本委員のおっしゃるとおり、現状のとこ

ろ行政区単位の申請でございますので、エリアが

ちょっと狭うございます。で、各行政区の負担も

かなり大きくなってきているかなということは感

じておりますので、しかしながら、団体の運営方

法の考え方とかという部分もございますので、そ

の辺は隣接同士等々の調整といいますか、橋渡し

という部分はやっていかなければいけないなと考

えております。 

 以上です。 

○委員（松本憲二君） はい、よろしくお願いし

ます。 

○委員（山下桂造君） 関連。 

○委員長（近松惠美子さん） ちょっと待ってく

ださい。さっき、大野委員のに答えられますか。

お願いします。 

○地域振興課長（小山晃生君） 地域振興課長の

小山でございます。 

 先ほどの大野委員からの御質問にお答えいたし

ます。 

 まずもってＬＩＮＥの登録者数、本日現在でご

ざいますけれども、１万４,４９２件でございま

す。 

 続きまして保守点検料、ホームページの保守点

検につきましては、１９８万円を使用しておりま

す。 

 ３つ目の協業についてでございますが、熊本県

内の市町村で共同で行なっております申請手続に
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つきまして、ラインへの移行をしておりますので、

その分の支出がですね、共同でやっていた支払い

をした分がなくなったというか、削減できている

というところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（近松惠美子さん） よろしいですか。 

○委員（大野豊重君） 今、最後に答弁いただい

たのは、ホームページの県と共用している部分の

話ですよね。先ほどの質問、登録人数とホーム

ページの補修費用については、分かりました。 

 で、一番最初のＬＩＮＥのカスタマイズサービ

スを開始したことによって、業務効率が上がるた

めにやられているかと思うんですが、その業務効

率がどの程度上がったのかというのを、ある程度

の感覚でいいと思いますので、お答えできれば。 

○地域振興課長（小山晃生君） 地域振興課長の

小山でございます。御質問にお答えいたします。 

 業務効率もそうでございますけど、一番最初に

ですね、ＬＩＮＥ申請の登録をしていただいて、

いろんなことをやっていただくのはですね、市民

サービスの一環という形で始めております。窓口

に来ない、窓口に来ずに申請をしていただいて、

速やかに証明であったりとか、そういったものが

発行できるようにというのがまず前提にございま

して始めたところでございます。 

 その中で、当然ＬＩＮＥ申請をいたしますので、

職員の負担も減っているということは間違いない

というふうに思っております。 

 以上でございます。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 関連して、このＬＩＮＥに関して、昨年この場

で質問させてもらったときに、ＬＩＮＥの登録者

の分析、年齢層だとか、そういうのはどうでしょ

うかという中で、今後参考にして考えていくとい

う答弁だったんですが、この１年でその辺りはど

うだったんでしょうか。まだできてないですかね。 

○地域振興課長（小山晃生君） 地域振興課長の

小山です。 

 ちょっと私がその分を聞いてなかったので、昨

年、私が課長じゃなかったので、記憶しておりま

せんけれども、そういうことであれば、まだして

ないということでございますので、私のほうで、

今後ですね、その辺を進めていきたいというふう

に思っております。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） ありがとうございます。 

○委員長（近松惠美子さん） 引継ぎがなかった

ということですね。 

 ほかにございますか。 

○委員（中尾嘉男君） 説明書の１０ページなん

ですけれども、防犯灯の電気料６３５万２,３２

０円出してありますけれども、これ全体の何％に

当たりますか。 

○委員長（近松惠美子さん） 全体というのは。 

○防災安全課長（塚本昭広君） 防災安全課の塚

本でございます。 

 これにつきまして、補助率は５３.０６％でご

ざいます。 

 以上です。 

○委員（中尾嘉男君） 令和５年度は、ちょっと

ばかりパーセントが上がってるかなと思います。

これは非常にいいことだと思います。 

 それとですね、防犯灯の行政区がありますね。

本来つけなん行政区は、利用者がなかなか少のう

してですね、そこを通っていくだけというような

感じの場所もあるわけですよ。 

 そういったときが、なかなかこの申請がうまく

いかんというようなこともありまして、ちょっと

その辺はどがんした感じでやっていますかね。 

○防災安全課長（塚本昭広君） 防災安全課の塚

本でございます。 

 今、委員おっしゃられたとおり、行政区から

ちょっと外れたところ、もう通るだけというよう

な箇所も数か所あるかと思います。 

 これにつきましては、現状ですね、行政区の管

理という部分もございますので、今のところは市
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として設置をするとか維持をするとかということ

はやっておりません。 

 ただ、隣接している行政区にアクションといい

ますか、お話をして対応をしていきたいな、して

いかんといかんかなというところはちょっと考え

てはおります。 

 以上です。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾ですけども、そうい

うところが中にはあるかと思います。双方の行政

区の代表者あたりをですね、やっぱりきちんと話

をされて、でくれば市のほうからの負担をそこだ

けにはもっとやるとか、いろいろな方法があるか

なと思いますので、よろしくお願いしておきます。 

 以上です。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 今、中尾委員が言われたことと同じことを言う

ことで準備していたんですけれども、実は前もお

願いしたことがあったんですが、専大熊本玉名高

校それとループ橋の間です。その間、そこのとこ

ろはちょうど街灯がないということで、あそこに

つけられないかと、地区の区長さんに話すけれど

も、今もう中尾委員が全く言われたとおりで、地

域の人は通らないからとか。 

 ただ、あそこはもう高校生が何人も通る場所で

すので、今言われたように市のほうから、さっき、

それぞれの区長さんに働きかけてという話もされ

ましたけれども、何とか市のほうからでもできな

いのかなというふうに思いますが。 

 今、中尾委員に言われたような回答でも構いま

せんが、もう一度お願いします。 

○防災安全課長（塚本昭広君） 防災安全課の塚

本でございます。 

 先ほど、中尾委員の御質問にお答えしたところ

でございます。これ以上踏み込むようなことが、

ちょっと今のところはちょっとコメントができな

いというところでございます。御理解いただきた

いと思います。 

 以上です。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 高校生が通っている場所だということはちょっ

と、もう御存じだと思いますので、何とか市でも

設置できるような方向で動いていただければとい

うふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございます

か。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 先ほど多田隈委員のほうから、８ページのサテ

ライトオフィスの件について、入居の状況につい

て業者数と利用人数については分かったんですが、

入居が当初はたしか玉名のほうでも４社じゃな

かったでしたっけ。どうでしょうか。もともとの

目標ですね。 

   ［「目標ですか」と呼ぶ者あり］ 

○委員（大野豊重君） うん。２社の２ブースず

つで、合計４社だったような記憶をしているんで

すが。 

○企画経営課長（萩尾一義君） 企画経営課の萩

尾でございます。 

 このサテライトオフィスの整備に当たりまして

は、デジタル田園都市国家構想交付金を活用して

おりまして、その申請の際にですね、最終年度と

して目標数として挙げておりますのは、玉名駅前

で２社、天水のほうで３社、計５社の目標を、Ｋ

ＰＩのほうを目指しておるところでございます。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 であれば、玉名のほうが、先ほどの答弁では２

社だったですかね。で、天水が１社ということは、

天水がまだ足らないということで、たしかこれは

総額でデジタル田園都市国家構想交付金を使って

かつ、その１０％が恐らく玉名市の持ち出しだっ

たかと思うんですが、約総額でたしか７,０００

万円ぐらい使っていましたよね。２,５００万円、

２,５００万円と、そのほかの部分で。 

 この経済効果って、じゃスタートしてから今ど

れぐらい出ている状況でしょうか。 
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○企画経営課長（萩尾一義君） 企画経営課長の

萩尾でございます。 

 こちらの２施設のほうがオープンいたしました

のが、今年の３月でございます。まだ今のところ

ですね、開業して半年程度の運営をされている状

況でございまして、先ほど申し上げたような会社

の数であったり、利用者の利用があっております

けれども、経済効果といたしましては、まだ算出

している段階ではございません。 

 以上でございます。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 先ほどの多田隈委員への説明では、玉名が７７

人、天水が１１人という、これは１日当たりの話

だったでしょうか。それともトータル。 

○企画経営課長（萩尾一義君） ３月にオープン

しておりますので、年度末までの１か月間、３月

の約１か月間での利用になっております。 

 以上でございます。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 しっかり経済効果が出るような目的で交付金を

使っていますので、そういった支援とかそういう

のも、確か１０年間でしたっけ、その期間が、こ

のプロジェクトの。なので、そこのところの１０

年間もしっかり企業の誘致活動のほうも力を入れ

てやっていっていただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

 追加がありましたか。ちょっと待ってください、

先にどうぞ。 

○企画経営課長（萩尾一義君） 企画経営課の萩

尾でございます。 

 今、大野委員から御指摘ありましたように、Ｋ

ＰＩの達成に向けてですね、また経済波及効果を

最大限にする取組のほうをですね、また業者のほ

うと連携しながら続けていきたいと思っておりま

す。 

 あわせまして、先ほど多田隈委員のほうから質

問がありましたことについて、御回答させていた

だきます。 

 まず、利用料であったり入居費用は幾らなのか

ということですけれども、まず入居費用のほうが

ですね、天水のほうが月額４万４,０００円、失

礼いたしました、玉名駅前のほうが月額４万４,

０００円と、１日のコワーキングとしての利用が

１回１,１００円で玉名駅のほうは運営をされて

おります。 

 天水のほうが、１部屋借りますと月額３万３,

０００円、１回の１日のコワーキングとしまして

は１,６５０円のほうで貸出しをされております。 

 併せまして、維持管理費用のほうをお尋ねでし

たのであれなんですが、こちらのほうがですね、

ちょっとまだ３月から運営を始めておりますので、

実際幾ら維持管理費用がかかっているかというの

は、まだはっきりしたことは分かりませんけれど

も、見込みとしましてはですね、人件費を除いた

ところで、駅前のほうが年間９６万円程度、天水

のほうが１６２万円程度の人件費を除いた運営費

用をおおむね計画をされているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。ありがと

うございます。 

 なかなかこれ、今の数でいけば厳しい運営状況

に、見込みでなろうと思いますけど、やはりです

ね、その辺はしっかりまたいろいろ、さっき大野

委員さんからあったように、もともとの定数でい

けばあと２社ですかね、増やせていけるスペース

はあるので、やっぱりその努力はですね、重ねて

いただきたいと申し上げたいというのと、もう１

点、さっき７７人、１か月の利用者、個人的にで

すね、おられますけど、大体１日二、三人という

程度なんですよね。定数で言えば、もっと使わな

い日があるということでですね、そういう個人に

対しての周知もですね、しながら、見込みどおり

になるような事業の達成に向けてですね、取り組
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んでいただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにどうぞ。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 説明書の１４ページのコンビニ交付のとこなん

ですけど、令和５年度が１万２,０００円ぐらい

で、これ多分去年８,０００円ぐらいだったんで

大分増えていると思うんですけど、ここの今、１

万２,０００円ぐらいで何％ぐらいなんですかね、

全体の。 

○市民課長（植原孝信君） 市民課、植原です。 

 委員おっしゃいましたとおり、令和５年度１万

２,４３２部のコンビニ交付ですけれども、窓口

が５万飛んで８３９部ありましたので、全体の６

万３,２７１部のうちの１万２,４３２部というこ

とで、割合としては、１９.６％、約２０％と

なっております。 

 以上です。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 これは、ＬＩＮＥで申請するのは入っとらんと

ですか。ＬＩＮＥの申請のやつは。 

○市民課長（植原孝信君） 市民課、植原です。 

 ＬＩＮＥ申請もできまして、ちょっとすいませ

ん、件数は今ここでは分かりませんが、数件入っ

ております。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 今、２０％ぐらいこっちに移ってきよって、実

際的にこっちのＬＩＮＥとかコンビニとかの交付

が、どんくらいまで増えていけば窓口的に、１人

違う業務に回したりできるとか、何かそがん基準

みたいなのあるとですか。 

 多分、結局６万部ぐらい全部窓口に来よったの

が、多分１万部ぐらいはもう来んくなってという

ことで、それでも実際まだ多分業務が増えとって

同じ体制なのか、この２０％が４０％ぐらいまで

行けば窓口的には１人落とせるとか、そがん庁内

で何か目標というか、そういう基準みたいなのっ

てあるとですか。 

○市民課長（植原孝信君） 市民課、植原です。 

 窓口に従事している職員ということでございま

すけれども、そうですね、ちょっと細かい話にな

りますけど、実際ですね、証明書発行等に係るで

すね、時間というのはですね、スムーズにいけば

３分ほどでございます。大体ですね、すいません、

ちょっと待ってください。 

 窓口が混んでいるときなんかはですね、順番待

ち時間のほうが長くなる状況でございますので、

これに対してコンビニ交付であれば、都合のいい

時間に最寄りのコンビニで手軽に受け取ることが

できますので、こういったことがですね、コンビ

ニ交付が多くなれば、当然市役所の窓口において、

混雑緩和や待ち時間の短縮といった効果が見込ま

れると考えておりますけれども、ただですね、コ

ンビニ交付が、例えば令和５年度の実績でいった

としても、１日当たりの窓口受付は２６件減少す

るような形と見込んでいます。 

 そうですね、コンビニ交付が、例えば窓口の、

半数まで達した場合とするならば、件数的には、

１日当たりの平均としては７６件分は減ると考え

ておりますので、ただ具体的に人数が、窓口従事

人数が何人減るかまでは、ちょっと試算はしてお

りません。すいません。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 やっぱ利便性向上で拡大していく感じというこ

とですよね、結局は。 

 結局、増えていけば増えていくだけ、やっぱ、

あんまり去年と多分予算は変わっとらんと思うん

ですけど、別に増えてくだけで、あんまり変わら

んとですかね、ちょっとずつぐらい増えてくるだ

けですかね、経費的には。あんまり、去年から１.

５倍ぐらい増えとるけど、経費的にはあんまり変

わっとらんような気がする。 

○市民課長（植原孝信君） 市民課、植原です。 

 コンビニ交付に要するコストということですけ

れども、まずですね、コンビニ事業者等に対して

ですね、交付１件当たり委託手数料として１１７
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円を支払います。 

 これはですね、例えば交付手数料が３００円で

あったら、ここから１１７円が引かれるというこ

とです。 

 このほかでですね、コンビニ交付システムの保

守とか、地方公共団体情報システム機構への負担

金といった固定費がありましてですね、コンビニ

証明書の交付事業の令和５年度決算ベースで申せ

ば、１,１３５万円です。 

 で、昨年度の経費が。 

○委員長（近松惠美子さん） 後にしますか。 

○市民課長（植原孝信君） いえ、すぐ出ます。

しばらくお待ちください。 

○委員長（近松惠美子さん） 簡潔に答えてくだ

さい。 

○市民課長（植原孝信君） はい。 

 令和、そうですね、４年度が１,０１８万９,０

００円ほどですので、経費的にはあんまり変わっ

ていません。 

 ただ、今後ですね、先ほど申しましたコンビニ

交付には手数料がかかりますので、件数が増えれ

ば、その分の手数料の支出も多くなっていくこと

にはなります。 

 以上です。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 去年８,０００部ぐらいで、今年１万２,０００

部なんで、もう１.５倍とかなり増えていると思

うんですけども、時代の流れかなとも思うんです

けど、何か利用ば促進するみたいな、何か取組か

何かもされよっとですか。それとももう、口コミ

とかでここまで広がってきたて感じですか。 

○市民課長（植原孝信君） 市民課、植原です。 

 令和４年度にですね、１２月から翌年の３月末

までの４か月にですね、交付手数料を１０円とし

てですね、減額した期間内の交付がですね、その

期間だけで６,８３５部に上ったことがあります。 

 こういったことからですね、コンビニ交付の利

便性を市民の方に多く感じていただいて、それが

令和５年度に入ってからも引き続き、コンビニ交

付は便利だなというところで、利用者が増えてい

るものと認識しております。 

○委員（北本将幸君） ありがとうございます。 

○委員長（近松惠美子さん） いいですか。ほか

にございませんか。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 説明書の３ページ、ホームページ保守業務で、

先ほど１９８万円使われているということだった

んですが、このホームページ保守業務、ここに書

かれている保守業務の内容を教えてください。 

○地域振興課長（小山晃生君） 地域振興課長の

小山です。 

 内容につきましては、一応ベンダーのほうにで

すね、保守点検という形でお支払いをしていまし

て、中身につきましては、ちょっと今手元に資料

ございませんので、今からすぐ調べます。 

○委員（山下桂造君） ありがとうございます。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 実は今、伺ったのはですね、ホームページ、私

もよく見るんですけれども、リンク切れだったり

とか、ページがなかったりとかするので、その都

度お伝えはしているんですが、そことの関係が、

これ保守業務が、本当言うと職員がどんどんやっ

ていっているんだろうけれども、もしかしたら

そっちの保守業務のほうにそれが入っているのか

ななどと思ったものですから、ちょっと伺いたく

て聞きました。 

○地域振興課長（小山晃生君） 地域振興課長の

小山です。 

 職員が行なっている分のは、保守料は入ってお

りません、当然ですね。 

 それと、今御指摘いただきましたリンク切れで

あったりだとか、そういったものにつきましては、

先日総点検を行ないまして、期限切れであったり

要らないものにつきましては、全て削除しておる

ところでございます。 

 保守点検の内容については、ちょっと今しばら
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くお待ちください。 

○委員（山下桂造君） はい、後で大丈夫です。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけど、５ページ

のＡＩＲＰＡ利用促進事業の中で、議事録作成支

援システムを導入されています。 

 その中で、３６１件の文字起こしを行なったと

いうふうにありますが、この３６１件の文字起こ

しは、このシステムを使ったことによって職員の

効率というのは上がりましたでしょうか。 

○企画経営課長（萩尾一義君） 企画経営課の萩

尾でございます。 

 議事録作成支援システムのほうがですね、３６

１件、こちらに記載のとおり文字起こしを行なっ

ておりまして、この３６１件の会議だったりです

ね、打合せの時間というのが、３６７時間要して

おります。３６１件で３６７時間の録音音声デー

タを取り入れたということになります。 

 それをクラウド上にアップロードして文字起こ

しとして返ってくるんですけれども、こちらのほ

うで見込んでいる３６７時間分の議事録を作るの

に、おおむね８８０時間をこれまでは要していた

と想定をしております。 

 それが、２２０時間で実際のところは済んでい

るというところで、６６０時間程度の削減を達成

したというところになります。 

○委員（大野豊重君） 今、削減時間というのに

かなり驚いているぐらいなんですが、結局今まで

の議事録って、人海戦術でやっていましたよね。

だから、業務をスタートしてちゃんとできるまで。

その中には、ちゃんと漢字だとか表現だとか、そ

ういうのが全部きれいに人の中でチェックをされ

てきた。 

 これが、システムになると、結構県の方の話だ

とか熊本市の方の話を聞くと、この議事録作成シ

ステムによって、結局手間は一緒だと。なぜかと

いうと、そういう変換ミスが起こるから、それを

全て修正をかけていかなければいけないというこ

とで、今そこを聞いたんですが、きれいに変換さ

れたもので２２０時間になったという認識でよろ

しいでしょうか。 

○企画経営課長（萩尾一義君） 企画経営課長の

萩尾でございます。 

 こちら実際は、手作業でした場合と、アップ

ロードでした場合というのの両方を比較している

わけではございませんので、感覚としての話にな

るんですけれども、職員としては７５％は削減を

している、できているということで、実際は２２

０時間程度できちんとした誤字脱字の修正とか、

そういったものも含めて完成をさせることができ

たということになります。 

○委員（大野豊重君） 誤字脱字含めて、要はド

ア・ツー・ドアじゃないけど、業務スタートから

クローズまでの間で７５％削減されたという認識

ですね。とてもすばらしいと思いますので、どん

なふうにしているか僕もちょっとびっくりなので、

またちょっと窓口で聞かせてください。 

 次に、７ページ、熊本連携中枢都市圏の話なん

ですが、これ昨年説明があって、昨年度からス

タートされて、５７事業をやっていかれた中で、

令和５年度、だから３月までに関して言えば、ど

れだけの事業をやられたのかなとちょっと気に

なっていまして。どうでしょうか。 

○企画経営課長（萩尾一義君） 全てで５７の事

業を取り組むことになっておりまして、協定の締

結のほうが昨年１０月でしたので、実質半年ぐら

いの間で、ちょっと何業務か。 

 主な取組としてはですね、ここに書いておりま

す図書館の相互利用であったりとか、自殺対策の

ためのＳＮＳ相談、地球温暖化対策の共同推進

等々を行なっているところですけれども、それ以

外でですね、ほかにもございまして、消費生活セ

ンターにおける圏域住民の相互利用であったりと

か、行政福祉審査の審査請求に係る第三者機関の

共同設置であったりということで、ちょっと件数
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としては全てはちょっと把握しておりません。 

○委員（大野豊重君） すいません、すいません。 

 だから、半分ぐらいなのか、３分の１なのか、

そういう感覚でよろしいんですが。 

○企画経営課長（萩尾一義君） 感覚的にはです

ね、１０事業前後ぐらいでございます。 

○委員（大野豊重君） 分かりました。ありがと

うございます。 

○委員長（近松惠美子さん） よろしいですか。 

○委員（大野豊重君） はい。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 説明書の１１ページです。乗り合いタクシーの

運行事業で、令和４年度から令和５年度３,００

０人以上増えているんですけれども、タクシーの

不足とかは生じなかったでしょうかと思って、心

配して伺います。 

○地域振興課長（小山晃生君） 地域振興課長の

小山です。 

 今の御質問は、利用人数が増えているのでタク

シーが足りなかったことはないかという御質問で

よろしいでしょうか。 

○委員（山下桂造君） はい。 

○地域振興課長（小山晃生君） 昨年度につきま

しては、何とか足りている状態でございまして、

今、オレンジタクシーがですね、今議会の補正予

算でもお願いをしているところでございますけれ

ども、朝の７時と１０時台がかなり利用者が増え

ておりますので、その分については台数を増やす

ということで、今議会にもお願いしているところ

でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（近松惠美子さん） よろしいですか。 

○委員（山下桂造君） はい。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにはございま

せんか。１款、２款。 

○委員（中村慎吾君） すいません、中村です。 

 予算書のほうのですね、ちょっと７９ページ、

一般会計のほうで伺いたいんですけど、委託料の

不用額が８,６００万円ほどありますけれども、

こちらは事業が何か行なわれなかったのか、また

は、御努力のおかげで委託料全体が減ったのかと

いうのをちょっとお伺いしたいんですけれども。

不用額で８,６００万円ほど出ていますけども。

９７ページです。 

○委員長（近松惠美子さん） あ、９７ページ。 

   ［「７９ページと言った」と呼ぶ者あり］ 

○委員（中村慎吾君） すいません、９７ページ

です、すいません。 

○地域振興課長（小山晃生君） 地域振興課長の

小山です。 

 これ、ふるさと納税に係ります事業者への不用

額でございます。 

○委員（中村慎吾君） 分かりました。ふるさと

納税の件数が少なかったということでよろしいん

でしょうか。 

○地域振興課長（小山晃生君） 地域振興課長の

小山です。 

 実績によりまして支払いをいたしますので、そ

の分について、当然１件当たり幾らという委託料

を払いますので、件数が少なくなれば不用額が出

てくるという形になります、予算上ですね。 

○委員（中村慎吾君） 分かりました。ありがと

うございました。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

○委員（山下桂造君） 決算書の。 

   ［「名前、名前」と呼ぶ者あり］ 

○委員（山下桂造君） あ、山下です。 

 決算書の９１ページです。説明書でありません、

決算書の９１ページの、公平委員会が開かれてい

ますけれども、何回開催されたのか伺います。 

○総務課長（前田弘信君） 総務課の前田です。 

 公平委員会のほうは、現在開かれておりません、

昨年度はですね。 
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○委員（山下桂造君） ごめんなさい、開かれて

いないんですね。決算書のほうに報酬が上げられ

ていたから、開かれたのかと。これはまた別なん

ですね。 

○総務課長（前田弘信君） 総会あたりは開きま

すけれども、実際に審査するようなことは。 

○委員長（近松惠美子さん） 一応、名前と所属

を言ってください。 

○総務課長（前田弘信君） すみません、総務課、

前田です。 

 実際に、審査するような委員会のほうは開かれ

ておりません。総会あたりを開催しています。 

○委員（山下桂造君） 分かりました。だから、

審査されるようなことはなかったということで。

分かりました、ありがとうございます。 

○総務課長（前田弘信君） 総務課長、前田です。 

 そのとおりでございます。 

○委員長（近松惠美子さん） さっきマイク入っ

てなかったんですか。大丈夫ですか。 

○総務課長（前田弘信君） 入っています。 

○委員長（近松惠美子さん） 入ってました、は

い。 

 そのほか、ございませんか。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 それでは、今の公平委員会のことについて、こ

の主な事業の７ページでですね、熊本連携中枢都

市圏ビジョン推進業務の中で、圏域の取組として

全体で５７事業に取り組むという方向が出とるん

ですけど、公平委員会の審査業務あたりもこの５

７事業の中に入っとっとですか。入っとらん。 

 ほならよかです、安心しました。 

 やっぱそら、独自でやらんといかんなと。今、

いろんなとこが一緒になってしよるけんですね。 

 分かりました。 

 続けてよかですか。主な事業の５ページです。

ＡＩＲＰＡ利用促進事業、前田です、についてお

尋ねします。 

 令和５年度は５課７業務に導入したということ

です。それで、先ほど議事録の文字起こしという

点でありましたけど、やっぱ自分の議事録を見よ

くと間違いがあるわけですよね。変換ミスとは思

うですけど。こういう機械を活用してですね、作

業そのものは、新人でもあるいはベテランでもで

きると思うとですよね。しかし、作業した後を

やっぱりチェックするというかな、これがやっぱ

重要になってくる。 

 そのためには、やっぱり職務に対する力量とい

うか何というか、そぎゃんとば上げていかんと、

機械に頼んで機械に作業してもらって、その機械

が確かに、正確性が向上になったなと、正確にそ

の機械が作業したつが合うとるなと、実情に合致

しとんなということをですね、見抜くような力も、

職員にはやっぱつけてもらわんと困るなて思うと

ですよね。 

 そういった職務能力をアップするというような

ことについては、今まで以上にこういった機械を

使うことによって、今まで以上に何か努力されて

いるような点はあるんですか。 

○企画経営課長（萩尾一義君） 企画経営課の萩

尾でございます。 

 先ほどの議事録作成支援システムにつきまして

は、昨年から運用のほうを始めておりますけれど

も、まだ１年、実質現在で１年半使用したところ

でございますが、会議の中で音声を拾う音声が小

さかったりだとか、あと方言であったりとか、そ

ういうもろもろございますので、当然ＡＩで出来

上がってきたものをそのまま生かすということは

ありませんので、職員の目でですね、必ず二重三

重チェックをして行ないます。 

 その結果、そういうチェックして作った結果で

も、先ほど申し上げたような時間が削減できたと

いうところなんですけれども、職員の技術的な向

上という部分では、もう正直何回も使っていって、

慣れることが一番大事なのかなというふうには

思っております。 

 議事録作成についてはあれなんですけど、ここ
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にもう一つ記載しておりますＡＩ－ＯＣＲとか、

ＲＰＡでありますとか、そういったことにつきま

しては、昨年全体的な研修会を実施しております

し、作業の操作説明会等も実施しております。 

 そういったものを踏まえてですね、あとはもう

どれだけ使って慣れていくかということが一番大

事なのかなと思いますので、そういう日常の利用

を含めて、スキルアップにつなげていければと

思っております。 

 以上でございます。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 私は違うと思うとですよ。議事録作成は、今ま

では音声を聞いて記録しよったけん、確かに時間

は早くなっとう。ですから、文字起こしでできて

きた原稿をやっぱ見て、その正確性をきちんと職

員がしていかんと駄目、そのための能力をアップ

しなさいって言いよるわけですよ。 

 ある程度利用して、いろいろ手続ば簡素化する

ということは、これは新人でもでくっとですよ。

書類ばただあれ、読み込ますっとよかけんですね。

出来上がった書類をチェックして、これは明らか

に間違うとっということが判断できるようなやっ

ぱり職員ば育てていかんといかんと思うわけです

よ。 

 そういうふうになって、初めて機械を使うよさ

というかな、が出てくっとかなと。だけん、やっ

ぱし、そういった業務全般をきちんと理解できる

ような能力アップをしてくださいて、そういうこ

とが必要じゃないかなて言いよっとです。 

 ぜひそういう努力は、機械を使う以上にですね、

機械ばっか使いよんなら、そういう力量は上がっ

ていかんですよ。だけん、機械を使うと同時に力

量を上げるような努力もしてください。 

○企画経営課長（萩尾一義君） 企画経営課の萩

尾でございます。 

 今、前田委員おっしゃったようにですね、もう

機械に当然、こちらも頼りっきりというわけでは

ございませんので、機械をちゃんと使いこなして、

なおかつ出来上がったものについてはチェックを

する、厳しい目でですね。例えば上司等も含めて、

二重、三重でチェックをして、そういうシステム

とかコンピューターに頼りきりにならないような

ですね、職員のきちんと管理体制、チェック体制

も整えていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○委員（前田正治君） はい、分かりました。お

願いします。 

 同じく１２ページです、この主な成果に関する

１２ページのですね、基幹業務システム標準化準

備作業で、玉名市がやってきたことと、標準化に

対するいわゆる大本、全体の標準のシステムとの

違いをここで分析してきたということなんですけ

ど、１１業務について違いというのはあったんで

しょうか。 

○情報政策課長（大石晋史君） 情報政策課の大

石と申します。 

 全体項目といたしまして、確認項目は３,２９

１項目のチェックを行なったうち、ギャップ、そ

ういう部分といたしましては、１,９１２件のと

ころで出ております。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 じゃ、その１,２１２件を標準化に持っていく

ための何らか作業はせなんていうわけですか。 

○情報政策課長（大石晋史君） 情報政策課の大

石です。 

 現行の基幹業務のシステムと標準化のシステム

との違いというのが、先ほど申しました３,２９

１件、そのうちギャップがあったものが１,９１

２件になっております。 

 このシステムのギャップ部分というのがですね、

当然、今の業務システムの中でこういう機能が

あったけれども、標準の仕様の中には入っていな

いというものと、あと業務フローの流れであった

りとか、帳票の種類であったりとか、そういうの

を含めたギャップの部分でございます。その部分
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についての確認作業を、各原課の職員が今行なっ

ているという状況になっております。 

 ただ、まだ新システムの対応のほうがですね、

まだできておりませんので、正確な確認というと

ころがまだできておりませんけれども、来年ので

すね、令和７年の１１月にガバメントクラウドで

の新システムの稼働に向けて、今業務を行なって

いるような状況です。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 全体が、今まで玉名市独自というか、ほかの自

治体にも玉名市と同じようなやつを使よったとこ

もあると思うとですけど、それがもう全国一律の

ですね、システムになったとして、以前も言うた

ですけど、玉名市が持っている情報の漏えいとい

う点についてはですね、これ、どぎゃんなっとで

すかね。私は、その辺が一番心配なんですけど。 

○情報政策課長（大石晋史君） 情報政策課の大

石です。 

 今、前田委員のほうの御心配されている情報漏

えいにつきましてはですね、国がガバメントクラ

ウドの構築に当たりまして、システムを利用する

ために、玉名市とガバメントクラウドをですね、

専用回線でつないで、ＬＧＷＡＮ回線を使いまし

て接続をし、クラウド上からの情報を業務に活用

するという流れで今行なっております。 

 実質、ＬＧＷＡＮ回線につきましては、サービ

スを提供する業者、国、県、市町村と各ベンダー

等が接続いたしますので、インターネットから直

接そちらのほうにアクセスできるというものでは

ございませんので、セキュリティー上もかなり強

固なものとなっているような状況でございます。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 これが標準化、いわゆるクラウド化に全部が

なったとしてですね、玉名市がいろんな事業を

やっている中で、いわゆる玉名市の上乗せ横出し

というのがあったと思うとですよ、その事業につ

いて、玉名市独自で。 

 そういったことが、クラウド化によってできま

せんよということはないということを、以前聞い

たときにおっしゃったんですけど、仮にクラウド

化のシステムではそれができんようになっとるか

ら、それは玉名市がシステムプラスアルファで何

か運用してですよ、やるという方向で理解してよ

かっですかね。 

○情報政策課長（大石晋史君） 情報政策課の大

石です。 

 あくまでもですね、全国自治体が行なう標準化

のシステムでありますので、玉名市独自の制度と

してそのシステムの中に取り込まれているのかと

いうところではございません。 

 ただし、玉名市独自でできるようなオプション

の設定ということができますので、そのような形

での取扱い、調整を行なっていければと思ってお

ります。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 分かりました。じゃ、続けてよかですか。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございます

か。いいですか、続けて。どうぞ。 

○委員（前田正治君） １４ページですけど、１

４ページ。証明書のコンビニ取得についてお尋ね

します。 

 令和５年度の実績、１万２,４３２部の中で、

市内のコンビニの利用というのは、このうちの何

件なんでしょうか。 

○市民課長（植原孝信君） 市民課、植原です。 

 令和５年度の交付部数ですね、１万２,４３２

部のうち、市内のコンビニで交付されたものは８,

６１２部でございます。割合で言うと、６９％で

す。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） 分かりました。 

 それとですね、コンビニで利用する人が増えれ

ば、当然コンビニに支払う手数料が増えてくると
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いうことなんですけど、Ｊ－ＬＩＳに払う負担金

がですね、全国でコンビニ利用が増えれば、加入

者が増えるわけだから、Ｊ－ＬＩＳへの負担金が

減ってきますよという説明を以前受けとるですけ

ど、実際はどうなんですかね。 

 コンビニ利用というのは、全国的にずっと今普

及はしていると思うんですけど、玉名市がＪ－Ｌ

ＩＳへ払う負担金というのは、もうちった減って

きよっとですか、それとも増えてきよっとですか。 

○市民課長（植原孝信君） 市民課、植原です。 

 議員がおっしゃるとおりですね、玉名市はです

ね、Ｊ－ＬＩＳに支払うというか、運営の負担金

ですね、５万人以上１５万人未満の人口規模です

ので、税込みで年額２７２万８,０００円を支出

しております。 

 議員がおっしゃいましたように、コンビニ利用

が増えてくれば、この負担金も減額ということは、

ちょっとまだＪ－ＬＩＳのほうからも連絡といい

ますか、お知らせもありませんのでですね、

ちょっとその辺は今後気をつけて見ていきたいと

思います。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 負担金を安せれて要求してください。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかに。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 説明書の１５ページなんですけど、統計調査を

ですね、ここ書いてありますが、５年ごとの調査

を行なったということなんですけど、漁業センサ

スにおいてですね、漁業者の生産性の構造だった

り就業の構造、また流通だったり加工の実態が多

分明らかになる調査が行なわれたと思います。 

 本市ではどのような調査結果になったのかお伺

いしたいと思います。 

○企画経営課長（萩尾一義君） 企画経営課の萩

尾でございます。 

 漁業センサスについてですけれども、昨年１６

８の調査客体を対象に調査をしております。まだ

実際、この調査結果というのが正式には公表され

ておりませんで、速報値としてですね、その件数

のみが今公表されているところでございます。 

 玉名市として、去年調査いたしました件数とい

たしましては、漁業の個人の経営体として１６０

世帯、団体の経営体、企業等でですね、されてい

るところが８社の、合わせて１６８団体、１６８

客体が調査対象でしたよという速報値しかまだ出

てきておりません。 

 で、ここに書いております、ほかのですね、こ

れ全国で取り組んでいるんですけれども、玉名市

で調査を行なった内容がですね、海面漁業の漁業

経営体の調査になりますので、流通であったりと

かですね、加工であったりとか、市場関係の調査

というのはですね、市のほうでは行なっておりま

せんので、これから県とか国のほうで調査された

内容を、こちらのほうに下ろしていただけること

になっておりますので、その結果待ちというよう

な状況でございます。 

 以上でございます。 

○委員（多田隈啓二君） 分かりました。ありが

とうございます。 

○委員長（近松惠美子さん） よろしいですか。

ほかにございませんか。 

○委員（松本憲二君） すいません、松本です。 

 決算書のほうで８５ページのほうで、遊休不動

産等の利活用促進員の業務委託ということで、３

００万円程度、それと台湾スタートアップ実証調

整委託ということで７７０万円ほど使っているん

ですけど、大体委託をされてどれぐらいの結果と

いうか、出とるのかをちょっとお聞かせ願いたい

と思います。 

○地域振興課長（小山晃生君） 地域振興課長の

小山です。 

 遊休地等の利用・活用につきましては、定住自

立圏の形成推進事業の一部として行なっておりま

して、玉名市、玉東町、南関町、和水町で共同で
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行なっておるところでございます。 

 その中でですね、遊休地の活用の活動といたし

ましては、現地視察であったりセミナー、ワーク

ショップ、空き家を見てもらうツアーであったり

とかですね、そういったものをやっております。

検討会というワークショップですね、実際にお呼

びして、興味のある方をお呼びしてのワーク

ショップを行なっているところでございます、令

和５年度につきましては。 

 玉名市文化センターであったり、南関町、玉東

町、和水町の場所を変えてですね、いろんなそう

いったワークショップを行なっているところでご

ざいます。 

 それと、もう一つの台湾スタートアップ事業に

つきましては、委員の皆さんも御承知と思います

けれども、台湾のスタートアップ事業を玉名市で

受け入れて、民間のといいますか、玉名市の商工

業者とのマッチングを行なったりだとか、そう

いったことを行なうことを目的として行なってお

ります。 

 令和５年度、６年度につきましても、イノベッ

クスという台湾での商談会といいますか、そう

いったところにも出展をいたしておりまして、そ

ういったところに行きます人件費であったりとか、

そういったものを委託して行なっているところで

ございます。 

 以上です。 

○委員（松本憲二君） すいません、松本です。 

 まだじゃあ、事業成果としてはそこまできっち

りした数字というのはまだ出てないということで

すかね。そのワークショップなんかに、結局どれ

ぐらいの参加者があったとかというのは分からん

ですか。 

○地域振興課長（小山晃生君） 地域振興課長の

小山です。 

 すいません、手元に資料がございませんので、

そこまでの分析はちょっと今できていませんので、

これは調べればできますので、後日でもお知らせ

いたしたいと思います。 

○委員（松本憲二君） お願いします。 

○委員長（近松惠美子さん） よろしいですか。

ほかにはございませんか。 

○地域振興課長（小山晃生君） 先ほど、山下委

員から御質問のありましたホームページの保守点

検の保守業務事業の委託料の中身について、御説

明をいたします。 

 当然、ホームページの保守点検でございますの

で、不具合が生じたときの補修ですね、例えばフ

リーズしたであったりだとか、うまく表示ができ

ないであったりとか、そういったものの修正をす

ることはもう当然でございますけれども、アクセ

シビリティチェックということがございまして、

これは何かといいますと、見やすい、近づきやす

い、使いやすいという意味合いでございまして、

いろんな表示の仕方ですね、こういったものを定

期的にチェックをしていただいて、適正に表示が

できるようにするような業務、令和５年度につき

ましてはやっておりませんけれども、令和６年度

につきましては、これにプラス講習会、先日の誤

掲載等々がございましたので、適正にホームペー

ジをアップできるようにということで、講習会も

令和６年度は行なう予定になっております。 

 以上でございます。 

○委員（山下桂造君） ありがとうございました。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） ないようでしたら、

これにて質疑及び委員会討議を終結いたします。 

 もうお昼になりますので、これにて執行部入替

え、お昼休憩といたします。再開は１時からとい

たします。お疲れさまでした。 

－－－－－－○－－－－－－ 

午前１１時４２分 休憩 

午後 １時００分 開議 

－－－－－－○－－－－－－ 
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○委員長（近松惠美子さん） では、休憩前に引

き続き、委員会を開きます。 

 次に、一般会計歳出３款民生費及び４款衛生費

の審査を行ないます。 

 執行部からの補足説明はございませんか。 

○健康福祉部長（中川由美さん） 健康福祉部長

の中川でございます。 

 ３款、４款についての補足説明はございません。 

○委員長（近松惠美子さん） では、補足説明は

ないということで、これより質疑及び委員間討議

に入ります。 

 質疑及び委員間討議はございませんか。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 １７ページの民生費で、自立相談支援事業が相

談件数が１４３件、これ延べだと思うんですが、

これは実際は何人ぐらいで、相談内容について改

善できたものがどの程度あるのか、そこのところ

のフォローはどうだったのかといったところをお

伺いいたします。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課、平田です。 

 説明書の１７ページにあります相談件数、これ

は新規ですけれども１４３件ありまして、継続を

含めると２,１２６件の相談を受けております。

継続分が１,９０９件ございます。合計で２,１２

６件年間で相談を受けております。 

 改善できた事業と申しますのが、継続案件が多

いイコールその年度で相談が完結するというのは

比較的少ない状況ではありますけれども、例えば

就労支援等々においては、年間で一定数の成果を

出しておりますので、そういったところは成果が

出ているのかなというふうに感じております。 

 逆に、就労支援準備事業という、やっぱり生活

習慣等から改善しなきゃいけない人という方は、

一般就労また福祉的就労のはざまにおられるとい

うことで、なかなか成果が出ていない状況ではご

ざいます。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） 件数というのはこれ、延

べ件数。 

○委員長（近松惠美子さん） 大野委員、名前を

言ってくださいね。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけれども、これ

延べ件数ですよね、今おっしゃられたのは。新規

と継続のところは。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課、平田です。 

 はい、延べ件数になります。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけど、先ほどお

伺いしたのは延べ件数ではなくて、対象人数のほ

うをお伺いしたんですけれども。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課、平田です。 

 新規件数は、当然これ人数と読み替えていただ

ければ結構ですけれども、継続の部分は純粋な人

数は今ちょっと手元にありませんので、後ほどお

答えしようと思います。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 関連して、今度家計改善支援事業の貸付け等の

あっせん等も行なわれていたんですが、ここのと

ころの返済というのはどういうふうな状況になる

のかお伺いしたいと思います。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課、平田です。 

 今、委員おっしゃったのは、貸付けの返済でご

ざいますか。 

○委員（大野豊重君） はい。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） 貸付けと

申しますと。 

○委員（大野豊重君） 社協のほうですかね、窓

口は。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） 委員が今、

説明書の事業の概要２番の、家計改善支援事業の

ところでの２行目、貸付けのあっせん等を行なう

という文言で言われたのかと思いますけれども。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけど、いえ、家
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計改善支援事業の中の一環として、社協に委託し

て社協のほうから受付をして、貸付けだから生活

資金の貸付けを行なわれますよね。行なわれない。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課、平田です。 

 貸付けを行なうのは、社会福祉協議会で行なっ

ております。そういった貸付けを利用されたい方

が、社協の窓口で申請等されますけれども、その

中でくらしサポート課が自立相談支援機関という

役割を担っておりますので、そちらのほうで一旦

相談内容聞いて、その世帯の概要を把握して、社

会福祉協議会につなぐという流れになっておりま

す。 

○委員（大野豊重君） それは分かっています。 

 なので、その中の１つに貸付けという項目があ

りますよね。資金の貸付け。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） 社会福祉

協議会が事業でやっております。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 市としては貸付けの内訳については、全然もう

関与しないという内容ですかね。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課、平田です。 

 詳細な数字は、こちらは把握していない状況で

す。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 じゃ、事業内容だけで、管轄はしているけども、

その内訳については分からないと、関与できない

という表現が正しいんですかね、そしたら。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課、平田です。 

 実際の社協さんの貸付けにつきましては、県の

社協が行なっておりますので、県のほうが数字を

把握して持っておられます。こちらのほうには情

報は来ていない状況になります。 

○委員（大野豊重君） 分かりました。この件は

以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 説明書の２０ページです。福祉バスの運行事業

で、運行車両３台で延べ７１９日運行し、４,０

３８人が利用したということについて、このこと

についてですね、担当としてもっとバスを利用し

てほしいのか、それとも利用は十分にされている

のか、どちらの見解かというのをちょっと伺いた

くて質問します。 

○高齢介護課長（中野光昭君） 高齢介護課、中

野です。 

 福祉バスの利用者数については、本来ならもう

少し利用していただきたいというのが担当課の見

解でございます。 

 以上です。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 ありがとうございます。私も近所の人に呼びか

けてみたいと思います。 

 次よろしいですか。２３ページです、説明書の。

そこの文言について、ちょっと伺いたくて質問し

ます。 

 この事業の成果のところで、私立保育園運営事

業というところ、関係法令等の定める基準に基づ

き、私立保育園において必要な保育サービス等を

提供し、運営費を負担したとあります。２番、３

番も同様に書かれているんですけれども、この

「提供し」というのにちょっと引っかかりまして、

提供したのは市なんですか、それとも事業所です

か、もう事業所だと思うんですけど。とすると、

何か文章がちょっと、何か不思議に思ったもので

すから伺います。 

○委員長（近松惠美子さん） これ、表現の問題

だそうですけど。 

○子育て支援課長（大西優子さん） 子育て支援

課長、大西です。 

 文言につきましては、いま一度、再度中身をで

すね、きちんと確認して、適切な言葉にしたいと

思いますが、保育については市が調整をしていく
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ということになっておりまして、各私立保育園に

保育をお願いしている状況です。 

 そういう実態が、今この言葉にふさわしいのか

どうかというのは、長年この主要施策の中で使わ

れてきておりますので、いま一度再点検をしたい

と思います。 

 以上です。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 了解しました。さらにいいでしょうか。 

○委員長（近松惠美子さん） どうぞ。 

○委員（山下桂造君） 次は２５ページです。２

５ページの一番下、予防接種事故に対する補償費

を支払ったとありますが、何件あったんでしょう

か、教えてください。 

○保健予防課長（村上洋治君） 保健予防課長、

村上でございます。 

 件数につきましては、これは１件でございます。 

 以上でございます。 

○委員（山下桂造君） 了解しました。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかに質疑ござい

ませんか。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 ３款の２４ページなんですが、成果のほうで面

接相談業務が１１６件あるんですが、ここのとこ

ろ、ここ数年が上昇しているのか横ばいなのか、

たしか昨年は横ばいというふうにお伺いしていた

んですが、この令和５年はどうだったのかという

のと、あわせて関連で、その下に生活保護申請受

付の決定業務というのがあって、申請件数が１１

１件で、開始件数が７８件ということは、３３件

が申請から漏れたというふうになるんですが、そ

の内訳で主なところは何なのかというのをお伺い

したいと思います。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課、平田です。 

 まず、面接相談延べ件数になりますけれども、

令和５年度が１１６件、令和４年度が１０７件、

令和３年度が１０３件というふうに、大体１００

数件から１１０超というところを推移しておりま

す。 

 あと、申請件数から開始件数を引いた３３件に

つきましては、一旦申請はされましたけれども、

御本人様が申請を取りやめた、いわゆる取下げ件

数というものが１８件ございます。これ主なもの

ですけれども、１８件の。 

 で、申請を受けて調査を続けまして、実際保護

の要否を会議で決定しますけれども、その会議結

果で却下になったものが１３件ございます。 

 これが主立ったものというふうになります。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけど、その却下

になった１３件なんですが、その内訳としては、

例えば資産があったとか、そういう内容が多いん

ですかね。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課、平田です。 

 資産があるというのも数件は例年ありますけれ

ども、やはり収入が多くて、最低生活費より多く

てですね、保護に該当しないという場合、もしく

は、例えば介護保険制度を利用されている方で、

その利用料等を下げれば保護を受けなくてもいい

という階層の方がいらっしゃいます。 

 そういったときは、一旦生活保護を却下してか

ら、介護保険制度の境界層での扱いというふうに

なりますので、そういった方もこの却下の数には

入っております。 

○委員（大野豊重君） 分かりました。 

○委員長（近松惠美子さん） よろしいですか。

ほかにございませんか。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 ２８ページです、説明書の２８ページ、一番下

の自動車騒音監視業務なんですけれども、令和５

年度の調査内容として、環境基準の達成率は９９.

４％であったというのは、０.６％は環境基準を

達成してなかったと思うんですが、上を見ると国

に報告しているとあります。国からはこれに対す
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る対処とか、何かあったのでしょうか。 

○環境整備課長（西川慶一郎君） 環境整備課の

西川でございます。 

 まず、自動車騒音の監視業務なんですけども、

玉名市内にはですね、１８路線ございまして、大

体１０年間かけてこの１８路線の測定を行なって

おるところでございます。 

 令和５年度につきましては、県道の熊本玉名線、

大倉の県道１号から大浜東のループのちょっと先

の河内の境までの１２.１キロでございます。 

 この達成基準の９９.４％につきましては、自

動車騒音というのはですね、道路の両端から５０

メートル、だからこの両端の５０メートルの地点

にある住宅、これが３７７戸ございまして、この

環境基準というのがですね、昼間が７０デシベル、

夜間が６５デシベルでございまして、測定地点に

つきましては、伊倉南方の住吉大神宮のところと、

もう１か所が小天の天水郵便局のちょっと北側の

歯科医院、歯医者さんがございます。こちらのほ

うで、１日かけて測定をいたしまして、この中で

ですね、伊倉のほうが１か所ですね、昼間の７０

デシベルが７１デシベルであったということと、

あとは天水のほうがですね、昼のみの基準超過が

あったということで、その２件でございます。よ

ろしいでしょうか。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 国に報告するということですが、国から何かあ

るんですか。それでただおしまいですか。 

○環境整備課長（西川慶一郎君） 環境整備課の

西川でございます。 

 国のほうにですね、年に１回報告をいたしまし

て、このデータというのはですね、日本のいろん

な自動車産業のエンジンの開発であったりとか、

タイヤの開発、それとか路面材、アスファルトの

開発等のですね、いろんな統計の材料に使われて

おります。 

 個々のですね、苦情に対しての指導についての

要請とかは別にあります。これはですね、市町村

長が、昼間が７０デシベル、夜間が７５デシベル

を超えたときにはですね、市町村長が熊本県の公

安委員会のほうに要請できる要請限度というのが

あるんですけども、そちらのほうで市町村長が言

うことができますし、まだそこまで達してないの

で、特段この検査についてはですね、市町村長か

ら申し出るとか国県からどうしましたとか、そう

いった報告等はございません。 

 以上です。 

○委員（山下桂造君） 分かりました。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかに。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 主な事業の２３ページをお願いします。ここで、

地域型保育運営事業についてです。 

 ４歳児以上の子どもに対しては、受入れの調整

はもう全てオーケーなんでしょうか。地域型保育

事業を終えた４歳児以上の子どもですね、それは

調整ができとっとでしょうか。 

○子育て支援課長（大西優子さん） 子育て支援

課長の大西です。 

 この地域型保育は、ゼロ歳から３歳までの子ど

もさんが利用されますけれども、４歳以降の入所

についてがやはり課題になってきますが、地域型

保育の際には連携園というのをですね、まずは設

定されますので、まずはこちらのほうに依頼をさ

れます。ただ、全体的に見て、全員調整ができて

いる状況でございます。 

○委員（前田正治君） 全体的に調整ができてい

るということですけど、例えばですね、保護者が

地域型保育事業をやっている法人が築地方面に

あって、預ける子どもさんも築地方面で割と近い

ところにやっていたと。ところが関連する法人が

運営している保育所が、えらい離れたところにあ

ると。そっちを紹介されても、ちょっとやっぱ自

分の、保護者の日常生活からすれば遠方になると。

そういう場合は、きちんと調整ができよっとです

かね。 

○子育て支援課長（大西優子さん） 子育て支援
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課長、大西です。 

 １件１件の詳細な事情は、ちょっと私のほうも

把握できておりませんけれども、待機児童がおり

ませんので、前田委員おっしゃるような状況もあ

るかと思いますが、全て調整ができているものと

思っております。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） 分かりました。 

 前田です。いま一つ、地域型保育事業は３歳ま

でなんですけど、子どもが減ってくる中で、これ

は法律改正が伴うのかどうか知らんですけど、４

歳からも地域型保育事業で預けるような、そう

いった運営の仕方というのは、やっぱりでけんと

ですかね。 

○子育て支援課長（大西優子さん） 子育て支援

課長、大西です。 

 今ちょっと私のほうが把握できておりませんの

で、後ほど調べて回答させていただきたいと思い

ます。 

○委員（前田正治君） では、分かりました。そ

こはいいです。 

○委員長（近松惠美子さん） では、ほかにござ

いませんか。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 説明書の２８ページなんですけど、公害苦情処

理業務として、ここでは野焼きにちょっと限定す

るんですけど、野焼きが１１件指導がなされてい

るということだったんですけど、実際大体野焼き

は例外で認められているところもありますけど、

ここの辺の指導というのはどのような指導がなさ

れたのか、また、その苦情件数というのは、指導

は１１件だけど、もっと苦情が来ていたのかどう

なのかお伺いしたいと思います。 

○環境整備課長（西川慶一郎君） 環境整備課の

西川でございます。 

 野焼きの指導につきましては、まず市民の方か

ら環境整備課のほうに、例えば隣でごみをですね、

焼却されておりますのでということで、そういっ

た苦情が入りましたら、私どもの職員のほうがで

すね、現地に赴きまして、まずそこで行為の現場

を押さえる、まず煙が上がっているかということ

を押さえですね、そこに当事者がいらっしゃった

場合はですね、野焼きについては、家庭のごみに

ついては、もう焼却できない旨のチラシ等を準備

いたします、それをお渡ししまして、今後ですね、

野焼きをしていただかないように注意・指導等を

行なっているところであります。 

 それとですね、野焼き以外のいろんな苦情が１

１件ございますけども、うちのほうで把握してい

るのはですね、１１件が野焼きで、あとは日照不

足とかちょっと関連するそのほかの苦情等がです

ね、若干ちょっと４件ほどですね、あったところ

を、ちょっとうちのほうで把握しているところで

ございます。 

 実質、苦情報告書を上げている部分については、

１１件というふうに私ども認識しております。 

○委員（多田隈啓二君） 分かりました。 

 １１件以外のその麦わらとかですね、そういう

苦情は一切来とらんという考え方でよろしいんで

すか。 

○環境整備課長（西川慶一郎君） 環境整備課の

西川でございます。 

 当然ですね、麦のシノドキとかですね、稲刈り

時期、当然あります。岱明のほうの野口、牟田と

かですね、当然あります。その旨、法的除外にな

るんですけれども、やはり生活環境上支障を来し

ているということでですね、農家の方によければ

風向き等をですね、考慮して焼却をしていただけ

ないでしょうかというお願いになります。 

 まず、市民の方から苦情があった場合は、もう

強制的にちょっと火を消してくださいと、なかな

かそれは言えませんので、風向き等で洗濯物とか

臭いがつきますので、よければちょっとその辺は

注意してですね、焼却されていただけませんかと

いうお願いをしております。 

 以上です。 
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○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。分かりま

した。行政指導とはならないという取り方でよろ

しいですね。 

 そして、やはり今、説明にあったんですけど、

やっぱ臭いの問題だったりですね、洗濯の問題、

また道路でですね、やっぱり煙が結構濃ゆくて、

車両の通行を妨げるという苦情もあろうかと思い

ますので、その辺はですね、ぜひいろいろ申請等

もあろうかと思いますけど、その辺の指導じゃな

いけど、そういう方向性、指導等はどのようにな

されているのかお伺いしたいと思います。 

○環境整備課長（西川慶一郎君） 環境整備課の

西川でございます。 

 指導等につきましてはですね、まず文書じゃな

くてまず口頭での指導を行なっております。苦情

についても、口頭による指導です。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 例えば、消防とか警察の許可申請あたりは大丈

夫なんですかね。 

○環境整備課長（西川慶一郎君） 環境整備課長

の西川でございます。 

 例えば、「どんどや」とかございます、お正月

の。「どんどや」につきましては、火災と紛らわ

しい行為の届出というのをですね、有明消防本部

のほうに、各地域のですね、ＰＴＡであったり支

館とかで出しておられます。 

 一応、有明消防本部が火災のほうに間違えんご

つ出していただくような感じです。私どもは環境

整備課ですので、市民の方の生活環境に支障を来

す場合は、何らかそういった場合でもですね、指

導といいますか、お願いといいますか、「どんど

んや」につきましては法的除外になるんですけど

も、そういった苦情があっていますのでというこ

とで、一応指導等は、お願いとして行なっておる

ところではあります。 

○委員（多田隈啓二君） ありがとうございます。

大丈夫です。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにはありませ

んか。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 この主な成果に関する説明書の３２ページは、

４款だけん、よかですよね。 

 ここで、旧クリーンセンター跡地の水質を管理

するということで事業されるわけですけど、今全

国的にＰＦＡＳの検出というのがあちこちで報道

されよっとですけど、クリーンセンター跡地につ

いては、ＰＦＡＳの調査についてはどぎゃんなっ

とうとですかね。 

○環境整備課長（西川慶一郎君） 環境整備課の

西川でございます。 

 ＰＦＡＳの水質検査についてはですね、今のと

ころちょっと把握をちょっとしておりません。そ

の検査自体を市のほうでしているかということで

すかね。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 はい。ですから、やっぱし旧クリーンセンター

は、あそこでずっと焼却して、残ったやつをあそ

こに埋め立ててあって、そこからやっぱ雨なんか

の浸透で木葉川に水が流れていくから、水質検査

をずっとされとっと思うとですけど、ＰＦＡＳに

ついても調査すべきじゃないかなと思うとですけ

ど、どうでしょうか。 

○環境整備課長（西川慶一郎君） 環境整備課長

の西川でございます。 

 その辺りですね、ちょっと確認をいたしまして

ですね、今の法的基準の中でですね、やる分につ

いて、ダイオキシンとかですね、放流水検査で

あったりとか重金属とか、その辺についてはです

ね、法に触れないような感じでですね、検査をし

ておりますけれども、その検査についてはですね、

ちょっと正直言うと、私もちょっと今のとこ

ちょっと把握をしてございませんのでですね、今

後ちょっと実施する必要があればですね、ちょっ

と実施をしたいと思います。 

 ただ、今のところは、もう今の検査業務ですか

ね、玉名市クリーンセンターの汚水処理の関係で
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はですね、全て異常なしということでですね、報

告を受けているところであります。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 あれは、岡山県のどっかの町だったですかね、

水道水をずっと使いよって、検査したらそこから

基準値を超えるようなＰＦＡＳ検出があって、こ

れはもう大変だということで、水道水を使わない

ようにしてくださいというようなですね、町民に

対するお知らせまでしとるような状況ですので、

旧クリーンセンター跡地のそういった水の管理と

いう点では、やっぱし法律に基づいてされとると

思いますけど、ＰＦＡＳ自体が最近になって新た

に検出されてきたというか、今までやっぱしとら

んだったけんですよね。 

 やけん、この点についても、それこそ玉名市独

自の取組としてでも、ＰＦＡＳ調査についても

やっぱすべきじゃないかなというふうに私は思い

ます。 

○環境整備課長（西川慶一郎君） 環境整備課の

西川でございます。 

 ＰＦＡＳ検査。 

○委員長（近松惠美子さん） ごめんなさい、傍

聴人が来られましたので、席を１つ空けてあげて

ください。 

 傍聴の申出がありましたので、許可いたします。 

 では、中断しましたけど、西川課長、どうぞ。 

○環境整備課長（西川慶一郎君） 環境整備課の

西川でございます。 

 ＰＦＡＳの検査につきましては、熊本県のです

ね、環境保全課のほうにですね、ちょっと相談を

いたしまして、必要であることであれば、検査の

ほうにですね、追加して実施をしてまいりたいと

いうことを検討させていただきます。 

○委員（前田正治君） 分かりました。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにはございま

せんか。 

○委員（松本憲二君） すいません、松本です。 

 予算書のほうの１５９ページで、去年のば

ちょっと見とらんけん分からんとですけど、第一

保育所と豊水保育所には防犯カメラシステムが導

入ばされとっとですよね、去年。でも伊倉保育所

には、これ載ってないとですけど、伊倉保育所は

ついとっとですかね。 

○子育て支援課長（大西優子さん） 子育て支援

課長、大西です。 

 伊倉保育所のほうにも防犯カメラはございます。 

 以上です。 

○委員（松本憲二君） それはじゃ、令和４年度

でつけとっとかな。 

○子育て支援課長（大西優子さん） 子育て支援

課長、大西です。 

 すみません、設置年は分かりませんけれども、

随分前から設置してあったと思います。 

 以上です。 

○委員（松本憲二君） おお、そうね。はいはい、

分かりました。 

○委員長（近松惠美子さん） よろしいですか。

ほかにはございませんか。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課、平田です。 

 先ほど、大野委員から御質問がありました自立

相談における継続の実際の人数というところです

けれども、今お答えしてよろしいでしょうか。 

○委員長（近松惠美子さん） はい、お願いしま

す。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） 継続件数

の中の実人数が２２５名というふうになります。 

○委員（大野豊重君） 分かりました。 

○委員長（近松惠美子さん） よろしいですか。 

 なければ終わりにしようかと思いますけど、大

西課長は後でになりますか、先ほどのは。どうぞ。 

○子育て支援課長（大西優子さん） 先ほど前田

議員から御質問のありました地域型保育の４歳以

上ということです、すいません。 

 地域型保育は、０、１、２歳までの施設になり

ます。もともと都市部の狭い保育園とか園庭のな
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い保育園など、認可基準を満たさず、運営費の支

給を受けられない施設が多くあったため、２０１

５年、子ども子育て支援新制度で創設された施設

になります。 

 なので、３歳以上は、大きな面積、１人当たり

の面積が必要な施設が必要ですので、今のところ

想定していないところでございます。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） 前田委員、よろし

いですか。 

○委員（前田正治君） 分かりました。 

○委員長（近松惠美子さん） では、ほかにはよ

ろしいですか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） では、これにて質

疑及び委員会討議を終結いたします。 

 これで執行部の入替えのため、暫時休憩いたし

ます。再開は４５分からにいたします。お疲れさ

までした。 

－－－－－－○－－－－－－ 

午後 １時３５分 休憩 

午後 １時４５分 開議 

－－－－－－○－－－－－－ 

○委員長（近松惠美子さん） では、おそろいで

ございますので、休憩前に引き続き委員会を開き

ます。 

 次に、一般会計歳出６款農林水産業費から８款

土木費までの審査を行ないます。 

 執行部から補足説明はございますか。 

○産業経済部長（井上康博君） 産業経済部長の

井上です。 

 産業経済部、建設部に関わる歳出決算６款から

８款までは、補足説明はございません。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） 補足説明はないと

いうことですので、これより質疑及び委員間討議

に入ります。 

 皆さんから質疑ございませんか。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 説明書の３９ページです。渇水対策の維持管理

事業についてなんですが、これで予算と見比べて

みたんですね。予算と見比べてみると、予算では

積立金が８００万円だったんですけれども、使う

金額が少なかったんでしょう、積立金が２,００

０万円というふうになっていましたものですから、

この辺、積立金を増やした理由を教えていただき

たくて質問します。 

○農地整備課長（丸山隆一君） 農地整備課長の

丸山です。 

 これにつきましては、直営で作業を行なった分

とかで余剰金が多く出ましたので、その分を充て

ております。 

 以上です。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 やっぱり積立てをいっぱいしておったほうが安

心ということでしょうか。 

○農地整備課長（丸山隆一君） 農地整備課長の

丸山です。 

 どうしても維持管理費というか、光熱費あたり

が最近高くついていますので、少しでも増やそう

ということでやっております。 

 以上です。 

○委員（山下桂造君） 了解しました。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 ３９ページじゃなくて４４ページ。 

○委員長（近松惠美子さん） ４８ページ。 

○委員（大野豊重君） ４４ページ、はい。４４

ページの新規企業誘致についてなんですが、その

中で、事業の成果の中で、継続訪問が延べ３２件

というふうにあるんですが、これは延べとなって

いますので、大体何社を訪問されたのか、そして、

新規訪問の開拓が８件というふうに載っているん

ですが、これは誘致したのが８件なのか、新規訪

問したのが８件なのか、それはどちらでしょうか。 
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○商工政策課長（神永和典君） 商工政策課長の

神永でございます。 

 大野委員の今、御質問でございますけれども、

まず継続訪問の３２件といいますのは、これは以

前よりもう歴代の先輩方がですね、ずっと継続訪

問でですね、実績には至らない部分ではあります

けれども、３２件ということで、このうち大体１

５社程度はですね、同じ企業でございます。 

 それから、新規訪問の８社でございますけれど

も、こちらは令和５年度にですね、新たに新規企

業ということで、リストのほうに載せさせていた

だいている企業さんでございます。 

 この中から誘致への実績につながったかといい

ますと、実際はつながっていない状況でございま

す。 

 以上でございます。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 企業につながったかどうか、そんな短期間では

難しいと思いますので、そこはまた今後期待しま

すけれども、その下のほうの企業誘致可能性調査

事業ということで、その中で新規ターゲット企業

の絞り込みを行なったとありますけども、これは

どういう分野に絞り込みを行なわれたのかお伺い

いたします。 

○商工政策課長（神永和典君） この企業誘致可

能性調査の目的でございますけれども、当然企業

誘致というのは一朝一夕で実績にかなうものでは

ございませんけども、その準備の調査でございま

す。 

 目的としましては、地域活性化のための雇用機

会の創出、そういったものには企業誘致は重要性

は増しているような状況でございます。 

 また、ＴＳＭＣの県内立地に伴いまして、関連

企業等の進出なども、企業側のニーズとしても常

に変化をしております。 

 そのような中に、企業の進出意向やニーズをタ

イムリーにつかむため、企業誘致を効果的に進め

ていくために進めているものでございまして、主

には半導体関連企業さんをターゲットとして想定

をしているところでございます。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけども、その半

導体関連企業というのはＴＳＭＣ関連だとか、そ

ういうので分かるんですが、半導体関連企業の中

にもいろんな分野があると思いますので、そこの

ところをちょっとお伺いしたかったんですけれど

も。 

○商工政策課長（神永和典君） 商工政策課長の

神永でございます。 

 主には製造業でございます。業種としては製造

業でございます。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） ほぼほぼ製造業だと思う

んですが、部品の製造なのか搬送系なのか、いろ

んな資材なのか、いろいろあると思うんですけど

も、それで何となくターゲットといわれても、な

かなかそれは結びつかないので、例えばカンケン

テクノがあるので、こういうのができますよだと

か、例えばＴＳＭＣで今問題になっているのが水

環境ですよね。なので、それに影響しないところ

で誘致をするだとか、そういったところでのター

ゲットの絞り方というのは何か検討されているの

か。 

○商工政策課長（神永和典君） 商工政策課長の

神永でございます。 

 主には、半導体関連といいましても、非常に裾

野が広い業態・業種でございます。主に製造業と

申しましたのは、やはり半導体関連で裾野の広い

部分でのそういった部品ですとか、そういった製

造を、製造過程で行なう取引先があるような関連

企業等を想定しているところでございます。 

○委員（大野豊重君） 分かりました。 

 大野ですけれども、続けて４５ページ、お隣で

すね、海外販路拡大事業の中で、これ台湾でかな、

タイの高級百貨店でもとありますね、玉名フェア

を開催し、販路拡大と認知度の向上を行なったと

いうことなんですが、当然それなりの成果が出て
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いるかと思います。 

 ただ、これが一発屋で終わってしまっては何の

意味もないので、この後の継続取引となったのが

どの程度あるのか、そこのところを今もし把握で

きているのであればお願いしたいと思います。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 大野委員の、今

後の継続の取組についてですけども、２０２２年

度は香港市場の新規開拓、それからアメリカ、ド

バイ、東南アジアといったところで開拓のほうを

行なってきたところでございますけども、これま

でですね、香港向けは鈍化、それからタイ向けが

増加しているというようなところでございまして、

現在販売実績のほうも年々と増加しております。 

 令和５年度につきましては、５,４７８万３,０

００円といったところで、販売実績のほうも増加

しておりまして、今後は香港市場を中心にですね、

また、台湾市場のほうにもですね、継続しながら

取組を進めていきたいというふうに考えておりま

す。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけど、今答弁の

あった令和５年度での５,４７８万円というのは、

これはそのときのイベント時の売上げではなくて、

１年間の継続取引による売上げというふうな認識

でよろしかったでしょうか。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課長の

伊藤でございます。 

 はい、さようでございます。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 関連して、その下のほうのインバウンド推進事

業とありますけれども、この中で台湾、香港から

の宿泊客数が令和５年度で６２４人、これは玉名

市に泊まった人数だと思われますけれども、その

前の４２ページには、玉名市入り込み客数２２０

万人達成を目指すと、これは３か年計画で、その

中で令和５年度は１万２,３３６人の誘客を行

なったというふうな実績があるんですけれども、

まずこの台湾、香港からの令和５年度の６２４人、

これは多いと見るのか少ないと見るのか、それは

どちらの感覚なんでしょうか。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課の伊

藤でございます。 

 ２２０万人達成誘客事業につきましては、コロ

ナ禍前の年間の入り込み客数に戻すための事業と

いうことで、年々と増加して、令和５年度につき

ましてはほぼ近づいてきているといったところで、

まだまだ外国人のインバウンドの客数については、

若干まだ足りないと、これまでの入り込み客数よ

り足りないといったところでございます。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） 分かりました。ありがと

うございます。 

 追加であと１件だけ。 

○委員長（近松惠美子さん） どうぞ。 

 すいません、もう１件。４６ページの消費生活

相談事業のところなんですが、ここの相談件数が

４３０件とありますけれども、これが多いのか少

ないのか、ここ最近の推移というのをちょっと教

えていただきたいのと、一番聞きたいのは、そこ

の相談を受ける生活相談員は、昨年度の答弁では

３名いるということだったんですが、その人数は

今でも変わりないでしょうか。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課、平田です。 

 まず、令和５年度の消費生活相談４３０件。推

移を申し上げていきますと、令和４年度は３８５

件、令和３年度は３９０件ということで、令和５

年度が相談件数が伸びているというふうになりま

す。 

 あと、相談を受ける相談員の体制ですけれども、

令和５年度も３名体制で行なっております。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 件数がそんなに大きく変わってないのと、３名

のままであれば回っているのかなというふうな認

識しますけど、それで大丈夫でしょうか。 
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○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課、平田です。 

 委員おっしゃるとおりで、回っている状況でご

ざいます。 

○委員（大野豊重君） ありがとうございます。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかの方、質疑ご

ざいませんか。 

○委員（山下桂造君） ４２ページです。今、大

野委員が質問されたところなんですけれども、令

和４年度で３,０００人ちょっとで、令和５年度

で１万２,０００人で約４倍伸びているというこ

とで、これはすごいなと思ったんですけれども、

２,２００万人達成誘客事業ということで、団体

個人グループの旅行客を対象とした旅行商品に対

し、バス、宿泊費及びツアー造成にかかる費用を

助成するとなっています。 

 どんな形で助成されたんですか。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課長の

伊藤でございます。 

 この助成事業につきましては、２２０万人達成

誘客事業の業務委託につきまして、１,２００万

円という業務委託をしているところでございます。 

 その中でですね、宿泊費とかそういったツアー

の中で助成することによって、誘客に結びつける

といったところもございましたし、コロナ禍にお

いてはですね、熊本県のクーポン券事業等を活用

しながらですね、ツアーの中に取り入れたといっ

たところで、そういったところで観光施設でのお

土産品の助成であったりとか、そういった部分で

活用したところでございます。 

 以上です。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 今、県のクーポンをと言われたけれども、いや

私が聞きたかったのは、１,２００万円のお金を

かけたことで、そのお金から個人とか団体とかに

もちょっと助成が行っているのかなという、それ

は一体どんな形だったんだろうということなんで

すけど、ちょっと分かりますか。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課の伊

藤でございます。 

 旅行商品の中身ですけども、旅のリフレッシュ、

日帰りといった形で、玉名市から助成金を２,０

００円で割り引いたところで、そういったみかん

狩りであったりとか、そういったところで助成を

しているといったところでございます。 

 以上です。 

○委員（山下桂造君） 分かりました。 

 でも本当、４倍ぐらい伸びたって、すごいこと

だなと思っておりますので、今後も頑張ってくだ

さい。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにはございま

せんか。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 ４７ページです。尾田地区の金栗四三ゆかりの

地保存会という形で、そこの周辺整備を行なった

とありますけども、どんな周辺整備を行なったん

ですか。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課の伊

藤でございます。 

 金栗住家の近隣においての草刈りであったり、

そういった管理業務、そういったところで行なっ

ております。 

 以上です。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 草刈りと、ちょっと歩きやすいように道が広

がったとか、そういうことにはされていないわけ

ですね。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課の伊

藤でございます。 

 近隣にランニングステーションがございまして、

その辺の接道の部分での整備であったりとか、そ

ういったところで、墓地公園とかそういったとこ

ろで整備を行なっているといったところでござい

ます。 

 以上です。 
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○委員（山下桂造君） 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 決算書の２３１ページのとこなんですけど、受

入れ体制整備事業のところで、いろいろ事業をさ

れていると思うんですけど、このヘルスツーリズ

ム造成事業とか、くまモン活用地域資源創出事業

とかで、この事業によって何か新しい玉名市に関

する旅行の事業が生まれたとか、成果的なところ

は何か出ているんですか、受入れ体制が強化され

た後。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課長の

伊藤でございます。 

 受入れ体制整備事業につきましては、着地型旅

行商品の開発及び観光ウェブサイトの充実を図る

ことを注視しながら取組を行なってきたところで

ございます。 

 令和５年度につきましては、ヘルスツーリズム

で旅行商品の造成を行なってきておりまして、ま

た、くまモンタウンの玉名事業の業務委託につき

ましては、足湯公園の近くのですね、くまモンパ

ネルの設置、それから街路灯にくまモンのフラッ

グ等を設置しながらですね、それから周遊バスに

ついて、くまモンとタマにゃんのコラボしたラッ

ピングのバスを走らせて観光振興を進めてきたと

ころでございます。 

 また、くまモンのオリジナルキーホルダー販売

のため、ガチャガチャを設置しまして、これも１,

０００個設置したところなんですけども、既に全

部完売といったところで行なってきたところです。 

 それから、新たな取組といったところでござい

ますけども、昨年からヘルスツーリズムの中でで

すね、旅行商品の造成を行なってきておりまして、

今後ですね、蓮華院誕生寺、それから有明海普賢

岳を眺める展望サウナ等をですね、生かしながら、

観光商品を販売していくわけでございますけども、

そういったところで少し新たな観光の目玉といっ

たところが、今年度からできつつあるのかなとい

うふうに思っております。 

 以上です。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 というと、ヘルスツーリズムのところでは、１,

０００万円かけて、何個か旅行商品的なのができ

たということですか、事業が。で、それば今から

していくということですか。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課の伊

藤でございます。 

 ３つほどございまして、蓮華院誕生寺のパワー

の源をひも解く高付加価値ガイドといったところ

で、その旅行商品、それから先ほど申し上げまし

た有明海雲仙普賢岳を眺めながらの展望サウナ、

それから玉名産の食材をふんだんに使用したフ

ルーツコースといった形で旅行商品をつくってお

りますので、今後その商品を生かしながら、誘客

に進めてまいりたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員（北本将幸君） いいです。 

○委員（松本憲二君） すみません、関連でよか

ですか。 

○委員長（近松惠美子さん） どうぞ。 

○委員（松本憲二君） すいません、松本です。 

 その関連なんですけど、下のほうに委託料とい

うことで、玉名観光魅力アップ事業業務委託と、

玉名・小天温泉再始動プロジェクト業務委託とい

うので約１,０００万円ぐらいの予算が組んであ

るわけですけれども、それの再始動プロジェクト

業務委託とか、魅力アップ事業業務委託で、結局

令和５年度にこれ業務ば委託しとんなっとですけ

ど、じゃ、どういうことに改善しなさいとか、そ

ういうのが結局玉名市にあったんですかね。どう

いう内容だったのか、ちょっと教えていただけれ

ば。 

○観光物産課長補佐（和田耕一君） 観光物産課

の和田でございます。 

 今の御質問で、いわゆる玉名観光魅力アップ事
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業、それと玉名・小天温泉の再始動のプロジェク

ト業務委託ということで、これは外から指摘が

あったという話ではなくて、玉名市のほうでやっ

ている事業なんですけども、そういう認識でよろ

しいですか。 

○委員（松本憲二君） すいません、松本です。 

 これ、でも業務委託をしたわけでしょう、どこ

かに。 

○観光物産課長補佐（和田耕一君） そうです。 

○委員（松本憲二君） だけん、それによって業

務委託したところから、こういうところをもう

ちょっと改善したほうがいいですよとか。これ、

どういう内容でじゃあ、業務委託ばしとんなっと

ですか。 

○観光物産課長補佐（和田耕一君） 観光物産課

の和田でございます。 

 まず、この玉名観光魅力アップ事業に関しまし

ては、債務負担行為で毎年１２月に議会にかけて

おります。 

 内容は、まず、山田の藤、そしてしょうぶ祭り

の警備に関する業務委託です。そして、その半面、

玉名市の観光の冊子をつくる事業になっておりま

す。これをプロポーザルで業者委託をしていると

ころです。 

 そして、玉名・小天温泉再始動プロジェクトに

関しましては、こちらはいわゆる玉名市のファン

をつくる女子旅に特化した事業でございまして、

こちらもプロポーザルをして業務委託をしている

ところで、今現在、そういう女子旅がはやってお

りますので、ターゲットとして福岡の女子に関し

て今、こういう旅行商品をつくってファンをつ

くっているという状況でございまして、特に指摘

というのは受けておりません。 

 以上です。 

○委員（松本憲二君） すいません、松本です。 

 じゃ、結局今、玉名温泉再始動プロジェクトは、

福岡のほうをターゲットにということなんですけ

ども、今じゃ、実績的に効果は見えてない、まだ。 

○観光物産課長補佐（和田耕一君） 観光物産課

の和田でございます。 

 昨年からこのプロジェクトに取り組んでおりま

して、今現在、福岡に４０名のファンを抱えてお

ります。そして、今この４０名の福岡のＯＬの女

子の皆さんなんですけども、この方たちは個人で

今それぞれ玉名のほうに旅行に来られて、実際お

金も落としていただいているというのが実績かと

思います。 

 以上です。 

○委員（松本憲二君） はい、はい、分かりまし

た。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかによろしいで

すか。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 説明書の５６ページになります。戸建て木造住

宅の耐震改修等の事業なんですけれども、何件事

業が行なわれたでしょうか。 

○住宅課長（西 正宏君） 住宅課長の西です。 

 件数ですけれども、耐震改修工事、これが１件

と耐震診断が４件でございます。 

 以上です。 

○委員（山下桂造君） 実は、令和５年度の予算

で、支援事業という形で１,４６７万５,０００円

が予算化されていたんですが、何かすごく少ない

ように思いますけど、ちょっとこれ、私の勘違い

だったら困るんですが、令和５年度予算では１,

４００万円の予算が組んであって、そして今回見

つけ切れなかったんですが、委託料としてチラシ

の作成及び封入業務委託という形があったんです

けど、これが行なわれなかったみたいなんですけ

ど、その辺の事情は、今のは正しいでしょうか。 

○住宅課長（西 正宏君） 住宅課長、西です。 

 予算のほうはですね、確かに相談件数等も多く

ありましたので、国費の要望のほうをですね、多

く出しております。 

 しかしながら、最近ずっと耐震がですね、進ん

でない、件数が伸びないというところで、要因と
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しては、改修工事にかかる費用がですね、やはり

上がってきているということと、もう建て替え等

をですね、先に進められて、古いものをもう壊し

ていかれていると。 

 相談件数としてはですね、毎年４０件、５０件

来るんですけど、実際に補助事業を使って工事を

されるというところが極端に減ってきているとい

うところでございます。 

 チラシのほうはですね、おっしゃるとおり令和

５年度だけですね、チラシを固定資産税の納付と

合わせてちょっと実施はしませんでした。 

 以上でございます。 

○委員（山下桂造君） 結局、補助率というか、

１件当たり改修するのに幾ら予定になっていたん

ですかね。 

○住宅課長（西 正宏君） 住宅課長の西です。 

 耐震の補助率というかですね、耐震補強工事と

か、耐震の建て替え工事、こちらについては金額

が上限１００万円というところで、実際耐震工事

も２５０万円から３００万円ほどかかるので、や

はり自己負担額が高いというのと、そうですね、

あとは耐震診断は、そうですね、十一、二万円か

かりまして６万８,０００円ですから、割と半分

ぐらいはもらえるということになります。 

 以上です。 

○委員（山下桂造君） 了解しました。ありがと

うございました。 

○委員長（近松惠美子さん） よろしいですか。 

 では、質疑、委員間討議はございませんか。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 説明書の４１ページなんですけど、そこでです

ね、しゅんせつはちゃんとされているでいいんで

すけど、土砂処分場の整備事業と、４者共同で今

回、熊本県、熊本市、宇土市との協定を結ばれて

おります。負担割合もここに書いてあるんですけ

ど、玉名市が一番多いんですが、今この段階から、

費用対効果の分析や任務が完了したことで、次の

段階の環境影響評価を行なっていくということ

だったんですけど、今後この計画をどのように進

められていくのか、そしていつぐらい完成の見込

みがあるのか、そういう協定なのかお伺いしたい

と思います。 

○水産林務課長（小川昭彦君） 水産林務課長の

小川です。 

 今、多田隈委員の御質問ですけども、今住吉地

区で整備を行なわれております共同処分場の整備

計画でございます。この計画自体はですね、現在、

環境影響調査の評価関係の調査業務を行なわれて

おります。 

 今後のスケジュールにつきましては、令和７年

度から、今度は工事に関する現地の地質調査です

とか、詳細設計のほうに移られる予定でございま

す。それと併せて埋立て申請等の手続等も行なわ

れる予定となっております。 

 令和８年度から大体処分場の建設工事に着手さ

れる予定でございまして、暫定の受入れが大体令

和１０年度からの予定になるのではないかという

ところで、今のところお話を聞いているところで

ございます。 

 以上でございます。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 分かりました。令和１０年度、順調に行けば受

入れ体制が整うかと思いますけど、それまでの処

分場の量的に、処分場としては令和１０年度まで

もつという考え方でよろしいですかね。 

○水産林務課長（小川昭彦君） 水産林務課長の

小川です。 

 今、民間のですね、受入れ処分場で１社ござい

ますけども、そちらのほうも逼迫してきている状

況ではございます。来年度予定しております横島

のしゅんせつにつきましてはですね、漁場造成と

いうことで深いところですね、底を造成するとい

うことで予定をされておりますので、どうにか令

和９年、１０年ぐらいまでは、受入れを確保して

いかないかんというふうには思っておるところで

ございます。 
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 以上でございます。 

○委員（多田隈啓二君） 分かりました。ありが

とうございます。 

 そういう横島ではですね、深いところにしゅん

せつ土を持っていって、そこで処理といいますか、

漁場も造るということでですね、されるというこ

とだったんですけど、あと１点ですね、漁港の機

能保全計画更新事業の中で、８,８００万円ぐら

い使われておるんですけど、その中では予算の平

準化に必要なデータが得られたという回答があり

ますけど、どのような形のデータで、そしてこの

データをどのように今度活用していくのかお伺い

したいと思います。 

○水産林務課長（小川昭彦君） 水産林務課長の

小川です。 

 これは、昨年度実施しました機能保全計画の更

新業務でございます。これ、市内５つの漁港全て

を調査しておるところでございます。 

 外郭施設、堤防等ですね、そういった構造物の

施設、それから係留施設、それと併せて水域施設

ですね、要は泊地ですとか、外の航路ですとか、

そういったところの調査を行なったところです。 

 各漁港ともですね、経年劣化等によってですね、

施設の修繕等がランクづけされてですね、ＡＢＣ

というふうなランクづけをされておりまして、今

後５０年間の修繕計画等も概算で出されておりま

すけども、直近でですね、今考えております、

ちょっとお待ちください、機能保全の更新もです

ね、施設の延命化を図る上ではどうしてもやって

いかないかんということでございますので、今後

はまず、令和７年度は新川漁港と大正開の浮き桟

橋等の修繕、そういったことをですね、やってい

くという計画でおります。 

 これは、大正開の旧港を整備するようにしてい

たんですけども、そちらのほうを取りやめいたし

まして、予算のほうをこちらに組み替えてという

ふうなところで考えております。 

 今後５年間の計画等もですね、こちらのほうで

改めて見直して、国の補助事業を活用しながら進

めていきたいなというふうに考えておるところで

す。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございます

か。 

○委員（松本憲二君） ちょっと今ので関連して

よかですか。 

○委員長（近松惠美子さん） はい。 

○委員（松本憲二君） すいません、松本です。 

 今、多田隈委員からあったように、漁港の機能

保全計画ということで、５つの漁港があるわけで

すけれども、これは一応全部玉名市の管理という

か、玉名市の持ち物ですよね、漁港は。各漁協に

その管理を委託されているわけですけれども。 

 先ほど課長がおっしゃったように、浮き桟橋の

改修とかも順次やっぱりしていかんといかんとい

うことなんですけども、漁港の係留費というのが、

ちょっと聞いてみれば、５つの漁港でまちまちと

いうこともやっぱお聞きするわけですよね。何と

いうのかな、やっぱりその辺も改善じゃないです

けれども、ある程度市としても漁協さんあたりと

話をして、その係留費だったりとかというのもあ

る程度見直しじゃないですけれども、その辺の考

えというのはどのようなふうにお持ちですか、市

としては。 

○水産林務課長（小川昭彦君） 水産林務課長の

小川です。 

 ただいまの係留施設等の費用等についてですけ

ども、これ合併以前からもだったんですけども、

管理については漁協さんのほうが一番地元で利用

されるということで、市が管理せないかんのを漁

協さんのほうでそれをしていただいているという

ふうなところで、こちらのほうとしてもそこの委

託料、係留の料金等は、市では徴収はしてないと

いうことで、各漁協さんがですね、決められて、

今徴収をされているというところでございますの

で、今後はそこについてもですね、係留施設の維
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持、市の持分をどうしていくのか、そういったと

ころも含めたところでですね、漁協さんと協議を

していく必要があるのかなと考えておるところで

ございます。 

 以上です。 

○委員（松本憲二君） すいません、松本です。 

 もちろんそれは、漁協さんが徴収はされている

わけですけれども、結局浮き桟橋とか、そういう

のの改修というのは、市のほうが負担する部分と

いうのは５つの漁港で同じ金額じゃないじゃない

ですか。修繕費だったりとかというのも、５つの

漁港で同じ負担金をやるわけじゃないじゃないで

すか。 

 だけん、やっぱその辺はある程度整合性がやっ

ぱ保てるような状態というのは、僕はつくっとか

んといかんとじゃないかなというふうに思うので、

ちょっとその辺の協議はですね、漁協を含めてで

すね、しっかり話合いをしていただきたいなとい

うふうにちょっとお願いをしておきます。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにはございま

せんか。 

 はい、どうぞ。西川委員。 

○委員（西川裕文君） 西川ですけども、説明書

の４９ページですけど、橋梁のメンテナンスサイ

クル事業についてちょっと伺います。 

 橋ごとに５年に１度点検義務ということで、こ

れにつきましては、玉名市の場合はもう職員さん

が点検をされておるということで有名になってお

りますけども、大体全体の何割ぐらいを職員さん

で点検業務がなされているか質問いたします。 

○土木課長（田上幸二君） 土木課長の田上です。 

 橋梁の点検業務なんですけれども、こちらのほ

うはですね、毎年点検につきましては委託のほう

を行なっております。当然、点検ができるような

担当者、技術を持った担当者もおりますけれども、

より公平性、公明性を確保するためにですね、委

託に関しましては、業者のほうへ業務委託のほう

を行なっております。 

 以上でございます。 

○委員長（近松惠美子さん） よろしいですか。 

○委員（西川裕文君） はい。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにはございま

せんか。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 主な成果に関する説明書３７ページをお願いし

ます。ここで事業が３つ出されておって、それの

成果も出されていますけど、この事業を行なう共

同活動を行なう団体数というのは、近年の状況は

どうでしょうか。 

○農地整備課長（丸山隆一君） 農地整備課長の

丸山です。 

 団体数に関しては去年と同じです。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 去年も実は聞いたんですよね。それで、私はで

すね、地元じゃ保全隊といいよるですけど、ある

ほう保全隊は、今もそうかな、１か月にもう２回

ぐらい、２週間に一遍な、草切りばしよらすわけ

ですよ。だけん、その地域に行くと結構やっぱ田

んぼの周りとか、草ば切ってあっとですよね。 

 その保全隊の活動が、仮にもうできんごとなっ

たということで中止された場合は、いろんな意味

で田んぼや農道、その辺の維持管理に関する業務

がですね、市役所に直接かかってくっとかなと。 

 ですから、やっぱ団体も一定維持すると同時に、

増やすような取組もしていかんといかんとじゃな

いかなと思うとですけど、実際増やすような取組

としては何かされていますか。 

○農地整備課長（丸山隆一君） 新しく岱明のほ

うで圃場整備が扇崎、大野下、されましたけども、

そこの地区についてはまだ入っておられませんけ

ども、ちょっと説明のほうをさせていただいて、

こういったことができるので入ったほうがいいで

すよということで推進活動のほうを、そこだけ

じゃなくても相談があれば、説明に来てください

ということであれば、その地区に出向いて推進活
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動のほう行なっております。 

 前田委員が心配されるように、例えば脱退され

て活動をしなくなるというところもあるんですけ

ども、できるだけうちとしては、区役という形は

どがんかしてできんですかということで、そこの

後押しというとちょっと違うとかもしれませんけ

ども、機械借り上げであったり、材料費の支給で

あったり、そういったお手伝いをしながらできる

だけ、その保全隊としての活動はもうなかかもし

れんとですけども、地区の活動としては区役とい

う形をできるだけ取って、そういったあぜの管理

とか排水路の管理をできるだけ行なってください

ということをしながらやっております。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 保全隊の活動があって、区役の活動もあっとで

すよ。ところがもう保全隊にも人手が足らんよう

になる、区役も出る人がおらんごっなるような状

況が今、やっぱせっぱ詰まった問題としてあっと

ですよね。 

 ですから、市道を含めた、農道もそうですけど、

そこら辺の維持管理という点じゃ、これからやっ

ぱりしっかり考えていかんといかんとじゃないか

なと、そういう思いがあります。 

 続けてよかですか。先ほどの耐震化の問題です

けど、５６ページですね、一戸建て住宅の耐震化

なんですよ。これは、現在、住宅の耐震化率とい

う点じゃ何％ぐらいなんですかね。 

○委員長（近松惠美子さん） 時間かかりますか。 

 じゃ、途中ですけど、１０分間休憩します。４

０分に再開します。 

－－－－－－○－－－－－－ 

午後 ２時２９分 休憩 

午後 ２時３９分 開議 

－－－－－－○－－－－－－ 

○委員長（近松惠美子さん） お集まりのようで

すので、始めます。よろしいですか。 

 では、先ほどに引き続き、質疑及び委員間討議

を続けます。 

○住宅課長（西 正宏君） 住宅課長の西です。 

 先ほどの前田委員の戸建て木造の耐震化率につ

いてお答えいたします。 

 すいませんけども、平成２８年度にですね、調

査を熊本地震の後、一斉に行なわれておりまして、

そのときが玉名市が６８.９％と、その後がです

ね、実数の調査的なものを行なっておりません。 

 熊本県のほうで発表されております熊本県全体

での推計値としては、８９.１％というのが令和

３年度の時点で出ているんですけど、玉名市につ

いてはそれ以降ちょっと調査をやっておりません

関係で、ちょっと出ておりません。 

 あくまでこれが推計になってしまうんですけど、

昨年行なわれました住宅土地統計調査の結果が、

恐らく９月の末までに、市町村ごとのほうが発表

されるということですので、それを受けて玉名市

のほうでも数をですね、推計値を決めていきたい

というふうに考えております。申し訳ございませ

ん。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 やっぱし地震があってすぐは、耐震化ばせんと

でけんねて思いよったつですけど、喉元過ぎたら

だんだん忘れていってですね。そして、古い住宅

があって解体せなんていう場合もあるでしょう。

耐震化できるような住宅なら解体せんでもよかか

もしれんばってん、そこら辺の持ち主さんの見極

めというのも重要になるとが１つのポイントかな

と思うとですよ。 

 ですから、解体費用が今、最高６０万円ですか

ね、こういうところにもうちょっと上乗せをして、

解体のほうに力を入れるとかですね、そういった、

もちろん耐震化も大事なんですけど、どっちば重

視するかというような選択も出てくっとじゃない

かなと、私は思います。 

 以上です、よかです。 

 続けてよかですか、前田です。 

 監査報告書の１５ページなんですけど、農地整
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備課の工事において、随意契約で４件金額に１億

１,２４０万円程度が上がっております。これは、

議会でも議決をした中身かもしれんですけど、い

ま一度、競争入札しなかった理由ということを

ちょっと説明してほしかっですけど。 

○農地整備課長（丸山隆一君） 農地整備課長の

丸山です。 

 すいません、ページ数をもう一回よろしいで

しょうか。 

○委員（前田正治君） １５ページです。 

○委員長（近松惠美子さん） 意見書の１５ペー

ジ。 

○委員（前田正治君） 監査報告書。 

○委員長（近松惠美子さん） 監査報告書ですね。 

○農地整備課長（丸山隆一君） 農地整備課長の

丸山です。 

 ちょっとこれは資料を用意していませんので、

ちょっと準備して、また後ほど回答してよろしい

でしょうか。 

○委員（前田正治君） はい。 

○委員長（近松惠美子さん） 続きますか。待っ

ときますか。時間かかるでしょう。どのくらいか

かりますか。 

   ［「明日」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） なら、前田委員、

続きありますか、もういいですか。 

○委員（松本憲二君） すいません、松本です。 

 観光ほっとプラザたまララへのお客様は、大体

１年間にどれぐらいこの観光ほっとプラザたまラ

ラを利用されていますかね。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課の伊

藤でございます。 

 カウンターでの受付での換算でございますけど

も、年に３万５９１人でございます。 

○委員（松本憲二君） すいません、松本です。 

 この主要施策の説明書でも５２ページに、新玉

名駅の周辺のインフラ整備事業ということで、農

振除外なんかが完了したということで出ているん

ですけれども、今後、新玉名駅を利用する人も非

常に増えてくるとは思うんですけれども、今まで

ずっと新玉名駅の中にあるじゃないですか。全体

的な今後の玉名市の今グランドデザインがなされ

よる中で、まだこのやっぱたまララは、ここの現

在地でずっといかれるような考えでいいんですか

ね。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課の伊

藤でございます。 

 たまララにつきましては、今現在は玉名観光協

会が玉名市の観光物産課内にございまして、実情

を申し上げますと、物産である観光ほっとプラザ

たまララで物産販売を行なっているといったとこ

ろでございます。 

 松本委員お尋ねの件ですけども、やはり新玉名

駅は、玉名市の玄関口でもございますので、そう

いった意味では、玄関口の部分でお客様をお招き

し、そしてお帰りの際はお土産を買っていただく

といったところで、今後も進めてまいりたいとい

うふうに考えております。 

 以上です。 

○委員（松本憲二君） すいません、松本です。 

 それはもちろん、玄関口というのも分かります。

しかしながら、いろんな今テレビ番組を見ていま

すと、やっぱ玉名のラーメンであったりとかとい

うのが非常にまた注目を浴びているような状態で

もあります。 

 そんな中でですね、結構玉名という地域は、自

動車で結局来られる方々もいらっしゃいます。そ

んな中で、分散型というのもやっぱり視野に入れ

た中で、やっぱり考えていかないと、玉名温泉で

あったりとか、結局、高瀬裏川であったりとか、

小天温泉であったりとかというのも非常に魅力が

あるところで、今力を入れられているところでも

あるので、その辺はですね、十分検討をしていた

だきたいなというふうにちょっとお願いをしてお

きます。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ
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んか。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 説明書の５１ページのとこなんですけど、決算

書は２４９ページで、この３Ｄ都市のとこなんで

すけど、この決算書で３Ｄ都市モデル整備で１,

０００万円ぐらいと、あとこのデジタルツイン環

境構築事業で２,０００万円ぐらい予算がかかっ

ているんですけど、このデジタルツイン環境構築

のところは、これで今回整備したけん、玉名市の

いろんなところをデジタル空間でつくろうと思っ

たらできるということですか。そういうわけじゃ

ない。今しよる高瀬とかだけということですかね。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 都市整備課長、

中尾です。 

 デジタルツインに関しては、３Ⅾ都市モデルと

しているところでは、やろうと思えば可能だと思

いますけど、それだけする費用対効果があるかと

いうところは、また別問題だとは思いますけど。 

 以上です。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 ということは、今この２,０００万円では、ど

こかしているということですか。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 都市整備課長、

中尾です。 

 この２,０００万円、去年やったデジタルツイ

ンの事業に関しては、髙瀬裏川だけになります。 

 以上です。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 ということは、例えば今から跡地ばどっか整備

していこうと思って、そこに空間ばもしつくろう

としたらまた、センサーとか設置してつくり上げ

なんということですか。結局、人流とかの動きを

計算してつくることはできるということですか、

それとも。だけん、結局また同じぐらいの費用か

かるということですよね、範囲を広げていくには。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 都市整備課の中

尾です。 

 やり方はまた別になるかと思いますけど、結局

同じぐらいの費用がかかっていくという。面積的

には、５１ページに書いていますけど、ＬＯＤ３

というところ０.０１５平方キロメートル、この

面積、１万５,０００平方メートルだったかな、

の面積がその費用ということになります。 

 以上です。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 ということは、今２,０００万円の上のほうに、

３Ｄ都市モデルで整備があるじゃないですか。こ

こは、防災とかで使いよった六田とかも入るとい

うことですか、面積でいくと。別々のものという

ことになるんですかね。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 都市整備課の中

尾です。 

 このＬＯＤ１、ＬＯＤ２の１.３６平方キロ

メートル、これに関しては松木、六田ではなくて

都市機能誘導区域というところになるので、

ちょっとまた別にはなります。 

 以上です。 

○委員（北本将幸君） いいです。 

○委員長（近松惠美子さん） いいですか。ほか

にはございませんか。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけど、４８ペー

ジの市道新設改良事業のところの、ここの１２路

線の道路拡幅等やられたんですが、これの今の要

望残件数ってどれだけ残っているのか。昨年が

ちょうど令和４年残で５４件と言われていたので、

これが今年、令和５年度としてはどうでしょう。 

○土木課長（田上幸二君） 土木課長の田上です。 

 道路改良の要望件数の残件数でございますけれ

ども、実は去年の大野委員の質問の後ですね、も

う一回、古い設計書のほうからもう一回要望書の

ほうの件数を、再度もう一回見直して洗い直した

ところでございます。 

 今現在ですね、ちょっと部分的な改良とか、途

中で休止しているところとかもございましたので、

その辺をきれいに整理し直しまして、今現在、道

路改良につきましては、要望が６８件あっており



 

 －41－ 

ます。そのうち６８件のうち、４３件が対応済み

でございます。未対応が２５件という形になりま

して、割合としましては６３％対応ができている

というような状況になっております。 

 以上でございます。 

○委員（大野豊重君） この件はいいんですけど、

ただ、今、昨年の話の中で、また精査をしたとき

に古い書物を見たと、要望書とかそういうことだ

と思うんですが、ちょっとそれだと今までの一般

質問の答弁とは随分食い違ってくるなと今感じた

ところなんですが、要はデータでしっかり一覧で

管理をしているというのが答弁だったと思うんで

すが、今のお話だと何かそのデータが、一覧が、

リストが、意味をなさないものというふうに感じ

取るんですが、その辺りどうでしょうか。 

○土木課長（田上幸二君） 土木課長の田上でご

ざいます。 

 ずっとデータで整理はしておったんですけれど

も、もう一回ですね、書物のほうの整合が取れて

いるかどうかというのも確認いたしました。 

 その中で、先ほど申し上げましたけれども、例

えば路線全体で数百メートルあるような路線の一

部分、半分ほどを道路改良で改良したところを済

みと捉えていたり、そちらをまだ済んでいないと

捉えていたりとか、そういったのもございました。 

 あと、もう一つございましたのが、道路改良の

要望ではなくて、例えば舗装の要望とかで当初上

がっておりまして、地元と協議を進めていく中で、

これはただ単に舗装をやり直すだけではなく、道

路改良をしたほうがいいんじゃなかろうかという

ことで、地元からの協力も得られるというような

ところで、舗装の要望が上がっていて道路改良に

切り替えたと、そういったところもございました

ので、件数にちょっと食い違いがございました。 

 以上でございます。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 精査ができたということは、より細かくできる

ということなんで、はい、いいです。 

 別件であと１件だけお願いいたします。 

 大野ですけども、５３ページの、昨年もちょっ

と聞いたところなんですけれども、公園の都市公

園の維持管理業務、この委託業務のところで、２,

６００万円ほど使われていますけれども、ここの

ところの内訳発注先で、それぞれ何件だったのか

というのをお伺いさせていただきます。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 都市整備課の中

尾です。 

 この委託の２,６００万円の内訳に関しては、

予算書２５３ページの委託料の中身になります。 

 この中で、桃田運動公園の部分を除いたもの全

部になりまして、件数。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 質問を変えます。内訳になってくるとちょっと

調べないといけないので、ここの中の内訳で、地

区への発注、要は区ですよね、各校区というか区

ですね、への発注というのもこの中に入っていま

すかね。区にある公園の維持管理だとか。 

   ［「都市公園だけ・・」と呼ぶ者あり］ 

○委員（大野豊重君） 都市公園ば区にほら、委

託する場合があるけん。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 都市整備課の中

尾です。 

 区に委託する分に関しては、委託の一番上の児

童公園清掃業務委託１９２万円、これになります。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけども、その１

９２万円の内訳なんですが、１９２万円、多分１

つの区当たり年間幾らだったですかね、委託費っ

て。 

○都市整備課長（中尾賢治君） ６万円。 

○委員（大野豊重君） ですよね。 

 大野ですけど、で、その６万円のところが非常

にとても安いと思うし低いので、区としてもなか

なかその高齢化も進んでいるので難しいので、そ

このところをもう少し上乗せをしていただきたい

というふうなところで、そういう考えができない
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かといったところをお伺いいたします。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 都市整備課長、

中尾です。 

 この委託料の増額ということでいいですかね。 

○委員（大野豊重君） そうです、はい。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 増額に関しては、

今後検討の余地があるかなというふうに思ってお

るところで、すぐすぐということにはちょっとい

かないかもしれませんけど、検討することにはな

るかと思います。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） ありがとうございます。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございます

か。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） では、これで質疑

及び委員間討議を終結いたします。 

 ここで、執行部の入替えのため、暫時休憩いた

します。再開は５分からにいたします。 

－－－－－－○－－－－－－ 

午後 ２時５７分 休憩 

午後 ３時０４分 開議 

－－－－－－○－－－－－－ 

○委員長（近松惠美子さん） お疲れさまでござ

います。休憩前に引き続き、委員会を開きます。 

 次に、一般会計歳出９款消防費から１４款予備

費までの審査を行ないます。 

 執行部からの補足説明はございませんか。 

○教育部長（藤森竜也君） 教育部長の藤森です。 

 特にございません。 

 以上です。 

○農地整備課長（丸山隆一君） 農地整備課長の

丸山です。 

 すいません、先ほどの前田委員の質問にお答え

してよろしいでしょうか。１５ページの随意４本

の随契理由について説明させていただきます。 

 まず、１本が、昨年の９月議会のほうで説明さ

せていただきました大正開の排水機場の故障によ

り、突発事業の対応をいたしました。それについ

ては、緊急性があるということで随契をさせてい

ただいています。 

 それと、もう１本が、本年３月の議会で説明い

たしました大開第２排水機場のポンプが故障して

止まったという部分の中で、これも突発で対応い

たしますので、緊急性というところで契約をさせ

てもらっています。 

 残り２本についても、工事を排水路の工事をし

ている途中に、どうしても矢板を至急打たなけれ

ばいけなくなりましたので、そちらも緊急で対応

しております。 

 それともう１件が、晒排水機場の９０万円でし

たけども、これも随契で緊急性がありましたので、

対応のほうをさせていただいております。 

 以上４件が随契理由です。以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） よろしいですか。 

○委員（前田正治君） 分かりました。 

○委員長（近松惠美子さん） では、補足説明は

ないということですので、これより質疑及び委員

間討議に入ります。 

 質疑及び委員間討議はございませんか。９款か

ら１４款までです。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 ５７ページの消防費です。消防団厚生事業とい

うことで、公務災害時にということで、適切な処

理を行なったとあるので、公務災害が何件ぐらい

あったかちょっと教えてください。 

○防災安全課長（塚本昭広君） 防災安全課の塚

本でございます。 

 今、山下議員の御質問でございますけれども、

公務災害はゼロ件、見舞金が１件でございます。 

 以上でございます。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 すいません、見舞金とはどういう、火災に対す

る見舞金ですか。 

○防災安全課長（塚本昭広君） 防災安全課の塚
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本でございます。 

 これにつきましては、消防団員が５日以上の入

院を行なった場合に見舞金を支出しておるところ

でございます。これはもう火災以外でもというこ

とでございます。 

 以上でございます。 

○委員（山下桂造君） はい、分かりました。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 ５９ページです。ちょっと変な質問にはなるん

ですけどもと自分自身は思うんですが、下のほう

の２番、有明中学校施設改修事業でトイレ設備の

整備を行なったことにより、学習環境の改善を図

ることができたとあるんですけれども、トイレの

整備と学習環境の改善というので、どう関わりが

あったのかというのが、ちょっと私には理解がで

きなかったので伺います。 

○教育総務課長（石貫誠哉君） 教育総務課の石

貫です。 

 すいません、ちょっと表現がおかしいのかもし

れませんけど、これ具体的に申しますと、有明中

学校の生徒さんで、身体の障がいをお持ちで電動

車椅子を利用されている生徒さんがいらっしゃい

ます。 

 このトイレ整備といいますのが、電動車椅子が

トイレの中で回転できるような広さのトイレが、

既存の中学校になかったものですから、２つのト

イレを１つに広げまして利用できるように整備し

たという内容になりますので、それによって安心

して学校で学習をできるような環境ができたとい

う意味での表現でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（近松惠美子さん） よろしいですか。 

○委員（山下桂造君） 了解しました。そのよう

に書いていただいてもよかったのかもしれないと

思いました。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 ちょっとこれは、６０ページと実は６１ページ

に関係することなんですが、６０ページの事業の

成果ということで、地域学校協働活動推進事業と

放課後子ども教室推進事業、それと６１ページの

事業の成果のところの、玉名市内にはというとこ

ろだったと思うんですけれども、令和４年度と文

書が変わってないんですね。もしよかったら、変

える変えないということもあるけども、具体的に

何か１つどういう成果があったと、例えばこの学

校ではこんなことがあってからよかったですよと

かというのがあれば、さらに参考にもなるのかな

と思ったんですけれども、いかがでしょうか。 

○コミュニティ推進課長（津川隆一君） コミュ

ニティ推進課長の津川でございます。 

 今、委員の御質問の、地域学校協働活動推進事

業、こちらの成果というところで、具体的にどう

いった活動、そういった事業があったのかという

ことでございますけれども、令和４年度と５年度

とを比較したときに、事業数を申しますと、令和

４年度で、全ての学校の中で３,８９９の事業を

行なっております。事業といいますか、活動を行

なっております。 

 こういった中には、郷土の伝統を学ぶ共同学習

ですとか花壇の整備、また学校周辺の清掃活動あ

たりが含まれております。 

 それと比較しまして、成果というところで、令

和５年度の事業数を申しますと、４,２５８と事

業数のほうも増えております。 

 そういったところで、事業のほうが各学校のほ

うに広まりつつあるのかなというところで感じて

いるところです。 

 以上でございます。 

○委員長（近松惠美子さん） よろしいですか。 

○委員（山下桂造君） その件はいいです。分か

りました。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかの方いかがで
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すか。質疑ございませんか。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 ６３ページです。文化財の保存管理業務なんで

すけれども、こちらのほうで、国指定史跡石貫穴

観音横穴をはじめとする指定文化財について、そ

の見回り、監視、清掃、除草作業等を地縁団体と

か、適正な管理を行なったとありますが、文化

財って玉名の宝でもありますし、観光客を呼び込

むための管理として、今までここに書かれている

管理というのは十分なことができたか、それとも

もう少し管理したいかなというのはどんなでしょ

うか、どんな思いがあるでしょうか、教えてくだ

さい。 

○文化課長（瀬﨑陽一郎君） 文化課長の瀬﨑で

ございます。 

 今、山下委員御指摘のとおり、文化財につきま

してはですね、国指定の文化財も多く、優先順位

が高いものが多いわけですけども、観光につきま

して、もちろん文化財の保存だけでなくて、活用

ということで十分承知をしているわけでございま

すけども、年におきましては、一斉公開という日

にちを設けて、玉名市民または県外からの誘致等

も行なっております。 

 また、別件でございますけども、日本遺産事業

ということで、これ３市１町で実施しております

けども、そういう連携の中でもですね、こういう

装飾古墳等につきましては、広く連携をしながら、

観光あたりの誘致をしているところでございます。 

 ちょっと正式に、どのくらい観光があっている

かという細かい部分までは、お答えできませんけ

ども、以上でございます。 

○委員長（近松惠美子さん） よろしいですか。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 私も文化財に関わっていたものですから、文化

財にもう少しお金がかけてあって、そしてもっと

お客さんが来やすいようにする方策が取れればな

と思っているところなんですが、それについて、

今の状況はどうなのかなということをちょっと伺

いたかったもので、聞いたところです。それぞれ

いろんな行事をされているのは分かりました。 

 今度は６５ページです。山下です。 

 ６５ページのアーティストバンクの件なんです

けれども、保育園、幼稚園、小学校３１か所に出

向きとあるんですが、中学校には何で行かなかっ

たのかなと、時間が取れなかったんだろうか、そ

れと中学校に合わないんだろうかとかというふう

にちょっと思ったものですから、その辺の見解を

お聞かせください。 

○文化課長（瀬﨑陽一郎君） 文化課長の瀬﨑で

ございます。 

 中学生にはですね、幼稚園、保育園、小学生と

同様に呼びかけをいたしておりますが、中学校の

ほうからはですね、希望がなかったということで、

以前多田隈委員からもですね、御質問があったか

と思いますけども、昨年度も今年もですけども、

中学校からの申出がなかったということでござい

ます。 

○委員（山下桂造君） 了解です。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにないようで

したら、これにて質疑及び委員間討議を終結いた

します。 

 以上で、議第８４号令和５年度玉名市一般会計

歳入歳出決算に関する質疑及び委員間討議は全て

終結いたしました。 

 これより討論に入ります。 

 議第８４号について討論はありませんか。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 私はですね、反対しますけど、理由として２つ

挙げます。 

 １つは、やっぱし一般質問でも今回質問したん

ですけど、マイナンバーカード利用によるマイナ

保険証への移行とか、そういったことがずっとこ
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の間されてきていますけど、私はなかなかやっぱ、

国民の不安は払拭されとらんとじゃないかなと。

実際にそうです、払拭されとらんとですよ、アン

ケートなんかではですね。 

 ですから、やっぱこういったことを進めること

自体については賛成できません。 

 いま１つは、これも何回でも言っているんです

けど、会計年度任用職員の処遇改善の問題です。

令和５年度でも、正職員に準じて４月に遡及する

ところが熊本県内でも出てきている状況で、いつ

までも玉名市がせんということについては、やっ

ぱ不満があります。 

 したがって、反対をいたします。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） では、これより採

決に入ります。 

 議第８４号令和５年度玉名市一般会計歳入歳出

決算については、異議がありますので、挙手によ

り採決いたします。 

 議第８４号について認定することに賛成の諸君

の挙手を求めます。 

   ［賛成者挙手］ 

○委員長（近松惠美子さん） 賛成多数でありま

す。 

 よって議第８４号については、認定することに

決定いたしました。 

 以上で、本日の日程は終了いたします。 

 明日１８日は、午前１１時から委員会を再開い

たしますので、御参集ください。 

 本日はこれで散会いたします。お疲れさまでし

た。 

－－－－－－○－－－－－－ 

午後 ３時１６分 閉会 
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予 算 決 算 委 員 会 記 録 

 

令和６年９月１８日（水曜日） 

  午前１０時００分開議 

  場所：第１委員会室 

 

１．本日の会議に付した案件 

 １．令和６年第４回玉名市議会定例会付託案件 

  議第８５号 令和５年度玉名市国民健康保険

事業特別会計歳入歳出決算 

  議第８６号 令和５年度玉名市後期高齢者医

療特別会計歳入歳出決算 

  議第８７号 令和５年度玉名市介護保険事業

特別会計歳入歳出決算 

  議第８８号 令和５年度玉名市浄化槽整備事

業特別会計歳入歳出決算 

  議第８９号 令和５年度玉名市水道事業会計

決算 

  議第９０号 令和５年度玉名市公共下水道事

業会計決算 

  議第９１号 令和５年度玉名市農業集落排水

事業会計決算 

 

２．出席委員（１９名） 

 委  員  長    近 松 惠美子 さん 

 副 委 員 長    松 本 憲 二 君 

 委     員    大 野 豊 重 君 

 委     員    中 村 慎 吾 君 

 委     員    田 浦 敏 晴 君 

 委     員    山 下 桂 造 君 

 委     員    立 川 信 之 君 

 委     員    坂 本 公 司 君 

 委     員    𠮷 田 真樹子 さん 

 委     員    一 瀬 重 隆 君 

 委     員    北 本 将 幸 君 

 委     員    多田隈 啓 二 君 

 委     員    德 村 登志郎 君 

 委     員    西 川 裕 文 君 

 委     員    江 田 計 司 君 

 委     員    前 田 正 治 君 

 委     員    作 本 幸 男 君 

 委     員    森 川 和 博 君 

 委     員    中 尾 嘉 男 君 

 

３．欠席委員（１名） 

 委     員    浜 田 繁次郎 君 

 

４．欠  員（２名） 

 

５．事務局職員出席者 

 事 務 局 次 長    松 野 和 博 君 

 書     記    森 川 留美子 さん 

 書     記    德 永 優 貴 君 

 

６．説明のため出席した者 

 副  市  長    村 上 隆 之 君 

 監 査 委 員    元 田 充 洋 君 

 監 査 委 員    坂 本 直 子 さん 

 総 務 部 長    𠮷 田 勇 人 君 

 健康福祉部長    中 川 由 美 さん 

 企 業 局 長    池 本 秀 一 君 

 税 務 課 長    冨 安   崇 君 

 高齢介護課長    中 野 光 昭 君 

 保険年金課長    納 冨 龍之介 君 

 保健予防課長    村 上 洋 治 君 

 上下水道総務課長    本 田   健 君 

 上下水道工務課長    田 上 武 靖 君 

 監査委員事務局長    園 田 寿 寛 君 

 その他関係職員 

 

午前１０時００分 開会 

－－－－－－○－－－－－－ 

○委員長（近松惠美子さん） 皆さん、おはよう

ございます。 

 委員会を始めます前に申し上げます。委員会は

インターネット配信をしておりますので、委員会
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各位並びに執行部の皆様におかれましては、個人

情報等の発言には十分御注意願います。 

 審査に当たっての発言の際には、必ず挙手をさ

れ、指名いたしますので、委員におかれましては

マイクスタンドのボタンを押して氏名を述べられ

てから発言し、終わりましたら再度ボタンを押し

てください。 

 執行部におかれましては、ワイヤレスマイクの

スイッチを入れ、所属と氏名を述べられてから発

言し、終わりましたらスイッチをお切りください。 

 審査の順序、方法については、別紙の議案審査

進行表に従い、補足説明、質疑・委員間討議を行

ない、その後、討論・採決の順序で行ないます。 

 なお、配付しております主要施策説明書及び予

算資料を基に行ないますが、補足が必要な場合は

補足説明をお願いいたします。ただし、決算書及

び予算書等の内容は、全て審査の対象であること

を申し添えます。 

 また、委員が質疑をされる際には、資料の名称

及びページ番号等を必ずお伝えいただくようにお

願いいたします。 

 では、ただいまから予算決算委員会を再開いた

します。 

 それでは、議第８５号令和５年度玉名市国民健

康保険事業特別会計歳入歳出決算を議題といたし

ます。 

 執行部からの補足説明はございませんか。 

○健康福祉部長（中川由美さん） 健康福祉部長

の中川でございます。 

 補足説明はございません。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） 補足説明はないと

いうことでございますので、これより質疑及び委

員間討議に入ります。 

 皆様から質疑及び委員間討議はございませんか。 

○委員（大野豊重君） おはようございます。大

野です。 

 決算書の３６６ページなんですが、歳入のとこ

ろで国庫支出金が２０万８,０００円計上されて

おります。これは、昨年たしか令和４年度のとこ

ろは０円というふうになっていて、その内訳とし

ては、県支出金へ合算されていたというふうに聞

いていたんですが、今年ここが出産一時金補助で

１９万円と、税番号システムで１万８,０００円

か、これは何でまた今年からここに計上されてい

るのかお伺いいたします。 

○保険年金課長（納冨龍之介君） 保険年金課長

の納冨です。 

 大野議員おっしゃられるとおり、令和４年度の

決算は０円でございます。 

 すいません、私のほうが記憶があまりございま

せんけども、令和４年度の国庫支出金の分を県支

出金のほうに入れたというような御説明をしたか

どうかということですけども、この出産育児一時

金等の補助金１９万１,０００円と、社会保障・

税番号制度システム整備補助金については、この

令和５年度実際かかった分を国が見ていただける

制度でございまして、上のですね、出産育児一時

金については、この４年度実績に対しての交付金

になっております。 

 下の社会保障・税番号制度に伴うシステム整備

費等補助金というふうに、何かシステム整備にか

かった金額に見えるんですけども、実際はこれは

マイナ保険証の一体化等に伴う事務費等、一番大

きいのはこれは印刷製本費なんですけども、印刷

製本費の一部を国のほうから補助金として頂いて

いるという状況でございます。 

 お答えになったかどうか分かりませんが、以上

で報告いたします。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 昨年のところは、令和３年度からコロナの特例

措置として県支出金のほうにも一緒に合算すると

いうふうな説明が去年あったんですけども、今の

説明からすると、じゃ、これからもまたこの国庫

支出金のところは計上されていくという認識でよ

ろしかったですか。これからも。 
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○保険年金課長（納冨龍之介君） これ、当該年

度にあるときとないときがありますので、基本的

には国庫補助金は今のところ、通常はないのが普

通です。県支出金でおおむね賄っているような状

況なんですが、こういう突発的な、マイナ保険証

の一体化事業の推進のために補助金を出したりと

か、出産育児一時金の補助金を出したりとか、こ

れ制度改正時に国がほんの一部ですけども出して

きますので、これはあるときとないときと、令和

６年度以降はあるというふうに考えていただけれ

ばいいと思います。 

○委員（大野豊重君） 分かりました。 

○委員長（近松惠美子さん） よろしいですか。 

○委員（大野豊重君） じゃ、続けていきます。

大野ですけれども、同じく２枚飛んで３６８ペー

ジ、決算書のほうですね、これの歳入の繰入金の

ほうなんですが、昨年度と比べて１億円程度減少

しているんですけれども、この解釈として、令和

５年度からたしか子ども医療費補助に対する国庫

負担金のペナルティーが廃止されていますけれど

も、これが廃止されたことでの一般会計への負担

が少なくなったというふうな認識でよろしかった

でしょうか。 

○保険年金課長（納冨龍之介君） 保険年金課の

納冨です。 

 一般会計繰入金の総額でございますけども、今

１億円というふうにおっしゃられたんですが、繰

入金の総額とすると、令和４年度と５年度で比べ

ますと３,３９６万円ほどのマイナスでございま

す。この中で、一番そのマイナスになった主な要

因とすると、節でいきますと、一般会計への繰入

金の部分なんですが、２億７８８万９,５０１円

のところなんですが、ここの一般会計繰入金に幾

つも費目があるんですけども、その中で財政安定

化支援事業費分というのがございます。 

 これ、どういうやつかといいますと、地域の実

情に応じて特別な事情がある場合に、特別支援金

というのを国のほうが各市町村に示してきます。 

 これが、令和４年度は１億２,０００万円ほど

あったんですけども、５年度は７,１８０万円ぐ

らいに減額されておりまして、ここが一番主な原

因でマイナスになっております。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけど、じゃ、先

ほど私が質問したところの子ども医療費助成の国

のペナルティー分、それがなくなった分、一般会

計からの繰入れが低くなると、そのところの認識

はどうなんですかね。 

○保険年金課長（納冨龍之介君） 保険年金課の

納冨です。 

 子ども医療費助成というのは、あれですかね、

現物給付分のことですか。 

○委員（大野豊重君） いや、ほら、子ども医療

費補助すると、ほら、国庫負担金からの市町村の

ペナルティー分がありましたよね。その分が、結

局もう令和５年度の４月から廃止されているので、

その分のペナルティー分が、結局今まで一般会計

からの繰入れをしていたと思うんですけども、そ

の分が負担をしなくてよくなったというか、結局

なくなったということですよね。 

○保険年金課長（納冨龍之介君） 保険年金課の

納冨です。 

 子育て支援課が行なっている子ども医療費助成

のペナルティーはですね、令和６年度からが開始

でございまして、令和５年度まではペナルティー

の約３００万円ほどがございます。 

○委員（大野豊重君） あれ、令和５年からじゃ

なかったでしたっけ、それって。廃止になった

のって。 

○保険年金課長（納冨龍之介君） 令和６年度か

らになります。 

○委員（大野豊重君） 令和６年度から。 

 分かりました。じゃ、後でちょっとまた窓口で

詳しく。 

○委員長（近松惠美子さん） じゃ、ほかの方、

ありませんか。 
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○委員（前田正治君） 前田です。 

 主な施策に関する説明書で、特定健診のことで

書いてありますけど、受診率がなかなか上がって

いかんとじゃないかなあと思ってですね。 

 今、受診率の目安というとも、あんま示してな

かけん、どの程度なのかなというのがちょっと判

断しにくかっですけど、受診率が上がっていかな

い理由としては、どういうふうな分析をされてい

るのかなと思って。 

○保健予防課長（村上洋治君） 保健予防課長、

村上です。 

 受診率ということにつきまして、令和５年度の

まだ暫定値ですけども、３３％とか、その辺りの

数字でございます。 

 一応その上がっていかない理由ということで、

やはり一生懸命いろんな周知とかはしているとこ

ろでございます。ただ、なかなか実際に肌感覚で

聞くのは、ちょっと忙しいとか、そういうことは

よく頻繁に、忙しくて行く時間がないということ

ですね、そういうのはよく聞きます。 

 以上でございます。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 忙しいのは忙しいかもしれんばってん、命と忙

しかっとどっちが大事かということをですね、

やっぱりしっかり理解してもらわんといかんと

じゃないかなあというふうに私は思います。 

 私も以前は、もうほとんど行かんだった。しか

し、最近はもう毎年行くようにしています、ここ

１０年ぐらいは。そして、それに基づくやっぱ保

健指導、裏のほうに頻回受診のことが出ています

けど、結果に応じて保健指導をしてもらうと、

やっぱ健康について、若干意識するようになると

いうかですね、自分で気をつけるようになるけん、

やっぱそぎゃんとが違うとかなと。 

 対象者が１万人おっとに、受診者は３,８００

人だけん、やっぱここをもっと上げていくことが

市民の健康を維持するという点で、貢献でくっと

じゃないかなと思って、受診率を向上させるため

の何か対策というのは改めて考えとんなるですか、

何か。 

○保健予防課長（村上洋治君） 保健予防課長、

村上でございます。 

 もちろん、ポピュレーションアプローチといい

ますか、集団に対して例えば広報とかＳＮＳとか

で情報発信する、集団に対して発信するという方

法以外に、まさに今、前田委員ちょっと言及され

ました、個別、個人へそういった重要性を伝える、

個別での伝達ですね、この辺のバランスもこれか

ら十分図っていきたいと思います。 

 具体的に、例えば集団健診等々の受診率を上げ

るために例えば、もうこれは去年から始めている

んですけども、受付のときのコールセンターを一

括して設けたことでありますとか、これも毎年始

めてはおるんですけども、ちょうど今、９月の段

階でまだ受診していない方、これに対しまして、

来月頃、再度勧奨の通知を行ないたいと思います。 

 この再度の勧奨につきましては、結構それなり

の発送料とか当然コストもかかってきます。職員

の労力も、名簿の引き抜き作業とか、各種印刷作

業等々でかかってきますけども、それに見合った

若干何％かは、十分見合っているものと毎年思っ

ております。これは続けていきたいと思っており

ます。 

 以上でございます。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 やっぱ、市民の健康意識を醸成するというか、

そういった取組ば、ほんなこてやっぱもう粘り強

くしていくしかなかなと思うとですけど、引き続

き頑張ってほしいと思います。 

 続けてよかですか。次のページ、７０ページの

重複頻回受診についてなんですが、事業の成果で、

重複受診者に係る指導後の効果ということで、２

７人中１８人となっているんですけど、そのほか

３人中２人とか、２人中２人とか、８８人中８０

人、これは２７人に指導して、この１８人が例え

ば何か月後とか、何かそういった基準というのが
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あっとですかね。この何人中何人を抽出するとい

う。 

○保険年金課長（納冨龍之介君） 保険年金課の

納冨です。 

 ここに重複頻回、それに重複多剤という言葉が

出てくるんですけども、ここは延べ人数で１２０

人の方に実際訪問指導に伺っております。重複頻

回受診の方が３０名で、重複多剤薬の方を９０名、

延べの１２０名に実際訪問していただいておりま

して、その中でまず重複受診、どういう人を対象

にしているかと申しますと、３か月以上に複数の

医療機関にかかっておられる方であったり、頻回

のほうは、すいません、今の多剤のほうも重複と

いう意味なんですが、それと多剤は２０歳以上で

１０錠以上のお薬を３か月以上連続でもらわれて

いるような方を抽出しております。 

 重複頻回については、２か月以上で同一診療月

に同一疾病で２医療機関にかかっておられるよう

な方、それから頻回については、２か月以上連続

で、同一診療月に１０日以上の頻回受診をされた

方を抽出して、この１２０名に訪問していただい

ておりまして、その中で今言いました３０名、９

０名の中のうちのそれぞれ３０名の場合でいけば

２７人中１８人とかということで、この効果が、

１人当たりの医療費でいくと、この辺りの金額が、

訪問することによって指導を行なっておりますの

で、効果が見られたのではないかというような報

告を受けておるということです。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 ここには１人当たりの効果額というとも書いて

あるとですけど、私はやっぱしこれは額だけの問

題じゃなかなと。先ほどの特定健診を受診するか

せんかの問題も含めて、今まではそうだったばっ

てん、今後はですよ、指導を受けた今後は、やっ

ぱその人の、大げさに言うと人生に影響してくる

というかな、だけんやっぱ額だけの問題じゃなか

けん、ここの部分もやっぱ強めなんて思うとです

よ。そのためにも、職員もきちんと配置してです

ね、しっかりやってもらいたいなと。 

 何か、マイナ保険証関係で言えば、こういった

重複受診なんかが、何というか、防げるからマイ

ナ保険証にしたがよかですよみたいなことが宣伝

されよるですけど、重複かどうかば扱うのは、担

当課が扱うのは、レセプトチェックか何かして２

か月後ぐらいなんでしょう。だけん、その間やっ

ぱ期間があるけん、１か月毎月違うとこに行く人

とかですよ、その辺のずれが出てくるけん、やっ

ぱ重複受診しているような人は、一定もう絞られ

とっと思うですけど、対象がですね。 

 それこそ切れ目のない指導というかな、その辺

が大事だと思いますので、よろしくお願いします。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 意見書のほうの３３ページのところなんですけ

ど、歳出で１人当たりの額が出してあって、令和

４年度が５４万円ぐらいで、令和５年度が５７万

円で、３万円ぐらい増えているんですけど、ここ

の恐らく医療の給付費が増えているんだと思うん

ですけど、主な要因としてはどんなところがあり

ますか。 

 恐らく加入者は結構もう減ってきていると思う

んですけど。 

○保険年金課長（納冨龍之介君） 保険年金課の

納冨です。 

 今、監査の意見書の３５ページの一番下のとこ

ろですかね。 

○委員（北本将幸君） はい。 

○保険年金課長（納冨龍之介君） ちょっとお待

ちください。 

○委員（北本将幸君） ３３ページ。 

○保険年金課長（納冨龍之介君） 給付費が上

がっている原因はということでお尋ねだったと思

います。 
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 そうですね、やはり被保険者は実際少なくなっ

ております。今まで、令和４年度までそうですね、

令和５年の５月からコロナは５類のほうに移行し

まして、検査自体とかも含めて費用がかかってき

ているということが一つあるのかなという気がし

ます。それまで公費で賄われてたということです

ね。 

 それから、やはり医療の高度化によって、今ま

でできなかった治療あたりも実際できるように

なったということが１つ要因ではないかなという

ふうに思っております。 

 それから、疾病分類でいきますと、入院・入院

外といろいろ疾病はかかられるわけですけども、

疾病分類の５類というところでいきますと、新生

物腫瘍とかというところで、いわゆる悪性腫瘍の

がんであったりというのが１人当たりの診療費で

いくと高いというような現状であります。 

 そういうことを網羅して、令和４年度から比べ

ると令和５年度は被保険者数は減っているんだけ

ども、実際１人当たりの医療費は高くなっている

のかなという分析をしております。 

 以上です。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 そこの意見書の上のところで、給付費の割合が

書いてあって、高額医療がかなり増えているので、

今多分言われた要因なのかなと思うんですけど、

この高額療養費はやっぱ、結構ここ令和４年、５

年しかないんですけど、令和２年、３年、４年、

５年とずっともう増えよる感じですか。そこは

やっぱ上限があるとかな。 

○保険年金課長（納冨龍之介君） 保険年金課の

納冨です。 

 実際、高額には２種類がございまして、限度額

適用認定証という認定証を見せると、医療機関で

限度額までしか支払わなくていいと。で、限度額

以上の分については、保険者が払うという現物給

付というのがあります。 

 それと、限度額を超えて現金等でお支払いされ

て、償還払い、現金をですね、被保険者のほうに

お返しするという２通りがあるんですけども、令

和５年度から後期高齢者医療が既にそういう制度

を進めているんですけども、簡素化というのを設

けまして、高額医療の、通常、本来でいけば申請

主義なので、申請していただくことによって高額

療養費の現金払戻しはするんですけども、令和５

年度から簡素化を行ないまして、これは１４市の

中でも玉名市は遅かったんですけども、現金支給

の簡素化をですね、令和５年度から事務で勧奨を

進めまして、現金給付の分も５年度からは約４年

度に比べると倍ほど増えていますので、５年度は

ちょっと高額療養費は高くなっているというのが

現状です。 

 以上です。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 あと１つ、その高額療養費の限度額とかのやつ

も、結局マイナンバーでいくと、もう申請せんで

よくなっとですよね。 

○保険年金課長（納冨龍之介君） 保険年金課の

納冨です。 

 おっしゃるとおり、マイナ保険証にひもづけを

すれば、限度額適用認定の申請自体もされなくて

済みます。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） よろしいですか。

ほかにございませんか。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 決算書の３６５ページなんですけど、そこでで

すね、１目の中の被保険者国民健康保険税の中の

４節、医療給付費分の滞納繰越分ということで、

２,０００万円を超える不納欠損が出ております。 

 また、未収入額は２億円は超えているんですけ

ど、滞納繰越分で記載されておりますけど、この

不納欠損分、５年遡ってされていると思うんです

けど、この人数だったりはどのような人数の方が

滞納をどれだけされているのかお伺いしたいと思

います。 



 

 －7－ 

○税務課長（冨安 崇君） 税務課長の冨安です。 

 不納欠損の数につきましては、監査委員の意見

書の４７ページのほうに、事由別の調べが載って

おりますけども、下から３段目にありますけど、

国民健康保険税の欄の合計１２６件につきまして、

不納欠損を行なっている状況でございます。 

 以上です。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 実際、増減については、喫緊では増えている傾

向にあるのか、下がっている傾向にあるのかお伺

いしたいと思います。 

○税務課長（冨安 崇君） 税務課長の冨安です。 

 不納欠損につきましては、執行停止から３年も

しくは消滅時効で５年経過で落としていくんです

けども、そのタイミングで件数、額が変わってき

ております。 

 今年度につきましては、資力のない方の不納欠

損、件数的にはそんな多くはないんですけども、

１件当たりの額が多くて、今年度は若干というか、

かなり上がっている状況にはなっております。 

 以上でございます。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。分かりま

した。 

 あと、未納者への対応はどのようにされている

のかお伺いしたいと思います。 

○税務課長（冨安 崇君） 税務課長の冨安です。 

 未納者への対応ですけれども、基本的には自主

納付を勧奨しておりますし、自主納付が困難な方

につきましては、催告であったり、納税相談の呼

びかけを行ないまして、極力自主納付の呼びかけ

を行なっております。 

 そのほか、何ら応答のない方につきましては、

預金調査だったり財産調査を行ないまして、滞納

処分という形での対応という形にはなってまいり

ます。 

 以上でございます。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 分かりました。滞納者への相談をしながらです

ね、過度な、いろいろそこの線引きは難しいと思

いますけど、その辺で注意しながら、滞納者の対

応を行なってもらいたいと思います。 

 あと、３８７ページなんですけど、３,９９２

万５,８１４円の特定健診等の業務委託として予

算執行されておりますけど、その中で委託団体内

容については、どのような振り分けなっておりま

すか、お伺いします。 

○保健予防課長（村上洋治君） 保健予防課長、

村上でございます。 

 まず、特定健診は御案内のとおり、各医療機関

で行なう個別健診と集団的に行なう集団健診がご

ざいまして、個別健診のほうが玉名郡市内３７か

所の医療機関にお願いをしております。 

 あと、夏場７月８月に行なう集団健診につきま

しては、２つの検査機関に共同といいますか、共

同で集団健診をお願いしているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。分かりま

した。 

 その中で、この特定保健指導ということで、説

明書には５７８人が実施したということなんです

けど、この指導内容とか、また回数とか、そして

効果はどのように捉えられているのかお伺いした

いと思います。 

○保健予防課長（村上洋治君） 保健予防課長、

村上でございます。 

 この特定健診といいますのは、もともといわゆ

るメタボ健診ということで、内臓脂肪症候群で

ちょっと基準の数値がちょっと上回った人に対し

て主に特定健診しております。 

 もちろん、先ほども申しました集団的に、例え

ば広報とか、ある集団に対する説明会とかで一斉

に指導を行なう、もう一般的なことに限りますけ

ども、指導を行なうことと別に、この数値の高

かった人には特にもう個別指導で、うちの保健師、

管理栄養士あたりが基本的に家庭訪問をしまして、
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やはりその人それぞれ職業とか家庭環境が若干違

うところがございまして、これは家庭訪問で行な

うのが一番最善の方法ではないかと今考えており

ます。当然その中で、面談で指導を行なっていっ

ております。 

 その特定保健のそういった指導率自体はですね、

先ほどの受診率に比べまして、結構数字も高いも

のとは思っております。 

 一応そういった指導の中で、例えば医療機関へ

の受診につなげたり、主にそういったところが主

要目的なんですけども、そういうことにつなげた

りしております。 

 この保健指導の在り方につきましては、もうか

なり３０年、２０年ぐらい前の話ですけども、有

名な予防医学のパラドックスという考え方がござ

いまして、集団に対して指導をやることと、あと

個別に１対１で指導をやる、集団に対してやるの

が１次的な予防で、個別指導に対してはこれは２

次的な予防ということで、例えばメタボの数値で

いきますと、例えば血圧の数値だけでいきますと、

例えば１３５ぐらいの人、これもちょっとしたリ

スクがあるわけですね。ところが１６０とか１８

０とか、これはもう高リスクです。 

 しかしながら、全体の人数としては１８０の人

よりも１３５の人が圧倒的に多いということで、

結果的に重症化したり亡くなったりする人は、む

しろ高リスクの１８０の人よりも１３５あたりの

人が結果的には多くなる。もともと母数が違いま

すから。 

 そういった予防医学の観点、考え方も踏まえま

してですね、全体的にポピュレーションアプロー

チで、一般的説明会とかの部分と、先ほどの特定

保健指導の個別訪問、ハイリスクアプローチとい

いますけども、個別に指導を行なう、このバラン

スをですね、十分常々考えながら、意識してやっ

ているところです。 

 以上です。 

○委員（多田隈啓二君） 分かりました。ありが

とうございます。 

 ぜひですね、集団もそうなんですけど、特に私

は個別的にですね、やっぱり一人一人食生活とか

運動習慣も違いますので、その辺でやっぱり個別

的をなるだけ重視しながら、全体でもしながらで

すね、割合という今話があったんですけど、割合

を重視しながらですね、健康のために寄与してい

ただければと思います。 

 ３８９ページのですね、若人健診事業に８４万

６,７１６円予算執行されております。この健診

の人数と健診の率についてお伺いしたいと思いま

す。 

○保健予防課長（村上洋治君） 保健予防課長、

村上です。 

 過去５年でよろしいですか。 

○委員（多田隈啓二君） はい。 

○保健予防課長（村上洋治君） 令和元年度が１

３５人、令和２年度が８９人、令和３年度が１１

７人、令和４年度が９６人、令和５年度が１１８

人でございます。 

 次に、ドックのほうです。ドックのほうが、令

和元年度が４５人、令和２年度が２０人、令和３

年度が５０人、令和４年度が５１人、令和５年度

が６２人でございます。 

 若人健診のほうが、若干定員は年度によって違

いますけども、１００人とか１５０人とかであり

まして、ドックのほうは定員が令和元年は７５人

だったんですけども、令和５年とかは６０人と、

そういった定員の状況でございまして、受診率は

これ定員１００％に行った年もありますし、行か

なかった年もあるような状況でございます。 

 以上です。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 分かりました。全体とすればですね、まだいっ

ぱい受診されたい方が増えればもっといいんです

けど、なかなか数字的な目標は達成されていると

いうことなんですけど、そういう若人健診のため

の周知方法にはどうやって取り組まれておるのか
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お伺いしたいと思います。 

○保健予防課長（村上洋治君） 先ほどの特定健

診、これはもう４０歳以上の方なんですけども、

やはり若いうちからの、まさに意識づけというこ

とが、この事業の本来の趣旨でございまして、当

然これはホームページとか「広報たまな」とか、

チラシとか、やはりそういった部分が中心になっ

てきております。 

 特に、あと若い世代ということになりますので、

多少はＳＮＳを通じた情報発信とかやっていると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 分かりました。ぜひですね、そういう周知もで

すね、若いうちから、やっぱ健診も必要でありま

すので、取り組んでいただければと思います。 

 続けて、最後になりますが、３９１ページなん

ですけど、決算書のですね。国保運動実践講座業

務委託ということで１２８万４００円の事業を執

行されておりますけど、場所だったり団体、参加

人数、内容について、どのような事業だったのか

お伺いしたいと思います。 

○保険年金課長（納冨龍之介君） 保険年金課の

納冨です。 

 前期と後期の２回に分けて行なっております。

４月から８月までを前期、９月から１月までを後

期というところで行なっております。 

 前期が、参加者が２２名で、岱明公民館のほう

で実施しております。後期が１４名で、九州看護

福祉大学のほうで実施しております。 

 前期後期とも、これは産官学連携のところで九

州看護福祉大学のほうと、学生さん並びに健康運

動指導士会の先生の指導の下、健康体操を中心に

実施を行なっているところです。 

 前期後期、それぞれ約３か月程度ですけども、

１２回の約２時間の運動実践でございます。 

 以上です。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 運動は、どのような運動をされているんですか

ね。 

○保険年金課長（納冨龍之介君） 保険年金課の

納冨です。 

 筋力トレーニング的なことであったり、ペット

ボトルを持って、何かこう足を上げたりとかです

ね、両手を広げていただいて負荷をかけてとか。 

○委員長（近松惠美子さん） 今度あるときに、

声かけて誘ってください。 

○保険年金課長（納冨龍之介君） 分かりました。 

○委員（多田隈啓二君） すばらしい取組じゃな

いのかなと思いますけど、実際今、前期後期で岱

明の公民館、防災センターだったり、九州看護福

祉大学という話だったんですけど、例えばこれを

拠点に、だんだんほかの地域、天水とか横島とか

ですね、そういう考えはあるわけですか。もうこ

こで固定してする事業という認識でよろしいんで

すか、どうなんですかね。 

○保険年金課長（納冨龍之介君） 保険年金課の

納冨です。 

 ここはあくまでも１つの過程ということで私た

ちは捉えています。この後、結局運動参加費とし

て３,０００円頂くんですけども、これは一過性

のことではなくて、あとは自主的にですね、自主

グループをつくっていただいたりとか、指導士の

先生が伊倉の元気塾というところの経営をされて

いらっしゃる方なんですけども、そちらのほうに

参加していただいて、実際講義的なところでです

ね、お金を払ってされている方もいらっしゃるん

ですが、私どものほうとすると、参加していただ

いた方が、地域に今度は降りていただいて、そう

いう運動をですね、広めていただきたいというの

が本来のお願いで、この運動実践講座は広めてい

るところでございます。 

 以上です。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 すばらしいやっぱり講座の取組じゃないのかな

と私は思いますので、ぜひそうやって地域にです
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ね、指導者としてできるようになっていければ、

そこまではセットとしてですね、頑張っていただ

ければと思います。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） なければ、これに

て質疑及び委員間討議を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 議第８５号について討論はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） これより採決に入

ります。 

 議第８５号令和５年度玉名市国民健康保険事業

特別会計歳入歳出決算については、全員一致を

もって認定することに御異議ありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） 御異議なしと認め、

さよう決定いたしました。 

 次に、議第８６号令和５年度玉名市後期高齢者

医療特別会計歳入歳出決算を議題といたします。 

 執行部からの補足説明はございませんか。 

○健康福祉部長（中川由美さん） 健康福祉部長

の中川でございます。 

 これにつきましても、補足説明はございません。 

○委員長（近松惠美子さん） では、補足説明な

しということですので、これより質疑及び委員間

討議に入ります。 

 質疑及び委員間討議、ございましたらどうぞ。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 資料の７１ページなんですけれども、後期高齢

者医療保険の対象者が昨年度と比べて約１,００

０人、９６２人なんですけど減っているんですけ

ども、この減っている理由というのは何でしょう

か。 

○保険年金課長（納冨龍之介君） 保険年金課の

納冨です。 

 今、おっしゃられたのは、７１ページの令和５

年の４月１日の対象者の１万１,１８４人のとこ

ろをおっしゃっておられるんですかね。 

○委員（大野豊重君） そうです。 

○保険年金課長（納冨龍之介君） １,０００人

ほど少なくなっているということでおっしゃられ

たんですが、今私、令和４年の７３ページを持っ

ているんですけども、令和４年の主要事業では１

万１,１９９人なので、人数は減ってはいないと

思いますけども。 

○委員（大野豊重君） それは去年の資料ですか。

私が見てたのは、１万２,１４６人だったんです

けど、書き換えたりとかしてないですよね、差し

替えとか。 

○保険年金課長（納冨龍之介君） すいません、

私も昨年の７３ページ、４０６ページから４０７

ページの決算書ページでいくと、その資料を今手

元に持っているんですけど、それでは１万１,１

９９人でございます。 

○委員（大野豊重君） じゃ、そんなに変わって

ないということなんですね。 

○保険年金課長（納冨龍之介君） 保険年金課の

納冨です。 

 後期高齢者はですね、今のところ国民健康保険

の被保険者は減っているんですけど、後期高齢者

の方はこの２０２５年ぐらいまでは右肩上がりで

実際被保険者は増えていっておりますので、基本

的には１,０００人も対象者が減るということは

ないというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 じゃ、そこはちょっとまた後で、窓口で資料を

一緒に照らし合わせたいと思いますので。 

 ほかの質問になるんですけれども、繰入金が昨

年とは全然そんな大差はないんですけども、ここ

数年で少しずつ微増しているんですけども、そこ

で、当然先ほど言った２０２５年問題というのも

出てきますので、これからここってどんどん増え
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ていくのかなと思うんですが、職員の配置なんで

すけれども、今そこの職員の配置は何人ぐらいそ

の対応としてやられているんでしょうか。 

○保険年金課長（納冨龍之介君） 保険年金課の

納冨です。 

 令和４年度までは正規職員が３名です。令和５

年度から４名に増えております。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 そこは正規職員さん３名でしたっけ。令和４年

度までが。 

○保険年金課長（納冨龍之介君） 保険年金課の

納冨です。 

 令和４年度までが３名、令和５年度からは４人

です。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけども、会計年

度任用職員はそこには配置していないの。 

○保険年金課長（納冨龍之介君） 保険年金課の

納冨です。 

 会計年度任用職員１人を、令和４年度も５年度

も１人配置をしております。 

○委員（大野豊重君） ということは、今は４足

す１ですか。 

○保険年金課長（納冨龍之介君） 会計年度任用

職員まで入れたら４プラス１の５人ですね。 

○委員（大野豊重君） はい、そこを聞きたかっ

たので。 

 関連で、大野ですけども、医療費の窓口負担割

合がたしか令和４年１０月に改定されて、令和５

年度の現状で、１割負担、２割負担、３割負担の

玉名市の割合って分かりますか。 

○保険年金課長（納冨龍之介君） ちょっとお待

ちください。 

 保険年金課の納冨です。 

 一番新しい令和６年度の７月で御報告をいたし

ます。 

 １割負担者が１万３４７人、２割が１,５９１

人、３割が４６７人、合計全体の１万２,４０５

人。 

 以上でございます。 

○委員（大野豊重君） すいません、２割を、２

割のところをもう一度。 

○保険年金課長（納冨龍之介君） ２割は１,５

９１人です。 

○委員（大野豊重君） ありがとうざいます。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 説明書の７１ページなんですけど、事業成果の

３番です。１番、２番はなかなかですね、医療健

診も１４.３％また、２番の歯科健診も１.６％と

なかなか低い数字になっておりますけど、３番の

ですね、高齢者と保健事業と、また介護予防の一

体的な実施事業ということで、やっぱ通いの場を

対象とした健康教育、健康相談の実施で、やっぱ

り１,９００人の方が参加されておるということ

はですね、やっぱこの上２つ見ればすごいことだ

なと思っておりますけど、その中でですね、実際

この通いの場をしたときの健康指導とか、保健相

談とかいうような実施は、どのような内容をされ

ておられるのかお伺いしたいと思います。 

○保険年金課長（納冨龍之介君） すみません、

保険年金課の納冨です。 

 実際の健康教育、健康相談について、ちょっと

今手元のほうに資料がございませんので、後ほど

回答させてもらってよろしいでしょうか。 

○委員長（近松惠美子さん） はい、後ほどにし

てください。 

○委員（多田隈啓二君） じゃ、もう一つ。この

通いの場、１７８か所なんですけど、喫緊でこれ

だんだん増えているんですかね。また、延べ参加

人数も実際増えているのか、横ばいなのか、減っ

ているのか、ちょっと喫緊の何年かをちょっとお

聞きしたいと思います。 

○保険年金課長（納冨龍之介君） すいません、
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保険年金課の納冨です。 

 先ほど私、令和４年度のやつを持ってきていま

すということでお伝えしたんですが、令和４年度

の主要な事業の成果のものでいきますと、１７８

か所のところが５３か所であります。 

 延べ回数でいくと８３回の、延べ人数は８３９

人が令和４年度の主要な成果の報告でございます。 

 以上です。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 すばらしい成果ですね。こんだけ増えるんです

よね。３倍弱ぐらい増えて、参加人数も倍ぐらい

になっているということはですね、これやっぱ努

力のたまものと思いますけど、やっぱこうやって

ですね、やっぱ努力してもらいながら、そして健

康に対してですね、本当に指導や実施をしていた

だきながら、そしてまた相談して乗ってもらうだ

けでですね、高齢者の方も安心されることもあり

ますので、ぜひこの事業をもっともっと広めて

いっていただけるようにお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 同じそこの７１ページのところなんですけど、

個別支援のところで、ヘモグロビンが７％以上の

人は２５５人出しているんですけど、これはこの

上の１番の、受診した人の１,５００人から持っ

てくるんですかね。どがんやって探し出すんです

か。 

○保険年金課長（納冨龍之介君） 保険年金課の

納富です。 

 今の件についても、すみませんけども、後ほど

御報告させてください。申し訳ありません。 

○委員長（近松惠美子さん） はい。 

○委員（北本将幸君） それと、この健康状態不

明というのは、どういうことなんだろうと思って。

あともう１点。もし分かれば。その下の下ですね。 

○委員長（近松惠美子さん） 下から３行目で

しょう。 

○委員（北本将幸君） はい。後からでも大丈夫

です。 

○保険年金課長（納冨龍之介君） 申し訳ありま

せん、この件も、はい、後で保健師のほうに確認

して御報告させていただきます。 

○委員長（近松惠美子さん） 決算認定とはもう

関係ないからいいですね。 

 じゃ、もうほかにございませんか。 

○委員（𠮷田真樹子さん） 𠮷田です。 

 同じ７１ページで、２番の令和３年から歯科口

腔健診のところが令和４年度が１.１％、令和５

年度が１.６％で、上がらない理由って何でしょ

うか、なかなか。 

○保険年金課長（納冨龍之介君） 保険年金課の

納冨です。 

 おっしゃるとおり１.１％だったんですけども、

１.６％に微増ではあります。これ、どうして０.

５％上がったかと申しますと、受診券のほうを令

和４年度までは御希望される方のみに郵送をして

いたんですけども、なかなか受診率が上がらない

ということで、受診券を保険証の一斉更新時に同

封をさせていただいて、受診をですね、できるだ

けしやすい環境ということで、この０.５％は令

和５年度から上げることができました。 

 ただ、総体的に申しますと、この１％、１００

人前後というところですけども、これについては、

もう７５歳以上の方であられるということで、

「８０２０」とかという言葉も多分皆さん御存じ

と思いますけども、健康な歯を持っていらっしゃ

る方がなかなかいらっしゃらないということと、

やはり歯医者に行かれる機会がもう高齢になられ

ると、医療部分からすると歯科に対してはその頻

度が少なくなられている、そういうことが要因か

なというふうには思っております。 

 当然、ホームページとか「広報たまな」とかに

も、そういうことで受診してくださいというとこ

ろをやっているんですけども、なかなかお年寄り
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になられると、歯だけではなくて嚥下力の力も弱

くなってくるというのは、多分高齢の方は皆さん

感じておられるかと思うんですけども、なかなか

すみません、ここの受診率を上げることに関して

言いますと、どういう策があるのかというのは、

いい意見があればそういうことで参考にさせてい

ただければなというふうには思っています。 

 以上です。 

○委員（𠮷田真樹子さん） 𠮷田です。 

 今までの周知方法のところで、何でもそうなん

ですけど、「広報たまな」とかＳＮＳ、ホーム

ページと言われる中で、「ひまわりてれび」でお

伝えするということはできるんでしょうかね。さ

れているんでしょうか。 

○保険年金課長（納冨龍之介君） 今のところ、

「ひまわりてれび」の媒体を使ってということは

したことはございません。 

○委員（𠮷田真樹子さん） 𠮷田です。 

 結構見られている方も多いし、何かＣＭ的な感

じで、それもただお伝えじゃなくて、寸劇的な感

じで何か面白く見れるというような感じで、ああ、

こがんともありよっとたいというのが何か分かる

ようなことを、「ひまわりてれび」でも周知でき

たらいいのかなと思いました。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにはございま

せんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） では、これにて質

疑及び委員間討議を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 議第８６号について討論はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） 討論なしと認めま

す。 

 これより採決に入ります。 

 議第８６号令和５年度玉名市後期高齢者医療特

別会計歳入歳出決算については、全員一致をもっ

て認定することに御異議ございませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） 御異議なしと認め、

さよう決定いたしました。 

 では、暫時休憩いたします。再開は１１時１０

分に再開いたします。お疲れさまでした。 

－－－－－－○－－－－－－ 

午前１０時５８分 休憩 

午前１１時１０分 開議 

－－－－－－○－－－－－－ 

○委員長（近松惠美子さん） おそろいのようで

すので、始めます。 

○保険年金課長（納冨龍之介君） 保険年金課の

納冨です。 

 先ほど北本委員から御質問がありましたお答え

できなかった部分について御説明をいたします。 

 ヘモグロビンａ１ⅽの７％以上の２５５人とい

うのは、委員がおっしゃられたとおり、１,５９

９人の中からの２５５人というところでございま

す。 

 それから、最後の通いの場の健康教育、健康相

談の実施ってどういうことをしているかというこ

とでございますけども、家庭血圧の測り方とか、

高血圧、糖尿疾患等についての御説明であったり、

あとやはり歯科口腔ケアですね、その辺りの指導

とかも実際行なっているということでございます。 

 それと、健康状態不明者の４２人というところ

でございますが、これにつきましては、国保連合

会のシステムにＫＤＢシステムというのがござい

ます。国保データベースシステムというのがある

んですけども、このＫＤＢシステムを使ってです

ね、これまでに受診を１回もされていない方、そ

れと、介護保険、医療保険をですね、受けてい

らっしゃらない、使っていない、その方々をはじ

き出した人数として４２人というところで、この

数字は出ているということで報告いたします。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） よろしいですか、
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ほかには。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 １点だけ。そうやって歯科口腔も通いの場でさ

れているとなればですね、この２番の歯科口腔の

健康診査に何かスライドできれば一番いいんです

けど。そういう取組もですね、今後考えていただ

ければと思います。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） では、第８７号令

和５年度玉名市介護保険事業特別会計歳入歳出決

算を議題といたします。 

 執行部からの補足説明はございませんか。 

○健康福祉部長（中川由美さん） 健康福祉部長

の中川でございます。 

 補足説明はございません。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） ないそうですので、

これより質疑及び委員間討議に入ります。 

 質疑ある方はどうぞ。 

○委員（大野豊重君） １件だけお願いいたしま

す。 

 介護認定審査のほうで、却下・取下げが１８８

件と、昨年令和４年度もかなり多かったんですけ

ど、また今年も一気に上がっていますが、その中

の却下の数と取下げの数の内訳をお願いいたしま

す。 

○高齢介護課長（中野光昭君） 高齢介護課長、

中野です。 

 定期監査報告書の３４ページのところでいいで

すかね。 

○委員（大野豊重君） だったと思います。 

○高齢介護課長（中野光昭君） 却下がですね、

５７件と、取下げが１３１件でございます。 

○委員（大野豊重君） じゃ、却下の内訳として

はどんな内容が多かったんですかね。 

○高齢介護課長（中野光昭君） 高齢介護課長、

中野です。 

 却下につきましては、介護状態が悪くなったと

き再調査というか、区分変更の申請をされたりし

ます。そのときに、状態が悪くならないそのまま

の状態だったら却下という形になります。 

 以上でございます。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけど、じゃ、却

下は分かりました。 

 で、取り下げられた方々、１３１人の方々は、

それなりには御納得した上での取下げをされたと

いう認識でよろしかったですか。 

○高齢介護課長（中野光昭君） 高齢介護課長、

中野です。 

 取下げについてはですね、病院で入院がそのま

ま長引いてしまったりとか、あと死亡されたりと

かが原因となっていますので、納得はされている

と思います。 

 以上でございます。 

○委員（大野豊重君） 分かりました。ありがと

うございます。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 介護保険のですね、保険料算定についての考え

方について、去年も課長に聞いたっですけど、介

護保険は３年間を１区切りとして計画をするです

よね。給付に見合う保険料ば集めなさいというこ

とで集むるわけですけど、やっぱり令和４年度も

５年度も結局保険料が余ったということなんです

よね、結果的には。そすと、やっぱ給付は、当時

保険料ば算定するときも、高齢者が増えるから給

付も増えるだろうということで、保険料ば設定し

たっですけど、しかし、結果的にはやっぱ給付よ

り保険料を集めたつが多かったという結果になっ

ととだけん、やっぱこれはもう、今年が介護保険

の改定だったっですけど、改定期に当たっては、

やっぱその集め過ぎた介護保険料というのはきち

んと返還するというのが、私は筋道じゃないかな

と思うですけど、そこら辺の考え方について、

ちょっとお尋ねします。 
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○高齢介護課長（中野光昭君） 高齢介護課長、

中野でございます。 

 令和６年度からは、第９期の介護保険事業計画

になっておりますけど、令和６、７、８年につい

てはですね、基金の繰入れを３億３,０００万円

ぐらいだったかな、すいません、３億５,７００

万円ぐらい基金繰入れを予定しておるところでご

ざいます。それによって介護保険料を現時点で同

額の月額６,０００円ということで下げている状

況でございます。 

 以上でございます。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 介護保険料というか、基金が７期の保健計画で

たまったから、それを８期の計画に当たっては取

崩しをしたということですよね。 

 それで、令和６年度、場合によっちゃ、ほんな

ら令和７年度も給付が多かった場合には、基金を

取り崩すという可能性も当然出てくるわけですよ

ね。ですよね、違うとかね。 

○高齢介護課長（中野光昭君） 高齢介護課長、

中野でございます。 

 今、３億５,７００万円程度基金繰入れをして

おりますけど、残りが３億円ぐらいまた基金が

残っている状況でございます。 

 それについては、今後運営協議会等々で検討し

ていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○委員（前田正治君） やっぱ介護保険も国保も、

給付に対する税の収入、保険料の収入という関係

があるけん、とんとんにするというのが理想じゃ

あるですけど、なかなかとんとんにはいかんと。 

 しかし、保険税のほうが余って基金がどんどん

できていくような状態ではですよ、やっぱりでき

るだけ基金を取り崩して、次期の保険料あるいは

保険税を算定するに当たって抑えるというような

ことはやっぱりしっかりやってもらわんといかん

なと思います。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございます

か。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 予算書の４６１ページなんですけど、高齢者と

子どものふれあい事業ということで３２０万８,

０００円の事業を行なわれておりますけど、この

参加者また場所、地域、内容について、どのよう

な事業だったのかお伺いしたいと思います。 

○委員長（近松惠美子さん） 時間かかりますか。 

○高齢介護課長（中野光昭君） 高齢介護課長、

中野でございます。 

 すいません、これについては、一本松交流館に

あります施設を利用しております。令和５年度が

ですね、活動日数が２４０日、延べ来館者数が２,

０６６人となっております。 

 以上でございます。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 内容的にはどのような内容を行なわれたんです

か。 

○高齢介護課係長（堺 大輔君） 高齢介護課の

堺でございます。 

 先ほど課長が説明しましたとおり、一本松団地

の中にあります、ふれ愛交流館というものを拠点

に、近隣に住まわれる高齢者の方々、それとお子

さん方、そういった方々がですね、一堂に会しま

して、いろんなレクリエーションあたりをですね、

専任の指導員を配置しておりますので、その者が

中心になってそういった事業を展開しているとい

うことでございます。 

 以上でございます。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 参加人数とか、ＰＴＡか何かと一緒にされたん

ですか。どういう子どもたちが集まって高齢者と

事業をされたんですか。 

○高齢介護課係長（堺 大輔君） 高齢介護課の

堺でございます。 

 ＰＴＡというくくりとかでもなくですね、いわ

ゆる学童の方とか、そういったことが多いという
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ふうに聞き及んでおります。 

 以上です。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 これはもう前からずっと事業化されて、一本松

だけでなされてきた事業なんですかね。 

○高齢介護課係長（堺 大輔君） 高齢介護課、

堺でございます。 

 お見込みのとおりでございます。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 分かりました。初めて聞くんですけど、私の

ちょっと勉強不足なんですけど、やっぱ高齢者と

子どもたちとの触れ合いというのはですね、やっ

ぱりすごく大事なことでもありますし、もうよけ

ればですね、またこれも一緒なんですけど、少し

広域にですね、広げていっていただけるような、

今後、考えもですね、持っていただければと、お

願いしておきます。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

○委員（𠮷田真樹子さん） 𠮷田です。 

 説明書の７２ページの２の介護保険事業のいき

いきふれあい活動とゆたっと元気体操と、通いの

場の内容はどんなふうな感じで違うのか、お尋ね

いたします。 

○高齢介護課係長（堺 大輔君） 高齢介護課、

堺でございます。 

 いずれにつきましても、介護予防というくくり

でくくっておりますが、活動の頻度あるいは内容

等にですね、若干の違いがございまして、一例を

申しますと、ここに書いております通いの場とい

うものが、頻度が違っておりまして、おおむね週

に１回集まって活動するというような内容でござ

います。 

 そこに比べますと、いきいきふれあい活動と申

しますのは、月に１回ということで、活動の頻度

が違っているというのが１例でございます。 

 以上でございます。 

○委員（𠮷田真樹子さん） 𠮷田です。 

 令和３年からすると、その箇所の数字が全然違

うので、あったりなかったりが変わってくるんで

すね、その年で。 

○高齢介護課係長（堺 大輔君） 高齢介護課、

堺でございます。 

 いきいきふれあい活動と申しますのは、随分と

歴史がありましてですね、介護保険事業が始めら

れた当初からこれは立ち上がっておりますので、

かつ、単位がですね、おおむね行政区単位でやっ

ておりますので、おおむね充足しているというふ

うに認識をしております。 

 以上でございます。 

○委員（𠮷田真樹子さん） ありがとうございま

す。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかによろしいで

すか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） では、これにて質

疑及び委員間討議を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 議第８７号について討論はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） これより採決に入

ります。 

 議第８７号令和５年度玉名市介護保険事業特別

会計歳入歳出決算については、全員一致をもって

認定することに御異議ございませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） 異議なしと認め、

さよう決定いたしました。 

 では、入替えのために暫時休憩します。 

－－－－－－○－－－－－－ 

午前１１時２５分 休憩 

午前１１時３０分 開議 

－－－－－－○－－－－－－ 

○委員長（近松惠美子さん） では、休憩前に引

き続き委員会を開きます。 
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 次に、議第８８号令和５年度玉名市浄化槽整備

事業特別会計歳入歳出決算を議題といたします。 

 執行部から補足説明はございますか。 

○企業局長（池本秀一君） 企業局長の池本です。 

 浄化槽整備事業特別会計歳入歳出決算につきま

しては、補足説明はございません。 

 以上でございます。 

○委員長（近松惠美子さん） では、補足説明な

しということですので、皆さんから質疑、委員間

討議に入りますので、どうぞ。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） では、質疑及び委

員間討議を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 議第８８号については、討論はございませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） 討論なしと認めま

す。 

 これより採決に入ります。 

 議第８８号令和５年度玉名市浄化槽整備事業特

別会計歳入歳出決算については、全員一致をもっ

て認定することに御異議ございませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） 異議なしと認め、

さよう決定いたしました。 

 では、次に、議第８９号令和５年度玉名市水道

事業会計決算を議題といたします。 

 執行部からの補足説明はございますか。 

○企業局長（池本秀一君） 企業局長の池本です。 

 玉名市水道事業会計決算につきましても、補足

説明はございません。 

 以上でございます。 

○委員長（近松惠美子さん） 補足説明なしとい

うことでございます。 

 これより質疑及び委員間討議に入ります。 

 皆さんから質疑ありましたら、どうぞ。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 水道事業に関して、料金回収率が８７.９％だ

ということで、要は水道事業ば賄えとらんと。で、

料金改定は令和元年１０月１日にしたということ

になっていますけど、今後の改定の目安となる回

収率というのは、どのくらいというふうに考えと

んなっとか。 

○上下水道総務課長（本田 健君） 上下水道総

務課長の本田です。 

 料金回収率は８７％で、１００％を下回って回

収できていない状況になっております。平成３１

年度にですね、財政計画のほうを策定したんです

けども、今年度見直しを図って、回収率から赤字

解消まで検討して作成していきたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 ですから、料金改定となる回収率の目安という

のは、どの程度を考えとんなっとかなと思って、

そこをお尋ねします。 

○上下水道総務課長（本田 健君） 上下水道総

務課の本田です。 

 １００％になるところで考えております。 

○委員（前田正治君） それはそうなんですけど、

前田です。 

 今、回収率が８７％でしょう。これで、どんど

ん、仮に８０％になったから、もう料金を改定せ

んと分からんとか、そういった何か基準というの

を設けてあっとかなと思いますので、そこを

ちょっとお尋ねしたいんですけど。 

○上下水道総務課長（本田 健君） 上下水道総

務課の本田です。 

 今、２年連続で水道事業が赤字になっておりま

すけども、これで財政計画の中で工務課との話合

いにより、工事関係等を入れまして営業収益が１

００％以上になるところで財政計画を基準に考え

ております。 

 以上でございます。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 今後、確かにいろんな老朽管の布設替えとかい
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ろいろ、あるいはまだ水道が普及しとらんところ

への普及とかですね、いろいろ出てくるですけど、

そこら辺の出と入りを考えて料金改定を考えると

いうことですね。 

 大体水道は、市民に節水ば呼びかけると収入は

上がってこんけんですね、何かちょっと矛盾して

いるというか、難しいところがあるというかです

ね、そぎゃん思うとですよね。はい、分かりまし

た。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） では、ないようで

したら、これにて質疑及び委員間討議を終結いた

します。 

 これより討論に入ります。 

 議第８９号について、討論はございませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） 討論なしと認めま

す。 

 これより採決に入ります。 

 議第８９号令和５年度玉名市水道事業会計決算

については、全員一致をもって認定することに御

異議ございませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） 異議なしと認め、

さよう決定いたしました。 

 次に、議第９０号令和５年度玉名市公共下水道

事業会計決算を議題といたします。 

 執行部からの補足説明はございませんか。 

○企業局長（池本秀一君） 企業局長の池本です。 

 令和５年度玉名市公共下水道事業会計決算につ

きましても、補足説明はございません。 

 以上でございます。 

○委員長（近松惠美子さん） 補足説明はないと

いうことです。 

 皆さんからの質疑及び委員間討議はありません

か。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 ４６ページなんですけど、当初予算から補正予

算で２億４,３６５万円の減額補正をされており

ますけど、この要因は何だったのかお伺いしたい

と思います。 

○上下水道総務課長（本田 健君） 上下水道総

務課長の本田です。 

 補正の要因としまして、建設改良費の工事を予

定しておった分を入札等で余りが出ましたので、

その分、企業債のほうを予定していた分が、歳出

の減に伴い下がったものでございます。 

 以上でございます。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 それは、入札のパーセントの残の中で余ったと

いう考え方でよろしいんですかね。 

○上下水道総務課長（本田 健君） 上下水道総

務課の本田です。 

 主にその分だと考えております。 

○委員（多田隈啓二君） 分かりました。ありが

とうございます。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 令和５年度に下水道を普及した地域があるで

しょう。令和５年度に普及した地域における加入

状況というか、はどうなっているでしょうか。今

時点でですね。 

○上下水道工務課長（田上武靖君） 上下水道工

務課の田上です。 

 今、主に立願寺地区あたりを工事していますけ

ども、あそこはまだ元となる下流側ですね、あの

分を今年度完了して、で、今年度の工事が終わり

まして一応管がつながりますので、そこから要は

来年度４月からの供用開始ということで考えてお

ります。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 じゃ、去年工事したとこは、まだ供用開始しと

らんけん、ゼロという、そうですね、分かりまし
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た。 

 じゃ、今まで供用を開始したところでですね、

加入してくるというような状況が、つないどらん

人が新たに加入するというような状況は、何件ぐ

らいあったですか。ぽつんぽつんあるとか、そう

いった感じでよかですけど。 

○上下水道工務課長（田上武靖君） 上下水道工

務課、田上です。 

 今の前田委員の御質問ですけども、今、随時う

ちのほうでは、公共ますの設置申請と排水設備申

請とか受け付けていますけども、ほぼ新築物件で

ありまして、もともと家が建っていたと、既存浄

化槽があったと、それを下水道に切り替えたいと

いうのは、年間あっても５件程度かなと思います。 

 要は、新築のほうは１００件当たりのペースで

来るんですけど、その割合に対して、新たに改築

物件は非常に少ない状況ではあります。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 下水道に加入するときの工事代の補助というの

があると思いますけど、この工事代の補助を未納

してでも加入を促進するというような考えはな

かっですよね。 

○上下水道工務課長（田上武靖君） 上下水道工

務課の田上です。 

 今、工事に対する補助というのは、本管から公

共ますを設置して、公共ますから接続されるお宅

の軒先までの距離ですね、それが長い場合に対し

ての補助というのはありますけども、それプラス、

その内容を改定するとか、ほかにまた新たに補助

制度を設けるのかという考えは、今のところござ

いません。 

○委員長（近松惠美子さん） よろしいですか。 

○委員（前田正治君） はい。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございます

か。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） なければ、これに

て質疑及び委員間討議を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 議９０号について、討論はございませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） 討論なしと認めま

す。 

 これより採決に入ります。 

 議第９０号令和５年度玉名市公共下水道事業会

計決算については、全員一致をもって認定するこ

とに御異議ございませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） 異議なしと認め、

さよう決定いたしました。 

 次に、議第９１号令和５年度玉名市農業集落排

水事業会計決算を議題といたします。 

 執行部からの補足説明はございませんか。 

○企業局長（池本秀一君） 企業局の池本です。 

 令和５年度玉名市農業集落排水事業会計決算に

つきましても、補足説明はございません。 

 以上でございます。 

○委員長（近松惠美子さん） では、補足説明な

しということです。 

 これより質疑及び委員間討議に入ります。 

 皆様から質疑ございますか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） では、これにて質

疑及び委員間討議を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 議９１号について、討論はございませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） 討論なしと認めま

す。 

 これより採決に入ります。 

 議第９１号令和５年度玉名市農業集落排水事業

会計決算については、全員一致をもって認定する

ことに御異議ございませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） 異議なしと認め、

さよう決定いたしました。 
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 お疲れさまでした。これにて本日の日程は終了

いたします。明日１０時からまた再開いたします

ので。 

－－－－－－○－－－－－－ 

午前１１時４３分 閉会 
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予 算 決 算 委 員 会 記 録 

 

令和６年９月１９日（木曜日） 

  午前１０時０９分開議 

  場所：第１委員会室 

 

１．本日の会議に付した案件 

 １．令和６年第４回玉名市議会定例会付託案件 

  議第９２号 令和６年度玉名市一般会計補正

予算（第３号） 

  議第９３号 令和６年度玉名市介護保険事業

特別会計補正予算（第２号） 

  議第９４号 令和６年度玉名市公共下水道事

業会計補正予算（第２号） 

 

２．出席委員（１９名） 

 委  員  長    近 松 惠美子 さん 

 副 委 員 長    松 本 憲 二 君 

 委     員    大 野 豊 重 君 

 委     員    中 村 慎 吾 君 

 委     員    田 浦 敏 晴 君 

 委     員    山 下 桂 造 君 

 委     員    立 川 信 之 君 

 委     員    坂 本 公 司 君 

 委     員    𠮷 田 真樹子 さん 

 委     員    一 瀬 重 隆 君 

 委     員    北 本 将 幸 君 

 委     員    多田隈 啓 二 君 

 委     員    德 村 登志郎 君 

 委     員    西 川 裕 文 君 

 委     員    江 田 計 司 君 

 委     員    前 田 正 治 君 

 委     員    作 本 幸 男 君 

 委     員    森 川 和 博 君 

 委     員    中 尾 嘉 男 君 

 

３．欠席委員（１名） 

 委     員    浜 田 繁次郎 君 

 

４．欠  員（２名） 

 

５．事務局職員出席者 

 事 務 局 次 長    松 野 和 博 君 

 次 長 補 佐    小 畠 栄 作 君 

 書     記    森 川 留美子 さん 

 

６．説明のため出席した者 

 副  市  長    村 上 隆 之 君 

 教  育  長    福 島 和 義 君 

 総 務 部 長    𠮷 田 勇 人 君 

 企画経営部長    宮 本 圭一郎 君 

 市民生活部長    渡 邉 一 正 君 

 健康福祉部長    中 川 由 美 さん 

 産業経済部長    井 上 康 博 君 

 建 設 部 長    西 原 正 信 君 

 建設部首席審議員    平 田 道 生 君 

 企 業 局 長    池 本 秀 一 君 

 議会事務局長    糸 永 安 利 君 

 総 務 課 長    前 田 弘 信 君 

 財 政 課 長    木 村 隆 宏 君 

 防災安全課長    塚 本 昭 広 君 

 企画経営課長    萩 尾 一 義 君 

 地域振興課長    小 山 晃 生 君 

 管 財 課 長    二 瀬 哲 也 君 

 環境整備課長    西 川 慶一郎 君 

 岱明市民生活課長    宇 野 貴 善 君 

 くらしサポート課長    平 田 光 紀 君 

 高齢介護課長    中 野 光 昭 君 

 保健予防課長    村 上 洋 治 君 

 子育て支援課長    大 西 優 子 さん 

 農業政策課長    前 田 竜 哉 君 

 水産林務課長    小 川 昭 彦 君 

 農地整備課長    丸 山 隆 一 君  

 商工政策課長    神 永 和 典 君 

 観光物産課長    伊 藤 恵 浩 君 

 土 木 課 長    田 上 幸 二 君 
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 都市整備課長    中 尾 賢 治 君 

 都市整備課審議員    中 川 英 昭 君 

 住 宅 課 長    西   正 宏 君 

 上下水道総務課長    本 田   健 君 

 上下水道工務課長    田 上 武 靖 君 

 教育総務課長    石 貫 誠 哉 君 

 文 化 課 長    瀬 﨑 陽一郎 君 

 スポーツ振興課長    古 賀 祐一郎 君 

 議会事務局次長    松 野 和 博 君 

 その他関係職員 

 

午前１０時０９分 開会 

－－－－－－○－－－－－－ 

○委員長（近松惠美子さん） 皆さん、おはよう

ございます。 

 委員会を始めます前に申し上げます。 

 委員会はインターネット配信をしておりますの

で、委員会各位並びに執行部におかれましては、

個人情報等の発言には十分御注意願います。 

 審査に当たっての発言の際には、必ず挙手をさ

れ、指名いたしますので、委員におかれましては

マイクスタンドのボタンを押して氏名を述べられ

てから発言し、終わりましたら再度ボタンを押し

てください。 

 執行部におかれましては、ワイヤレスマイクの

スイッチを入れ、所属と氏名を述べられてから発

言し、終わりましたらスイッチをお切りください。 

 審査の順序・方法は、別紙の議案審査進行表に

従い、補足説明、質疑・委員間討議を行ない、そ

の後、討論・採決の順序で行ないます。 

 なお、配付しております予算資料を基に行ない

ますが、補足が必要な場合は補足説明をお願いい

たします。ただし、予算書等の内容は、全て審査

の対象であることを申し添えます。 

 また、委員が質疑される際には、資料の名称及

びページ番号等を必ずお伝えいただくようお願い

します。 

 では、ただいまから予算決算委員会を再開いた

します。 

 それでは、議第９２号令和６年度玉名市一般会

計補正予算（第３号）を議題といたします。 

 まず、総務部、企画経営部、市民生活部所管の

審査を行ないます。 

 執行部から補足説明はございませんか。 

○企画経営部長（宮本圭一郎君） 企画経営部長

の宮本でございます。 

 企画経営部から２件、補足説明をさせていただ

きます。 

○企画経営課長（萩尾一義君） 企画経営課の萩

尾でございます。 

 九州看護福祉大学の公立大学法人化検討事業に

ついて、関連する補正予算の補足説明のほうをさ

せていただきたいと思います。 

 補正予算資料で言いますと、１ページの第１表、

歳入歳出補正予算の５番、九州看護福祉大学の公

立大学法人化検討事業の２５万１,０００円の追

加、それと、７ページの第２表、債務負担行為補

正の（１）九州看護福祉大学の公立大学法人化検

討支援業務８８０万円の追加、この２件について

補足説明をさせていただきます。 

 説明に当たりましては、別に配付しております

資料「九州看護福祉大学の公立大学法人化に関す

る検討状況について」という資料を用いて説明い

たします。こちらになります。 

   ［「今タブレットにアップします」と呼ぶ

者あり］ 

○企画経営課長（萩尾一義君） 今から申し上げ

ますページ番号につきましては、こちらに振って

おります右下のページ番号で進めさせていただき

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 まず、３ページになります。 

 九州看護福祉大学からの要望につきましては、

本年１月１１日付で、公立大学法人化への移行が

最もふさわしい設置形態であるとして、公立大学

法人化に向けた検討を要望する趣旨の要望書を受

け取っております。 
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 その要望の内容につきましては、１月２２日に

議会の勉強会においても大学側から説明があって

いることと思います。 

 ４ページになります。 

 要望書の提出を受けてから、これまでの本市に

おける検討の状況についてですが、４月に企画経

営課内に職員２人を配置して、公立大学法人化に

関する検討を開始したところでございます。 

 具体的には、公立大学法人化に関して、制度や

必要な手続等の調査・確認を行ない、また、九州

看護福祉大学の現状について、入学者数の状況や

運営改善のための大学の取組等について、調査や

資料の収集を行なってまいりました。 

 また、私立大学から公立大学法人化した前例大

学の状況等について調査を進めるとともに、その

うち２つの大学の自治体に先進地視察を行なって

おります。 

 ほかにも、公立大学の置かれている状況や、高

等教育に関する国の動向についても情報収集を行

なうなど、調査研究や情報収集等を幅広く行ない、

今後の進め方やスケジュールについて検討してき

たところでございます。 

 今後の進め方とスケジュールにつきましては、

５ページと６ページに記載をしております。 

 まず、５ページの今後の進め方についてですが、

学識経験者や医療関係者、教育関係者等の有識者

で構成する検討委員会を設置し、公立化の妥当性

や実現可能性について協議していただきます。 

 その検討委員会からの報告書を基に、パブリッ

クコメント等を通して市民への説明と意見聴取を

行ない、それを踏まえ、最終的に市の方針を決定

することとしております。 

 ６ページになります。 

 今後のスケジュールにつきましては、今議会に

上程しております関連条例の一部改正や、補正予

算について承認をいただきましたならば、１０月

から早急に検討支援業務の委託を行なう民間事業

者の選定を行ない、その事業者の支援の下、検討

委員会を来年の２月から８月にかけて５回程度開

催する予定としております。 

 その後、検討委員会からの最終報告書をもって

市民への説明や意見聴取を行ない、市の方針につ

いて、来年秋から冬の間を見込んでおりますけれ

ども、なるべく早い段階で最終的な判断を行なう

ことができるように進めていきたいと考えている

ところでございます。 

 続きまして、７ページになります。 

 公立大学法人化について検討する際の判断の視

点といたしましては、表の一番左の列になります

が、大学の存続が可能か、また公立化が必要か、

市の新たな負担はないかといった３つの視点を

持って検討を判断することとしております。 

 また、検討の内容につきましては、表の右の列、

「検討の内容や使用するデータ等」の欄にですね、

列挙しておりますとおり、非常に専門性の高い内

容について、中立的な立場で検討・分析を行なう

ことになりますので、有識者で構成する検討委員

会を設置し、あわせて民間事業者に検討支援を委

託し、検討分析を行なうこととしております。 

 つきましては、検討委員会を設置するために、

８ページに記載のとおり、附属機関の設置等に関

する条例の一部改正の議案を上程し、また、あわ

せまして９ページのとおり、委員報酬など検討委

員会の開催に伴う経費の補正予算と、検討支援業

務の民間事業者へ委託するための債務負担行為補

正を今議会に上程しております。 

 その内容につきましては、議案または補正予算

書及び補正予算資料に記載しておりますので、併

せて御確認いただきたいと思います。 

 なお、検討支援業務に係る債務負担行為補正８

８０万円の内容につきましては、１０ページに記

載しております。 

 公立大学法人化の検討に当たっては、大学設置

基準に関する事項や財政面の検証など、専門的な

知識が必要となる内容について、短期間で熟度の

高い分析・検証を行なう必要があるため、伴走型
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の支援を委託するものでございます。 

 また、委託する支援業務の内容といたしまして

は、同じく１０ページの表に記載しておりますと

おり、検討委員会で使用する資料の作成や、各種

検討事項についての分析、検証、助言また委員会

の報告書作成など、５つの業務について支援をお

願いするものでございます。 

 以上、九州看護福祉大学の公立大学法人化の検

討に係る補正予算及び債務負担行為に関連して、

補足説明を終わらせていただきます。 

 以上でございます。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかは、補足説明

ございませんか。 

○管財課長（二瀬哲也君） おはようございます。

管財課、二瀬です。 

 私のほうからは、歳入について補足説明をさせ

ていただきます。 

 補正予算資料の６ページの下段のその他一般財

源の土地売払い収入、補正予算説明書では１４

ページの、１７款財産収入、２項財産売払い収入、

１目不動産売払い収入の３,２５０万円について

は、旧玉名消防署跡地の２,０７０.８１平方メー

トルの売却金額であり、選定方法についてはプロ

ポーザルにより決定したものでございます。 

 売却先については、株式会社たまゆらさんで、

今後は農産物の販売やカフェなどをする予定でご

ざいます。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） これでおしまいで

すか。よろしいですか。 

 では、これより質疑及び委員間討議に入ります。

委員の皆さんより質疑がありましたらどうぞ。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけれども、先ほ

どの九州看護福祉大学の件について、もう既に今

年、私立から公立へと変わった山口の大学２校へ

視察をもう職員２名を配置して行かれたというこ

とで、先ほどの補足説明の中で、最後の１０ペー

ジのところで、債務負担行為でこれから専門家に

よって急ピッチで資料関係をつくり上げていきま

すよという説明だったんですが、その中に要は旅

費の支払いというふうな項目があるんですけども、

これは今後もまた視察に行くための旅費を、こっ

ちの債務負担行為のほうで支出をするという認識

でよろしかったでしょうか。 

○企画経営課長（萩尾一義君） 企画経営課長の

萩尾でございます。 

 債務負担行為の８８０万円の中に含まれており

ます旅費につきましては、検討委員会の委員さん

を有識者として県外等々から招集をする予定とし

ております。 

 その方々の、こちらに出席いただくための出張

旅費になります。 

 以上でございます。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけど、であれば、

そうか、債務負担行為だからということですね。 

 解決しました、オーケーです。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 今のちょっと関連なんですけど、この３人程度

に委託ばするということですか。こういう公立化

に向けて、こういう検討委員をしたことがある人

たちがおるということですよね。 

○企画経営課長（萩尾一義君） 企画経営課長の

萩尾でございます。 

 検討委員会の委員自体は１２名程度、１２名以

内を予定しております。 

 そのうち３名というのがですね、前例大学、例

えば私立大学から既に公立化した前例大学の教授

であったりとか、そこの公立化に携わられた公認

会計士であるとか、また、あるいはですね、国の

研究会、公立大学の研究会等がありますので、そ

ういった研究会のメンバーの方々に委員になって

いただこうと考えております。 

 そういった方々については、私どものほうでは

パイプのほうがございませんので、コンサルのパ
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イプを使ってそういう方々を委嘱してもらって、

専門的な検討を進めていくということになります。 

 以上でございます。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 この検討の判断の視点というところで、経営の

ところも入っていると思うんですけど、選定委員

会の委員に経営にたけた人というか、そういう方

も入れていくんですか。 

○企画経営課長（萩尾一義君） 当然経営に。 

○委員長（近松惠美子さん） 一応所属と名前を。 

○企画経営課長（萩尾一義君） 企画経営課の萩

尾でございます。 

 すみません、先ほど委員１２名のうちにですね、

コンサル枠として、先ほど申し上げた前例大学の

大学教授であったり、前例大学の公認会計士で

あったり、国の検討機関の委員さんであったりと

いうのを、３名ほど申し上げましたけれども、そ

れ以外にですね、教育関係者として熊本県内では

国立大学の熊本大学、公立大学の熊本県立大学、

あと、教育関係として玉名市内の高校生からどう

いうニーズがあるかというところで、玉名市内の

高校からも２校ほど、また、就職先が医療関係に

なりますので、卒業先のニーズとして、例えばど

ういう医療人材のニーズがあるかというところを

把握するために、郡市医師会であるとか県北病院

であるとか、あとまた経済波及効果等々もありま

すので、商工会議所、商工会、そういった方々を

メンバー含めまして総勢１２名、その中には先ほ

ど申し上げたように公認会計士等も含めて、また、

前例大学、私立から公立化した大学の経験がある

大学の教授等を含めて、検討を行なっていきたい

と思っております。 

 以上でございます。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 結局やっぱ、今、熊本大学とか県立大学とか、

結構学生が集まっている大学じゃないですか、

ずっと。経営が難しくなって公立化していくとい

うところの面もあると思うので、そのコンサルの

人たちが多分経営とか見れるんだと思うんですけ

ど、そこがしっかり本当継続できるかどうかとい

う判断をちゃんとできるような検討委員会をつ

くっていただきたいなと思います。 

○委員長（近松惠美子さん） よろしいですか。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 同じく九州看護福祉大学の公営化についての質

問です。 

 まず、委員はですね、やっぱし中立で、公正公

平な人ばやっぱり選ばんとでけんと。これはそ

ぎゃんだって言いなはって思うですけど、だけん

答えはよかです。 

 そすと、もう一ちょですね、いま一度確認した

いんですけど、この検討支援業務委託の中の３番

ですよ、総勢１２人以内の検討委員会委員のうち、

３人程度の委員の選定及び就任要請、旅費の支払

い、この３人程度委員の選定をするのは、業務委

託したところが３人程度、どっかの大学の先生と

か公認会計士とか、そぎゃん人ば選ぶわけですか、

選定するわけ。 

○企画経営課長（萩尾一義君） 企画経営課の萩

尾でございます。 

 先ほども申し上げましたとおり、この３人につ

いては、私どもの市のほうではパイプがございま

せんので、実際の導入支援を行なっているコンサ

ルさんのパイプを使って、３人程度選定をしてい

ただくことになっております。 

 以上でございます。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 なら、その業務委託したところから３人選ぶと

いう意味じゃなかっですね。業務委託したところ

から３人を、そこの、違うわけですね。はい、分

かりました。 

 それじゃ、選定してもらうのはよかかもしれん

ばってん、やっぱ就任以来は玉名市からすっと

じゃなかっですかね。 

○企画経営課長（萩尾一義君） 企画経営課の萩

尾でございます。 
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 もちろん選定はですね、この委託の中で選定は

していただきますけれども、選任については条例

に基づきまして、市のほうで委嘱することになり

ます。 

 以上でございます。 

○委員（前田正治君） 前田、分かりました。 

 それと、委員は１２名以内ということですので、

場合によっちゃ１１人になったり１０人になった

りする可能性もあるというわけですかね。 

○企画経営課長（萩尾一義君） その可能性もご

ざいますが、できる限り多くの有識者等の御意見

等をいただきたいと思っておりますので、できる

限り１２名に近い形で運営できればと思っており

ます。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 流れからいくと、検討委員会でいろいろ検討し

てもらった中身を答申を受けて、パブリックコメ

ントして、さらに検討委員会で検討するというこ

とですので、はなからありきということでスター

トするわけじゃなかっですね。やっぱ、そういっ

た流れの中で、公営化、是か非かというのを検討

していくということですよね。 

○企画経営課長（萩尾一義君） 企画経営課の萩

尾でございます。 

 今、委員がおっしゃった流れが若干ちょっと前

後しているのかなと思います。 

 まずはですね、検討委員会を開催して、検討を

５回程度行ないたいと思っております。それが、

来年の２月から８月までの間に５回程度行ないた

いと。 

 その検討委員会が終わって、報告書が出てきま

したならば、それをパブリックコメントとか事務

説明会等で説明を行なって、市民の方々、また議

会の皆様方の御意見等を伺いながら、最後に、来

年の秋ぐらいにはですね、最終的な判断を市とし

て示したいと思っております。 

 その過程におきましては、先ほども申し上げま

したように、中立的な立場で検討をすることとし

ておりますので、そういう意味でも、第三者機関

を設置させていただきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 検討委員会の答申というのは、最後にパブリッ

クコメントなんかを受けた後に、最終的な判断と

して答申するということですよね。 

 最初に、検討委員会でした中身を、方向性ばあ

る程度出して、パブリックコメントばして、その

答えも検討委員会でさらに検討して。違うとです

か。 

○企画経営課長（萩尾一義君） 企画経営課の萩

尾でございます。 

 ８月まで検討委員会を開催いたしまして、検討

委員会から最終的な報告書が８月に上がってきま

したならば、その後パブリックコメントを行なっ

たり、地域住民への説明を行なって市の判断を下

すということになりますので、検討委員会では、

もう８月に最終報告書をもらいましたら、その後

の検討業務を開催することはございません。あく

までも、もう８月で検討委員会は終了という流れ

になります。 

 以上でございます。 

○委員（前田正治君） なるほど。前田です。 

 じゃ、ここに書いてあるとおりに、パブリック

コメントの後は、どうするかというのは最終的に

はもう市が判断するということですね。分かりま

した。 

○委員（大野豊重君） 今の前田委員の継続で、

最終判断というのは、どこになりますか。市、議

会、どっち。 

   ［「議会」と呼ぶ者あり］ 

○企画経営課長（萩尾一義君） 最終判断といた

しましては。 

○委員長（近松惠美子さん） 氏名を述べてくだ

さい。 

○企画経営課長（萩尾一義君） 企画経営課の萩
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尾でございます。 

 パブリックコメント、住民への意見等の聴取、

また議会の説明・聴取を受けて、最終判断は市で

行なうことになるかと思います。 

 以上でございます。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけど、それは議

会での議決とかは要らないんですかね。市で、つ

くるといったら、もうなっちゃう。 

○企画経営課長（萩尾一義君） 企画経営課の萩

尾でございます。 

 方針を出すことにつきましては、市のほうで先

ほど申し上げましたようなプロセスを踏まえて方

針を出したいと思います。 

 その後、方針が出ましたならば、１年半ぐらい

かけてですね、公立化に向けて進めていくわけで

すけれども、その過程でいろんな条例であります

とか、定款でありますとか、そういったものは議

会のほうにお諮りする必要がございますので、そ

の過程で、議会の皆様への賛否を問う形にはなっ

てくるかと思っております。 

 以上でございます。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 ということは、最終的には議会で上がってきた

情報に基づいて判断をし、認める認めない、マル

バツの判断になるわけなんですね。ですよね。 

○企画経営課長（萩尾一義君） 企画経営課長の

萩尾でございます。 

 今おっしゃいましたとおり、私も先ほど申し上

げましたとおり、定款であったりいろんな条例で

ありますとか、そういったものは議会の議決を経

ないとできませんので、それが承認を得れないと

いうことになりますと、公立大学の法人化という

のは達成できないということになりますので、言

い換えれば最終的には、議会の判断が必要になる

ということであると思います。 

 以上でございます。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 最後なんですけども、そのタイミングというの

が、先ほどの説明のスケジュールからすると、秋

冬もしくはそれ以降になるんですか、それとも小

出しに出てくるんですか、何か。 

○企画経営課長（萩尾一義君） 企画経営課の萩

尾でございます。 

 来年の秋ぐらいにですね、市の方針を定めたい

と思っております。その後、約１年半ぐらいかけ

てですね、もし公立化をするのであれば令和９年

の４月開学に向けて、それまでの約１年ちょっと

の間で定款でありますとか、いろんな条例であり

ますとか、議会の議決を必要とするものについて、

必要に応じて議会の議決を求めていきたいと思っ

ております。 

 ただそのスケジュール、いつじゃ定款を出すの

か、いつこういう条例を出すのかというのは、ま

だ県のほうともちょっと協議を進めておる段階で

ございますので、来年秋以降、冬以降のスケ

ジュールについては、明確なところは今のところ

ございません。 

 以上でございます。 

○委員（大野豊重君） 分かりました。ありがと

うございます。 

○委員（松本憲二君） すみません、松本です。 

 これまでの検討状況ということで、４ページで、

説明書のほうで、周南大学と、それと小野田の山

口東京理科大学ということで行っておられますけ

れども、ここはもう公立化になって何年ぐらい

たっているんですか。 

 よかったらそこのちょっと今の状況を。 

○委員長（近松惠美子さん） 何の状況ですか。 

○委員（松本憲二君） 結局大学が結局開学して

もう５年がたっているとか３年がたっているとい

うような状況で、私立から。 

○企画経営課長（萩尾一義君） 企画経営課長の

萩尾でございます。 

 まず、山陽小野田市立山口東京理科大学におき

ましては、公立化が平成２８年４月に開学をされ

ております。 
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 もう一つ、周南公立大学のほうは、令和４年４

月のほうに開学をされております。 

○委員（松本憲二君） すいません、松本です。 

 じゃ、山口の小野田のほうは平成２８年、もう

結構年月がたっていますよね。それと、周南大学

が令和４年ということで、２年前に。 

 結局、大学の公立化、もともと私学だったとき

と、公立化をしてどういうふうな状況に変化がな

されているのかというのも結局、もう見て話も聞

いてきていらっしゃるわけでしょう。そこのとこ

ろを話していただけますか、ここで。 

○企画経営課長（萩尾一義君） 企画経営課長の

萩尾でございます。 

 この２大学に限らずですね、１２校、私立大学

から公立化しておりますけれども、全ての大学に

おいてですね、やはり競争率が公立化した途端、

若干公立化する前年ぐらいから少しずつ上がり始

めて、公立化した途端、急激に競争率、倍率が上

がっております。 

 なおかつ、競争率が上がるということは、学生

のレベルというのも非常に徐々に高くなってきて

いるというところで、やっぱり地域における若者

のですね、何といいますか、質というとちょっと

あれなんですけど、そういった若者のほうも、す

ごいいい若者が増えたというようなこととかも

おっしゃっていらっしゃいました。 

 当然、ほとんどの大学が、充足率を満たしてい

ない状況でしたので、それが公立化するとやはり

競争率が上がって、２年、３年すると充足率を完

全に満たしてきているような状態に変わってきて

おります。 

 以上でございます。 

○委員（松本憲二君） すいません、松本です。 

 結局、今後のスケジュール予定の中に、令和６

年の１０月で、結局この公立化に向けた支援をし

てくださる委託業務ということで、結局公募型の

プロポーザルをされるじゃないですか。この公募

型のプロポーザルを、結局この業者に決めるとい

う判断は市のほうでされるわけですかね。 

○企画経営課長（萩尾一義君） 企画経営課長の

萩尾でございます。 

 市のほうで選考委員会を開いて、業者の選定を

行ないたいと思っております。 

 以上でございます。 

○委員（松本憲二君） すいません、松本です。 

 結局ほら、公立化にもちろん向けてということ

で、先ほど萩尾課長がおっしゃったように、この

１２名のうちの結局３名は、私たちがなかなかパ

イプを持たんから、そういうことで業者のほうに

委託をすると。で、結局１０月でその委託業者ば

決めるわけでしょう。 

 で、結局その判断が市のほうでできるのかなと

いうのがですよ。今まで１２校、私立から公立に

結局変わっている、そういう業者さんがその専門

にもちろんいらっしゃるとは思うんですけども、

やっぱり１２校を公立化に向けて支援された業者

さんも、全体的にやっぱ市のほうでピックアップ

をしていただいて、そこの検討が一番大事だと思

うとですよね。支援業務をしてくださる業者が、

やっぱりしっかりしたところじゃないと、なかな

かうまくいかんと思うけんが、その辺をですね、

しっかり１２校、今まで日本全国で１２校私立か

ら公立に結局されて、先ほど萩尾課長がおっ

しゃったように、ほとんどがもう競争率が伸びて、

いい生徒さんたちが通学してくれるようになった

ということなので、その支援をしてくれる業者さ

んをしっかり選定をやっぱする中で、やっぱそこ

はしっかり検討していただきたいなというふうに

思います。 

○委員長（近松惠美子さん） 回答はいいですか。 

○委員（松本憲二君） はい。 

○委員長（近松惠美子さん） いいそうです。ほ

かにございませんか。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 今の関連なんですけど、今萩尾課長が言われた

ちょっと公立化すればいい若者が増えたという表
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記はですね、今現役世代の若者も、ネットで配信

されて見ておられる方からすればですね、じゃ自

分たちは今、今公立化じゃないところに通ってい

る人はいい若者じゃないのかと捉えかねないとこ

もありますので、その辺はそういう意味じゃない

ですよね、例えとしてですね。 

○企画経営課長（萩尾一義君） 申し訳ありませ

ん。私の不適切な表現でですね、誤解を招きまし

た。公立化しますと、当然市が関与していくこと

になります。学力的にはですね、公立化すると、

先ほど申し上げましたように、競争率が上がって

いって、やはり偏差値等も上がっていくという、

学力的にはやはり向上するという部分は、現実と

してございます。 

 あと、市としてですね、先ほど誤解を招く表現

をいたしましたけれども、市としては公立化する

ことによって、その学生さんの方々と、やはり地

域の課題であったり、そういったものに一緒に取

り組む機会が非常に増えてきてですね、私立大学

のときは、市と私立大学とになかなか交流という

ものがなかったんですけれども、それが公立化す

ることによって、地域課題を共に解決するような

動き、活動というのも盛んになってきております。 

 そういった部分を含めて、市の立場から見た視

点として、非常に大学の生徒さんと交流を深めて、

一緒に市の地域課題の解決に向けて取り組んでい

けているという意味合いでですね、申し上げまし

た。 

 大変誤解を招くような発言だったと思います。

申し訳ありませんでした。 

○委員長（近松惠美子さん） 課長の言葉という

より、そういうふうに言われましたということ

だったんですね。 

○委員（多田隈啓二君） 分かりました。ありが

とうございます。 

 続けて大丈夫ですね。補正予算資料のですね、

ナンバー３番なんですけど、旧勤労青少年ホーム

解体費ということで３,１４５万２,０００円、予

算計上されております。この中で、市内でどのよ

うな検討を行なって、解体の実施に至ったのかお

伺いしたいと思います。 

○管財課長（二瀬哲也君） 管財課、二瀬です。 

 こちらにつきましては、実は今回の一般質問の

中でも御質問があり答えておりますが、これまで

一応中央公民館や教育施設の移転など、公共施設

としての利活用を検討してまいりました。 

 ただし、やっぱり面積不足だったりとか、高額

な改修費用を要することなどにより、解体の判断

に至ったというところでございます。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 公共施設の検討は行なわれておられたというこ

とだったんですけど、例えば今、官民連携、公民

連携とも言いますけど、今、他自治体では先進地

的に取り組んでおられますが、そういう民間との

公募だったり話合いだったりを検討されたのかさ

れてないのか、お伺いしたいと思います。 

○管財課長（二瀬哲也君） 管財課、二瀬でござ

います。失礼しました。 

 このエリアにつきましては、公共施設しか建て

られないようなエリア設定になっておりまして、

ですので、一応民間の活用ということは検討して

おりません。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 やはりですね、その辺は決めようなんで、取り

払うこともできると思いますが、やはり今、官民

連携の時代の中でですね、やはりある意味すばら

しい施設でもあったと思いますので、民間だった

ら利用価値のある、駐車場もありますし、食事

だったり、また職員のレストランだったり食べる

場になるとかですね、やっぱそういうともですね、

やっぱ検討してほしかったなと思います。 

 今後はですね、そういう検討も踏まえたですね、

公共施設の在り方を考えていただければと思って

おります。 

 その中で、解体工事の今後はまたスケジュール、

どのように計画されているのかお伺いしたいと思
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います。 

○管財課長（二瀬哲也君） 管財課の二瀬です。 

 この後につきましては、一応１２月に契約締結

を行なって、３月末までに解体を行なうというよ

うな予定になっております。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 １２月まで解体する中で、やはり解体して、足

場を立てていろいろ解体になってくると、隣の体

育館使用に関しては影響がないのか、制限するの

かしないのかも含めたところで、お伺いしたいと

思います。 

○管財課長（二瀬哲也君） 管財課の二瀬です。 

 アスベストにつきましては、事前に建物調査を

行なって、現状の把握などをした上で設計を行

なっております。ですので、それにつきましては、

特に問題はないと思っております。 

 すいません、申し訳ございません。足場につき

ましては、特に影響はないと思っております。 

○委員（多田隈啓二君） もう一回、体育館の使

用に対してどうですかという質問。 

○委員長（近松惠美子さん） 勤労青少年体育館

の使用についてですか。 

○管財課長（二瀬哲也君） 管財課の二瀬です。 

 大変申し訳ございません。勤労青少年体育館の

制限につきましては、特にないものと思っており

ます。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 安全に使用できるということで理解して大丈夫

ですかね。分かりました。 

 あと１点。先ほどですね、説明あったんですけ

ど、補正予算資料のですね、６ページの、その他

一般財源の中で、土地売払い収入ということで３,

２５０万円上がっておりますけど、この土地の評

価というのは、その土地の相場の評価と違いない

という認識でよろしいですかね。 

○管財課長（二瀬哲也君） 管財課の二瀬です。 

 この土地につきましては、もともと消防署が

建っておりました。ですので、現地には基礎ぐい

が残存しております。 

 その部分で標準地価よりも評価が下がっている

ような状況でございます。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 どのような形の評価の違いがありますかね。 

○管財課長（二瀬哲也君） 管財課の二瀬です。 

 標準地価よりも３５％ほど下がっております。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 分かりました。あと、先ほどの話では、たまゆ

らさんに売却ということなんですけど、民間さん

がされることで行政がどこまで、その売却の話の

中でされているか分かりませんけど、今後の例え

ばたまゆらさんのスケジュールだったり、例えば

道の駅的なところをされるとであれば、例えば玉

名の物産を置いてもらう連携ができるような、連

携の道の駅的な施設ができるイメージなのか、そ

の辺はどうお考えですか、お伺いしたいと思いま

す。 

○管財課長（二瀬哲也君） 管財課の二瀬です。 

 たまゆらさんのほうでは、一応地元の農産物な

ども当然販売をしていくようなプロポーザルでは

ありました。 

 ですので、その辺り、もしも市のほうも協力が

できるのであれば、協力を行なっていきたいと考

えております。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 ぜひですね、やっぱりそこまでの話合いの下で

すね、売却していただきたいし、また、その後の

販売場のイメージもですね、共有していただきな

がら、もちろん農産物、そしてお土産物がですね、

そこで本当に買えるような施設になれるようにで

すね、連携を取っていただきたいことを要望しま

して、終わりたいと思います。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 ちょっと九州看護福祉大学の検討委員会のこと

について、いま一度お尋ねします。 

 先ほど山口県の理科大ですか、平成２８年にス
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タートした、公営化したですね、そこを視察に行

かれたということですけど、ここは公立化後も

ずっと入学は定員をオーバーしているような状況、

定員というか好転した状況がずっと続いとっとで

すか、今日まで。 

○企画経営課長（萩尾一義君） 企画経営課長の

萩尾でございます。 

 山陽小野田市立山口東京理科大学のほうについ

ては、平成２８年に公立化をされております。そ

の２年前までは、充足率を割っておりました、８

０％ぐらいだったのが、平成２８年度から１０

０％を超えて、現在までずっと１００％を超えて

いる、定員を超えている状況が続いております。 

 以上でございます。 

○委員（前田正治君） 分かりました。 

 九州看護福祉大学も開学当時はえらい人気が

あって、あの頃は済々黌高校からも受験に来たと

か、いろいろ喜びになったっですよね、大学自体

も。ところが年々とやっぱ減っていった。 

 ですから、学生がやっぱ大学を選ぶ魅力ある大

学ということについてどぎゃん思うとるかという

ようなことも、やっぱ一定調べんといかんとやな

いかなあと。 

 私はやっぱですね、大学はもちろん授業料が安

かほうがよかですよね。授業料が安かと生徒が集

まるけん、大学運営はうまくいくですよね。とこ

ろが授業料だけが安かったっちゃ、今度は大学ば

卒業してですよ、将来が開けとらんと、やっぱり

だんだんだんだん減ってくるけん、そういったこ

とまで含めた検討ば、ぜひしていってほしいなと

いうふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） 回答は求めますか。 

○企画経営課長（萩尾一義君） 企画経営課長の

萩尾でございます。 

 前田委員おっしゃるとおりだと思います。これ

からどんどん、さらに少子化のほうは進んでまい

ります。大学のほうは、近年物すごい勢いで、特

に公立大学のほうは増えております、私立大学も

増えてきております。やはり、魅力のない大学と

いうのは淘汰されていくのかなあというふうに考

えております。 

 当然大学も、これを機会にですね、魅力ある大

学に向けて、いろんな改革であったりとか、そう

いったものを検討して、子どもたち、生徒に選ば

れる大学をつくっていかなければならないという

ふうに思っておりますので、その辺十分、委員の

御意見を踏まえてですね、検討していきたいと

思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（近松惠美子さん） よろしいですか。 

 では、すいません、私から１つですけど、授業

料がかなり安くなると思うんですけども、どのく

らい、半額ぐらいになっているんですかね。すご

く充足率が上がったということは１番は授業料か

なと思っているんですけども。 

○企画経営課長（萩尾一義君） 企画経営課の萩

尾でございます。 

 現在、公立大学のほうでの授業料がですね、大

体５３万５,８００円が上限になります。どこの

大学もその上限の５３万５,８００円を設定して

いるところです。 

 現在、九州看護福祉大学におきましては、学科

によって違いますけれども、一番高いところでは、

年間の授業料が１３０万円、安い学科でも８６万

円ということで、それが５３万５,０００円、年

額のですね、に下がるというようなことになりま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（近松惠美子さん） ありがとうござい

ました。 

 ほかにございませんか。 

○委員（松本憲二君） すいません、松本です。 

 さっきの勤労者青少年ホーム解体なんですけど

も、これって先ほど課長がおっしゃったのは、あ

のエリアというのは、公的施設しか建てられんと
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いう、先ほど何かそういう答弁だったでしょう。

だけん、民間にはなかなかということでの答弁

だったと私は受け取ったんですけども、そがん

じゃなかっですか。 

○管財課長（二瀬哲也君） 管財課、二瀬です。 

 たしか都市整備課のほうでエリアをかけてあっ

たとは思うんですけど、ちょっと名前はちょっと

思い出せませんけど、たしかそういった制限がか

かっていたかと思っております。 

○委員（松本憲二君） すいません、松本です。 

 じゃ、民間には結局貸し出せんけんが、民間あ

たりとの折衝というか、市役所内だけの検討で解

体に至ったということで理解してよかっですよね。 

○管財課長（二瀬哲也君） 管財課、二瀬です。 

 そのとおりだと思います。 

○委員（松本憲二君） 分かりました。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにありますか。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 ３ページの１８番、天水石けん加工場移転改修

工事について伺います。 

 移転改修工事だから、場所が変わって何かもと

もとある工場を改修するのかなと思うんですけど

も、どのようなことになるんでしょうか、教えて

ください。 

○環境整備課長（西川慶一郎君） 環境整備課長

の西川でございます。 

 まず、現在の天水石けん加工場の場所なんです

けれども、天水中学校のプールの横になります。

ですから、天水図書館の向かい側にあります。そ

ちらの施設を、今度はですね、天水の体育館の１

階の駐車場の中のですね、倉庫のほうに移転する

ということになります。 

 以上です。 

○委員（山下桂造君） この天水石けん加工場な

んですけれども、利用率とかこの工場が造られた

目的とかも何も知らないんですけれども、石けん

の加工場を造られた目的とか、それとか経費とい

いますか、収益が上がっているのかどうかとか、

そんなのは分かりますか。 

○環境整備課長（西川慶一郎君） 環境整備課長

の西川でございます。 

 まず、目的なんですけれども、これは住民ので

すね、環境保全及び水質汚濁の防止に対する意識

の高揚を図るということで設置をしておりまして

ですね、利用状況なんですけども、令和５年度は

２２日で１１９名で、３団体の方が利用されてい

ます。 

 前の前の令和４年度については、２９日で１４

９名で３団体、令和３年度は３３日で１１７人、

そして３団体の方が利用をされているところでご

ざいます。 

 この製品といいますか、これは天水地区とかで

すね、玉名市内の今４団体、廃油石けんであった

りＥＭをつくったりの４団体がございまして、Ｅ

Ｍ関係が７５名、そして石けん関係が１０名、計

８５名の方がですね、活動をされております。 

 特に販売とかはですね、されておりません。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 ということは、環境維持を図るというか、その

意識づけのためにこの事業があっているという形

の考え方でいいんですかね。 

 もう無理になくせとか、どうこうというつもり

はないんですけれども、どんなものなんだろうと

思って。ただ、活動して人がちゃんといるという

ことが今分かりましたので、もうどんどんもっと。 

 ほかにも利用したいという人がおれば、利用は

できるんですよね。 

○環境整備課長（西川慶一郎君） 環境整備課の

西川でございます。 

 これがですね、ＥＭとか石けんがですね、平成

１０年ぐらいから、合併前からですね、旧玉名市

の地域婦人会とか、岱明とか横島、天水の婦人会

あたりでＥＭ発酵活性液とか、廃油石けんづくり

が盛んに行なわれておりました。 

 だんだんですね、今、平成、令和になりまして、

活動する団体も前に比べれば減ってきてございま
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す。活動される方は、大体７０代の方が主で、や

はりそういった７０代の方がですね、ＥＭ活性菌

をつくって、ＥＭぼかしのですね、自宅での生ご

みの減量化であったりとか、例えば小学校のプー

ルとかにですね、それを投入してからプールをき

れいにしたりとか、そういった掃除とかにもです

ね、役立てていただいております。 

 そういったを活動されている方のですね、やは

り自己有用感というか、会員の方の自己有用感が

非常に高まっておりますのでですね、今後も、今

現在活動されている方がですね、ずっと活動が続

けられるように、市としても支援してまいりたい

と考えるところでございます。 

 以上です。 

○委員（山下桂造君） 了解しました。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

○委員（大野豊重君） ２ページの２款総務費、

項目７番の玉名駅屋外トイレの修繕費なんですが、

これ昨年たしか２,７００万円ぐらいで新設され

て、それに今回修繕費が９万４,０００円という

ことで、先ほど所管課のほうにはお伺いしたんで

すが、トイレの詰まりがあったからということは

お伺いしたんですが、そもそもここは何か管理会

社に対して、何か管理契約というのは結ばれてい

ますでしょうか、年間を通じて。 

○地域振興課長（小山晃生君） 地域振興課長の

小山でございます。 

 今の御質問ですけれども、業務委託契約を結ん

でおります、年間契約で。その契約の中身といた

しましては、清掃につきましては週５回、５日で

２日連続で休みが続かないようにという形でやっ

ていただいております。プラス、メンテナンスと

いう形で月に１回、配管と排水管の点検について

行なっていただいております。それと、トイレッ

トペーパー等の補充もこの中に入っております。 

 以上でございます。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけども、その年

間契約の中では対応できないぐらいの詰まりが今

回あって、それに対する計上だという認識でよろ

しかったでしょうか。 

○地域振興課長（小山晃生君） 地域振興課長の

小山でございます。 

 今年度に入りまして、もう既に３回ほど詰まっ

ておりまして、当然通常であればラバーカップと

いうスポスポッというので取れるようなものであ

ればですね、それまで入れればもっと回数が多い

んですけれども、それで対応ができない、便器を

取り外して中の物を取り除かないといけないよう

な事例が３件ございまして、それについては、別

でお支払いをしたと、修繕料としてお支払いをし

たということでございまして、今後ですね、また

同じことがある可能性があるということで、今実

績のある３回分と同額を計上させていただいてお

ります。 

 詰まっている物の取れない代表として、おむつ

とか、尿取りパットであったりとか、そういった

ものだと中で膨らんでしまいますので、どうして

ももうラバーカップでは取れないというような状

況でございます。 

 以上でございます。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけども、最後に

なりますが、年間の清掃契約、メンテナンス契約、

これは金額的にはどれぐらいか言えますでしょう

か。分からなければいいです。 

○地域振興課長（小山晃生君） 地域振興課長の

小山でございます。 

 総額で年間３７１万５,８００円でございます。 

○委員（大野豊重君） ありがとうございます。 

○委員長（近松惠美子さん） よろしいですか。

じゃ、ほかに。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 ２ページのですね、ナンバー１４について聞き

たいんですけど、よかですか。おらんなと思って。

入替えですか、ああ、分かりました。なら、後か

ら聞きます。 



 

 －14－ 

○委員長（近松惠美子さん） もうよろしゅうご

ざいますか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） では、これにて質

疑及び委員間討議を終結いたします。 

 ここで、執行部の入替えのため、暫時休憩いた

します。再開は１５分にいたします。 

－－－－－－○－－－－－－ 

午前１１時０６分 休憩 

午前１１時１５分 開議 

－－－－－－○－－－－－－ 

○委員長（近松惠美子さん） おそろいになりま

したようですから、休憩前に引き続き、委員会を

開きます。 

 それでは、議第９２号令和６年度玉名市一般会

計補正予算（第３号）を議題といたします。 

 これからは、産業経済部及び建設部所管の審査

を行ないますが、先ほどの勤労青少年ホームの解

体について、ちょっと補足説明をお願いします。 

○総務部長（𠮷田勇人君） 総務部長の𠮷田でご

ざいます。 

 先ほどの御質問の中で、勤労青少年ホーム、こ

れの解体について、新庁舎周辺が公共施設しか建

てられないというような御説明をいたしましたが、

そこは誤りでございますので、いわゆるこの新庁

舎周辺の建物の規制についてですね、ちょっと都

市計画のほうから説明をさせていただきたいと思

いますけど、よろしいでしょうか。 

○委員長（近松惠美子さん） お願いします。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 都市整備課長の

中尾です。 

 まず、この地域に関しましては、平成２６年３

月に第２種中高層住宅専用地域というところに指

定をしております。この第２種中高層住居専用地

域というのはどういったのが建てられるかっちゅ

うと、住宅ですとか、例えば店舗だったら二階建

て以下の１,５００平方メートル以下のもので、

事務所も同じく１,５００平方メートル以下で二

階建て以下のものが建てられることにはなってお

ります。 

 しかしながら、この地区には特別用途地区とし

て文化行政拠点地域を併せて定めておりますので、

その分でそちらのほうを優先して認めるというよ

うな方向性にはしております。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） ちょっと分かりに

くかったんですけど、何か質問ありましたらどう

ぞ。 

○委員（松本憲二君） すいません、松本です。 

 文化と。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 文化行政。文化

と行政施設です。 

○委員（松本憲二君） 行政施設。じゃ、教育な

んかは入っとらんわけですたいね。教育拠点とか。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 都市整備課、中

尾です。 

 教育拠点というても、行政拠点とみなされれば

行政拠点ということにはなるかと思いますけど。 

○委員（松本憲二君） すいません、松本です。 

 先ほど多田隈委員からもあったように、いい建

物で雨漏りとか若干、で、一時期あそこにタマ

にゃん教室を移そうとされたじゃないですか。し

かしながら、改修費用が莫大にかかり過ぎたとい

うことであったんですけれども、もちろんそうい

う指定を玉名市でしているかもしれないけれども、

地域の発展だったりとか、今後公共施設で、公共

施設というのはほとんどやっぱりいい建物が建っ

ていますよね。なかなか民間では建てきらんぐら

いの強度だったりとか、いい建物が建っていると

いうイメージなんで、その辺を利活用していただ

くという目的も含めた中で今後はいろんな公共施

設を処分するに当たっては、民間のやっぱり活力、

結局今、このグランドデザインの中でもしきりに

おっしゃっているのが官民連携でと、民間の力を

借りてと、民間のノウハウを借りてということも

しきりにおっしゃっているので、その辺は今後十
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分検討をしていって、条例なりを少しその解釈の

変更だったり、その辺も含めた中でですね、して

いっていただければありがたいなと思いますので、

よろしくお願いしておきます。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。この件についてはよろしいですか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） では、先ほどの産

業経済部及び建設部についての執行部からの補足

説明ございませんか。 

○建設部長（西原正信君） 建設部長の西原です。 

 建設部のほうから４ページ目の１事業と、７

ページ目の第２表、債務負担行為補正の（３）１

事業について所管の担当課長から御説明申し上げ

ますので、よろしくお願いいたします。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 都市整備課長、

中尾です。 

 予算説明書４ページをお願いします。補正予算

書は２５ページになります。 

 下から２番目の、３２番の街路事業で、玉名駅

平嶋線の用地先行取得に伴う道路改良事業等でご

ざいます。 

 この金額に関しましては、３,４００万円の補

正をお願いしているところですが、内容としまし

ては、本市の都市計画道路につきまして、岱明玉

名線完成後、令和３年から４年で見直しを行ない、

令和５年度から都市計画道路の優先整備路線の検

討を行なっております。 

 今年度中に公表の予定をしておりますが、その

中で最優先の路線が今回の玉名駅平嶋線になりま

す。 

 都市計画道路玉名駅平嶋線というのは、県道寺

田岱明線のハローワークの入り口から、かずやコ

スメディアの横、東側を通りまして、中尾の里を

突っ切りまして、山田のあさの歯科のところまで

の路線になります。その路線の一部について、宅

地分譲の相談がありまして、庁内協議を行ないま

した。 

 その結果、本都市計画道路で事業化を目指す状

況の中では、都市計画道路用地の先行取得を行な

うほうが、今後住宅が建築された後、用地取得す

るよりも有利と判断をいたしました。 

 今年度の予定としましては、用地取得後、宅地

分譲の開発に合わせて簡易舗装と道路側溝、及び

上下水道施設の布設を行ないます。 

 また、新年度、令和７年度に、本事業の事業化

に向けた概算要望等を行なって、事業化を目指し

たいと思っております。 

 説明は以上です。 

○土木課長（田上幸二君） 委員長。土木課長の

田上です。 

 土木課からは、債務負担行為について補足説明

をいたします。 

 予算資料の７ページをお願いいたします。 

 第２表、債務負担行為補正（３）排水ポンプ車

導入業務の６,５００万円は、近年線状降水帯に

よる大雨や、ゲリラ豪雨の頻発化に伴う深刻な浸

水被害が各地で発生している状況であり、これら

の浸水や冠水被害の防止・軽減を図るための排水

ポンプ車の購入費用になります。 

 購入予定の排水ポンプ車は、片吸い込み型の８

トン車であり、排水能力としましては、ポンプ１

台につき１分間に７.５トンの排水能力があり、

このポンプが４台１セットとなっているため、ポ

ンプ車１台で１分間に３０トンを排水する能力を

有しております。 

 これは、２５メートルプールの水を約１０分間

で空にできる能力であり、国土交通省菊池川河川

事務所が現在所有されております排水ポンプ車と

同等の能力になります。 

 また、現在近隣の自治体で唯一排水ポンプ車を

所有されている大牟田市に出向き、導入時の注意

点や運用状況などを教えていただきました。あわ

せて、ポンプメーカーとも協議を重ねているとこ

ろでございます。 

 これらの情報を基に、現在関係各課と協議や調
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整を図っているところであり、導入後には適切な

運用に努めてまいりたいと考えております。 

 なお、購入に当たっては、総務省の緊急自然災

害防止対策事業債を活用し、市の財政負担軽減を

図る計画でおります。 

 最後に、排水ポンプ車は契約後に製造を開始し、

納車までに約１年間かかるとのことでありますの

で、浸水被害を軽減させる体制を一日も早く構築

するために、本議会での債務負担行為の補正をお

願いするものでございます。 

 土木課からの説明は以上となります。 

 以上で建設部の補足説明を終わります。 

○委員長（近松惠美子さん） では、ただいまよ

り質疑及び委員間討議に入ります。 

 委員の皆様方から質疑ありましたらどうぞ。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾ですけども、ただい

ま土木課長が説明ありました排水ポンプ車の件で

すけども、これは業務委託か何かすっとですか、

運転については。 

○土木課長（田上幸二君） 土木課長の田上です。 

 その辺りも今協議中ではございますが、基本的

には業務委託の方向で考えております。 

 以上です。 

○委員（中尾嘉男君） 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

○委員（山下桂造君） ４ページの、今さっき説

明があった玉名駅平嶋線の用地先行取得に伴う道

路拡張工事ということで伺います。 

 もう以前から計画はされていましたけれども、

この路線、もう家も何軒も建っている状況の中で、

もうちょっと早くできたらよかったのになと思う

んですけれども、この設計業務委託ですが、７５

０万円ありますけど、これはどこからどこまでの

範囲の設計業務委託なんでしょうか。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 都市整備課長、

中尾です。 

 この分の設計業務委託に関しては、今回用地先

行取得をする部分に関する道路部分になります。

長さで、７５メートル部分の設計委託になります。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） よろしいですか。 

○委員（山下桂造君） いえ。 

○委員長（近松惠美子さん） どうぞ。 

○委員（山下桂造君） 実は７５０万円と書いて

あるものだから、かなり長いんかなと思ったら、

そんなにかかるんですね。設計業務自体がですね、

ということでちょっとびっくりいたしました。 

 今後の目的としてこの道路、何年後に完成させ

るような予定とかは立っているんでしょうか。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 都市整備課長、

中尾です。 

 この路線に関しまして、今現在立てている予定

といたしましては、令和７年度に概算要望を行

なって、令和８年度に詳細設計を行ないます。そ

れで、令和９年、１０年ぐらいで用地取得をして、

令和１１年、１２年に工事という予定をしており

ますが、国庫補助のつきようによっては長くなる

可能性はありますけど、今のところ一応設計から

５年を当初計画としております。 

 以上です。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 すいません、質問が悪かったです。今言われた

のは、この７５メートルの分についてそれだけか

かるということですよね。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 都市整備課長、

中尾です。 

 今、話した部分は、玉名駅平嶋線全線に関して

の説明です。 

 以上です。 

○委員（山下桂造君） 全線に関してもう、５年

ぐらいでできるという感じでされるわけですね。

分かりました。 

 以上で終わります。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 
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○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 補正予算資料のですね、３ページなんですけど、

ナンバー２４になりますけど、畑地化促進事業補

助金、県の補助金なんですけど、２５０万４,０

００円の補正を組まれております。 

 これは、私たちが聞くところによると、今まで

畑地化にしたいけど、なかなか予算枠がなかった

という話も聞くんですけど、それに対する対応な

のか、申請者数の全部がこの補助金に申請されて

分配できているのかお伺いしたいと思います。 

○農業政策課長（前田竜哉君） 農業政策課長、

前田です。 

 まず、１点目の質問、できなかったからという

補助事業じゃございませんで、国としていわゆる

農地の用途をはっきり、水田として今後も活用し

ていくか、もしくは畑として作付をしていくかと

いうことで、これは国の補助事業でございます。 

 申請に関して、これは昨年度に続いての今年度

の事業でございまして、国の要望調査に基づく玉

名市における全申請に対する補助金でございます。 

 以上です。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。分かりま

した。 

 一応、今市内の農家さんから上がってきている

畑地の申請は、全部網羅しているということで考

えてよろしいですか。 

○農業政策課長（前田竜哉君） 農業政策課、前

田です。 

 こちらにつきましては、本年６月に配分予定額

が通知されました農家１５件分全ての申請に応じ

た補助金の額でございます。 

 以上です。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。分かりま

した。ありがとうございます。 

 それと、引き続きよろしいですかね。 

○委員長（近松惠美子さん） どうぞ。 

○委員（多田隈啓二君） 説明資料の４ページな

んですけど、２６番のですね、森林保全事業の中

で、三ツ川地区における森林保険及び森林経営管

理、民有林の整備ということで、５５９万３,０

００円予算化してありますけど、この民有地も含

む整備というこの文言がありますけど、これはど

のような仕事でどのような事業内容なのかお伺い

したいと思います。 

○水産林務課長（小川昭彦君） 水産林務課長の

小川です。 

 今回お願いしております５８３万９,０００円

ですけども、整備の内容といたしましては、本市

に森林の業務を委託されました方々からの集積計

画を作成いたしましたので、その計画に基づいて

整備を行なうものでございますが、整備内容はで

すね、切捨て間伐、要はその場で伐倒してその場

に存置するという業務委託を予定しておるところ

でございます。 

 以上です。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 その業務委託先は、どなたがそれをされるんで

すか。 

○水産林務課長（小川昭彦君） 水産林務課長の

小川です。 

 委託先はですね、林業団体の皆さん方にお願い

するというふうな予定でおります。 

 以上です。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 林業団体ということなんですけど、例えばこの

所有は市民の方で、民間に対してのこういう補助

メニューがあるという考え方なんですかね。 

○水産林務課長（小川昭彦君） 水産林務課長の

小川です。 

 これはですね、森林経営管理制度が２０１９年

の４月１日に開始されております。これはですね、

今所有されている個人の方々が、今後の森林の経

営をどう行なっていくのか、個人的に自分で経営

をするとか、経営ができないので市のほうに委ね

たいとか、そういった意向調査を行ないまして、

市のほうにお願いしたいという方々を基にですね、
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この計画をつくって、その経営を承諾された方々

の計画に基づいてですね、５年間市のほうで管理

を行なっていくと。 

 その５年間に伴う保険料と、委ねられた４.８

９ヘクタールの整備に伴う委託料でございます。 

 以上でございます。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 その５年間過ぎたら、どうなっていくわけです

かね。 

○水産林務課長（小川昭彦君） 水産林務課長の

小川です。 

 この経営管理権の設定がですね、５年間となっ

ておりますので、その後は個人の方に帰属すると

いうことになっております。以上です。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 今、三ツ川区に限った話じゃなくて、ほかの地

域もありますけど、ほかの地域の個人的使用の森

林も、そのようにまとまった話が上がって、行政

との話合いの中でこういう事業が取り組まれてい

くということなのか、それと取り組まれていく今

後予定があるのかお伺いしたいと思います。 

○水産林務課長（小川昭彦君） 水産林務課長の

小川です。 

 これにつきましては、市内の人工林、杉・ヒノ

キの人工林を所有されている地区を１３ブロック

に、玉名市内全体を１３ブロックに分けておりま

して、先ほど申しました意向調査等を行なった上

で、１年間に１から５地区ずつ実施して、その翌

年度に間伐を行なうというふうな計画でおります

ので、１３地区が全て終わるのが、大体令和１４

年度を予定しているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（多田隈啓二君） 分かりました。ありが

とうございます。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 今の森林整備についてなんですけど、これは木

を切り倒してそのまま放置するわけですか、そこ

に。切った木はどぎゃんすっとですかね。 

○水産林務課長（小川昭彦君） 水産林務課長の

小川です。 

 林業の盛んな地域ではございませんで、持ち出

す林道の道路ですね、そういったところもござい

ませんので、切捨て間伐という事業もございます。

要は、密集度がちょっと多いところとか、日が入

らんで下草が生息しないとか、そういった状況が

悪いところをですね、選定して、ある程度安全な

場所に集積して存置するというふうな計画でおり

ます。 

 以上でございます。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 山があるところ自体がですね、山の下流方向に

農地とか宅地、民家とか全くないところならとも

かく、やっぱそういうものがあるとですね、木ば

切った後にそのまましておくと、山に降った雨の

流れが変わるとですよ。それで、例えば今までは

違うほうに流れよったつが、宅地のほうに流れ込

んでくるとか、あるいは畑のほうに流れ込んでく

ると。そういったことで、実際、最近の大雨でで

すね、土砂崩れしたとこがあっとですよ。 

 切った後、そのまましてあるけん、ある程度大

きな木は持っていくけど、小さいのをそのまんま

してあるけんですね、水の流れが変わって、実際

崩れたときに、そこに登っていってですよ、私見

たんですよ。 

 そしたら、違う方向に流れる道筋があっとです

けど、宅地のほうに流れるように水がどんどん来

よったですよ。 

 ですから、やっぱそこら辺もあるけん、十分

切った後の水害被害がないような対策というのは

せんといかんかなとは思うとですけど、全く考慮

せんでよかっですかね、そういうのは。 

○水産林務課長（小川昭彦君） 水産林務課長の

小川です。 

 そういった安全面につきましてもですね、林業
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の専門の方にですね、業務委託をする予定でござ

いますので、そういったところを分散させて集積

させるとか、そういった下流側の民家等、そこら

辺も考慮しながらですね、安全な場所に集積する

というふうなことを指導していきたいなと思って

いるところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（前田正治君） 前田です。分かりました。 

 予算書の４ページのナンバー３３、空家等対策

推進事業、この中身を説明してください。 

○住宅課長（西 正宏君） 住宅課長の西です。 

 今回、空家等対策推進事業としまして、１０６

万７,０００円の増額をお願いしております。補

正の内訳としましては、時間外手当９０万円、消

耗品費１４万９,０００円、備品購入費１万８,０

００円でございます。 

 ４月から住宅課に空き家対策業務を一元化した

ことで、利活用や解体・除却の相談などに対して

助言や判断、ワンストップで対応が可能になって、

空き家でお困りの方に対しては迅速な対応ができ

るような組織として成り立っております。 

 また、時には司法書士への無料相談をマッチン

グすることでですね、不安に思われたところもで

すね、解消はできているところでございます。 

 しかしながら、昨年空き家法の改正がございま

して、空き家の増加問題などがテレビ、新聞など

で取り上げることが非常に多くなっておりまして、

市に対する相談・苦情件数が急激に増えており、

まだ半年たっておりませんが、新規の依頼だけで

昨年の１年分の依頼件数を超えて、今日決裁をし

たんですが、１７０件ほどになっている状況でご

ざいます。 

 昨年が８４件でしたので、そういった分のダブ

ルカウントではなくて、新規の相談・苦情がもう

１７０件に達しておると。 

 時間外の必要になってきている主な要因はです

ね、日中が電話と窓口に毎日のようにいらっしゃ

いますので、それの業務の相談記録であったり面

談記録、また空き家の苦情に対し所有者、相続人

への空き家に関するお願いの文書を発送する必要

がございます。 

 そういったことがですね、今後もさらに増え続

けるというところを見越しまして、１０月からの

半年分で９０万円というところでお願いしている

ところでございます。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 相談の中で、法律も変わったということですけ

ど、空き家を解体したいというような相談もやっ

ぱ増えたっでしょうか。 

○住宅課長（西 正宏君） 住宅課長、西です。 

 相談件数の今年、新規分でですね、解体・除却

に関する御相談というのは６６件ございます。 

 今実際に解体が行なわれておりますが、その

キャンセルを待っている方が六、七件いらっしゃ

るような状況でございます。 

○委員（松本憲二君） ちょっと関連でよかです

か。 

○委員長（近松惠美子さん） よろしいですか。

前田委員はいいですか。どうぞ。 

○委員（松本憲二君） すいません、関連でお願

いします。 

 今、課長が非常に、件数が昨年は８４件だった

のが、今現在で１７０件ほどの申請ということで、

窓口業務と電話の対応ということで、この時間外

手当で９０万円というのは結構な額だと思うとで

すよね。 

 くらしサポート課あたりでも、ここに載ってき

ているのでも４５万円程度なんですよ。これって

人数的には今何人で対応しよんなっとですか。こ

の空き家対策に関しては。 

○住宅課長（西 正宏君） 住宅課長、西です。 

 ４月１日からですね、職員が３名、会計年度が

１名、計４名でございます。 

○委員（松本憲二君） すいません、松本です。 

 課長から見てそれで、職員的には４名で十分対

応ができているというような状況ですか。それと
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もちょっと残業がやっぱり頻繁に多くなっている

ような状況なんですかね。 

○住宅課長（西 正宏君） 当初予算でですね、

４５万円ほど予算があったんですが、実際４月、

５月、６月、除却の申請が殺到をやはりいたしま

した。そこで落ち着くのかなというふうに思って

いたんですけれども、やはりその後、新聞で空き

家の件数が伸びています、こういうふうな利活用

をしていますというのが全国的にいろんな番組で

とられるようになり、恐らく来週の２５日に、空

き家の件数が総務省から市町村ごとの発表が予定

されております。 

 熊本県の県ごとの数値は発表されているんです

が、それと同じような推移で増えるとなるとです

ね、４,４１０件だった５年前の調査結果から、

恐らく５,０００件を超える空き家というふうな

発表が、推計ですけどされる見込みでございます。 

 そういった報道とかがあるとですね、やっぱり

心配されたり、あと近隣からの苦情というのがや

はり相当増えてきて、空き家自体よりもですね、

そこに生えている樹木、こういったものが相当数

増えてきております。 

 そこに、未登記物件がかなりございまして、そ

この相続関係を調べる業務も職員でやっておりま

すので、そういった業務がどうしても日中できず、

それが残っていくというふうなのが増えてきてい

るという状況でございます。 

○委員（松本憲二君） すいません、松本です。 

 玉名市の中でも、商店街の中で１件その家屋が

倒壊して通行止めにせんといかんだったという件

もあったじゃないですか。 

 今、課長がおっしゃったように、報道機関なん

かでも、この空き家はその危険な状態ということ

も非常に言われている中でですね、玉名市として

も、先ほど課長がおっしゃったように、５,００

０件を結局超えるような空き家が増えているとい

うような状況なので、ここはですね、国の補助金

もありますし、ましてや玉名市の単独補助もつけ

ているような状態で、それだけ要望があるんであ

ればですね、そこはきっちり対応できるような体

制づくりを、総務部長もいらっしゃいますので、

人員をですね、そこには回して、対応していくと

きにはやっぱ早急に、何というですかね、報道で

いっぱいされよるもんだけんですね、そこには敏

感に反応をしていただきたいなというふうに思い

ますので、よろしくお願いしておきます。 

○総務部長（𠮷田勇人君） 総務部長の𠮷田でご

ざいます。 

 今年度４月に、空き家に関する業務をですね、

１か所に集約いたしました。年度当初は、職員３

名と会計年度１名で始めておりますけども、今年

度の１年間の状況を見ながらですね、そこは市民

の方の需要が当然増えてきていますので、それは

十分検討してですね、人員体制にも反映はさせて

いきたいと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（松本憲二君） すいません、松本です。 

 １年間を見てと言わずに業務が、非常に厳しい

ところであれば、途中でアルバイトなり入れて、

人員を補足していただければもっともっとスムー

ズに進むと思いますので、よろしくお願いしてお

きます。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかに何かござい

ませんか。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 ７ページの債務負担行為の中で、先ほど説明が

ありました排水ポンプ車のことについてお尋ねし

ます。 

 これは、１台のトラックにポンプが４つつい

とって１セットで、それを購入されるということ

だったですよね。そら、年間の維持費は大体どれ

くらい見てあるんでしょうか。 

○土木課長（田上幸二君） 土木課長の田上です。 

 おっしゃられますとおり、１台の排水ポンプ車

に４つのポンプを装備しております。 

 年間の維持費でございますけれども、１年間に
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通常点検が１回、簡易点検が１回、２回をポンプ

メーカーのほうからは推奨されております。その

金額としましては、毎年その点検費用に約１００

万円ほどかかる予定でございます。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 これは１台に、何というかな、このポンプ車を

投入せんといかんような場所というのは、どぎゃ

んとこば想定してあっとでしょうかね。 

○土木課長（田上幸二君） 土木課長の田上です。 

 委員おっしゃいますように、このポンプ車を使

用できるところと申しますのは、あくまでも浸

水・冠水箇所に対して、その近くに河川などの排

水先がある場合になります。当然、その河川など

の排水を行なう場合には、河川管理者の許可も必

要となります。 

 ただ、しかしながら、令和３年度に国土交通省

の排水ポンプ車をお借りしまして、溝上地区のほ

うで菊池川に排水を行なったわけなんですけれど

も、そちらについても効果を確認できております

ので、十分排水ポンプ車の有効な活用が考えられ

るかと思います。 

 以上でございます。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 実は、もう随分前ですけど、私の地区も国土交

通省に言うて、あれば要請はしよったっですよ、

すぐ持ってきてくれと言って。ところが今は、排

水ポンプをもう２台つけてもらいましたので、今

はもう要請することはありませんけど、あんまり

勝手に要請するなというて、土木課から怒られ

よったっですけど。確かにあれば、地域住民は安

心ですよね。 

 それと、住民の皆さんから連絡が行ってすぐ要

請するという、何というかな、スピード感という

か、いや、それはあっちに言うてくれ、こっちに

言うてくれて、いろいろたらい回しされるとです

ね、水はもうどんどん増えてきよっとにですね、

もう何ていうか、頭に来っとですよね。 

 ですから、そういったポンプ車を要請するに当

たってのルールというのを、やっぱりきちんとス

ムーズにいくようなルールをですね、決めといて

ほしいなと思います。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにはよろしゅ

うございますか。 

○委員（松本憲二君） すいません、松本です。 

 ちょっと今のに関連してですけども、この排水

ポンプ車、私も一般質問でさせてもらった経緯も

あります。 

 そんな中で、結局これは今回は玉名市で全体的

に、先ほど課長がおっしゃられたように、溝上で

もう実証実験済みということでですね、国交省か

ら持ってきてもらったときですね。 

 これは、もしですよ、天水地区に使用するのに

限ってということであればですよ、これ、何とい

うんですかね、要するに過疎債で購入ばでくっと

ですか。 

○土木課長（田上幸二君） 土木課長の田上です。 

 今回活用しようと思っております緊急自然災害

防止対策事業債と申しますのは、過疎債と同等の

充当率や交付税措置率がございますので、７０％

は交付税が返ってくるものと考えております。 

 以上でございます。 

○委員（松本憲二君） 分かりました。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにはよろしい

ですか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） では、これにて質

疑及び委員間討議を終結いたします。 

 ちょっと下水道の方も来ておられますので、

ちょっとお昼に入りますけど、続けていいですか。 

 では、次に議第９４号令和６年度玉名市公共下

水道事業会計補正予算（第２号）を議題といたし

ます。 

 執行部からの補足説明はございませんか。 

○企業局長（池本秀一君） 企業局の池本です。 
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 議第９４号令和６年度玉名市公共下水道事業会

計補正予算（第２号）につきましては、補足説明

はございません。 

 以上でございます。 

○委員長（近松惠美子さん） 補足説明なしとい

うことですので、これより質疑及び委員間討議に

入ります。ありませんか。ございませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） では、これにて質

疑及び委員間討議を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 議９４号について、討論はございませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） 討論なしと認めま

す。 

 これ採決に入ります。 

 議第９４号令和６年度玉名市公共下水道事業会

計補正予算（第２号）については、全員一致を

もって可決することに御異議ございませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） 異議なしと認め、

さよう決定いたしました。 

 これで、執行部入替え、昼食休憩のために休憩

いたします。再開は午後１時からいたします。お

疲れさまでした。 

－－－－－－○－－－－－－ 

午前１１時５４分 休憩 

午後 １時００分 開議 

－－－－－－○－－－－－－ 

○委員長（近松惠美子さん） 始めますけど、よ

ろしいですか。休憩前に引き続き、委員会を開き

ます。 

 議第９２号令和６年度玉名市一般会計補正予算

（第３号）を議題といたします。 

 これからは、健康福祉部所管の審査を行ないま

す。 

 執行部からの補足説明はございますか。 

○健康福祉部長（中川由美さん） 健康福祉部長

の中川でございます。 

 保健予防課分につきまして、補足説明がありま

すので、担当課長より説明いたします。 

○保健予防課長（村上洋治君） 保健予防課長、

村上でございます。 

 １件だけ補足説明をさせていただきます。 

 説明資料の２ページの中ほどです。３款の１２

番をお願いいたします。予算書は２０ページの中

ほどでございます。そこの１２番、横島総合保健

福祉センターゆとりーむ管理運営事業で、６６０

万円の補正をお願いするものでございます。 

 これにつきましては、ゆとりーむの温水プール

室の暖房機器が、このたび故障したことが判明い

たしましたので、その修繕費をお願いするもので

ございます。 

 この暖房機器は、ゆとりーむのプール室の二階

の機械室にございまして、やや特殊な空調機器で

ございまして、巨大なラジエーターのような熱交

換器の配管内部に温水が流れております。プール

室から取り込んだ空気を、この熱交換器に当てて

空気を温めて、その温めた空気をプール室の天井

の排気孔から、プール室の全般に空気を流し込む

という仕組みでございます。 

 本年６月、この空調機の本体の配管が腐食して、

一部漏水していることが判明いたしました。配管

の補修については、一応不可能ということで、こ

の熱交換器部分の一式を交換する必要があるとい

う業者との現地調査の結果、そういった結論に

至っております。 

 このゆとりーむの温水プールでございますが、

そもそもここに暖房が必要かということでござい

ますが、大体毎年室温が低くなるおよそ１１月頃

から翌年の４月頃まで、この間は基本的には暖房

を稼働させているような状況でございます。 

 この空調機については、平成１１年ゆとりーむ

のオープン以来、今回が初めての修繕でございま

して、２５年が経過しております。 

 メーカーによりますと、この空調機の耐用年数
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自体が１５年程度という見立てでありまして、明

らかに故障の原因は経年劣化によるものと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○委員長（近松惠美子さん） 補足説明が終わり

ました。これより質疑及び委員間討議に入ります。 

 皆様から質疑ございませんか。 

○委員（松本憲二君） すいません、今のちょっ

とゆとりーむの。今、課長のほうからは、それは

暖房施設だけと、暖房だけと。ゆとりーむは冷房

が入っているんですよね。この結局機械が１台で

６６０万円するわけじゃないですか。冷房機は

じゃ、普通のどこにでも置いてある冷房機みたい

な感じなのが、ゆとりーむには据わっとっとです

かね。 

○保健予防課長（村上洋治君） 保健予防課長、

村上でございます。 

 この暖房機はというのは、くれぐれもプールの

部屋、プールの空間を温めるだけの装置というこ

とでございます。 

○委員（松本憲二君） すいません、松本です。 

 暖房機だけで６６０万円ちゅうとは、ちょっと

高過ぎはせんとかなと思うとですよね。同じ、現

行ので、あくまでもこういう予算というか見積り

ば取っとなはるけん、こういう値段になっとかな

と思うとですけども、結局広さとかで今の冷暖房

機というのがあるじゃないですか、普通に。普通

の結構広い公民館にでもこうやって設置するよう

な、結局あれとはその何というかな、比較対照と

いうかは、結局されてないんですか。 

○保健予防課長（村上洋治君） 保健予防課長、

村上でございます。 

 くれぐれも、ここはプールの部分の暖房機とい

うことで、ずっとオープン当初からやってきて、

おります。 

 やはりプール室の空間、確かに温水プールであ

りますので、そんないわゆる真冬でも物すごく寒

いとかというわけではございませんが、一応室温

が２６度あたりを目安に、それ以下になったら、

一応プールで基本的に着衣も皆さんしておられま

せんので、スイッチをオンにしているような状況

でございまして。 

○委員（松本憲二君） そうですか。 

○保健予防課長（村上洋治君） はい。そういっ

たことで、冬はやはりある程度暖める必要がある

ということで、いわゆる普通の冷暖房機ではなく

て、この温水。 

○委員（松本憲二君） いやいや、課長が言って

らっしゃることは分かります。僕が聞き方が悪か

つかな、普通の今までの、結局既存の据わっとっ

た暖房機と同じので、結局これ積算ばされとっで

しょう。結局、そこのメーカーにだけ問合せをし

て、この金額というとが多分出てきとっと思うわ

けですよ。同じメーカーに問合わせをして。 

 じゃなくて、今はこれだけ高温になって、冷房

は入っとっとですよね。そこばちょっと確認しよ

うごたっとですけど。そのプールの中、プール室

内は、全部その冷房は入ってないんですか。 

○保健予防課長（村上洋治君） 保健予防課長、

村上でございます。 

 冷房は装置は入っておりません。 

○委員（松本憲二君） いや、何回か行ったこと

あっとですけど。 

 じゃ、すいません、ちょっと松本です。 

 そしたらですよ、結局既存のあるメーカーに見

積りばさせて、この６６０万円という金額が多分

出てきとっと思うとですよ。 

 そうじゃなくて、もうちょっとほかのメーカー、

今は防水型であったり、もうそういうわざわざお

湯ば循環させてする暖房じゃなくて、普通の外気

を取り込んでの暖房とか、そういうのでもし、設

置場所で小スペースで金額がもし安かったらです

よ、そういう比較検討をやっぱしていただかんと、

何か今課長の説明では、今ついている暖房機の

メーカーにあくまでも相談をして、そこを入れ替

えますよというんであれば、それは随意契約と全
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く一緒んごつなって。 

 だけん、そうじゃなくて、やっぱり予算という

とは削減ばできるところは削減ばせんといかんと

だけん、いろんな多種多様なメーカーに、まず見

積りをしてからするのが当然だと思うんですけど、

その辺はどがんですか。 

○保健予防課長（村上洋治君） 保健予防課長、

村上でございます。 

 実は、もちろん現場調査は現地確認しておりま

すが、基本的にはそこの二階の部分の機械室とい

うのがございまして、そこの中にまずプールから

の空気を取り込んで、例えば送風ファンという

ファンですね、最初送風ファンを通してこの当該

熱交換器の温水で空気を温める、その空気をまた

機械室の外のプール室に、その一連の何と言いま

しょうか、機械室の中のある意味この熱交換器一

部分ということになりますので、ちょっと。 

   ［「課長、お湯ば利用しよっと、お湯ば。

それば言わな、分からん」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） 今、その説明だっ

たんですよね。お湯を利用していますという。 

○保健予防課長（村上洋治君） その熱交換器の

中に温水が流れておりますので、その周りの空気

を温めて、それを。だから、機械室一体的なもの

として、なかなかこの熱交換器だけの別の見積り

といいますかは、正直しておりませんで、一体的

なものの装置として、考えております。 

○委員長（近松惠美子さん） 今の質問は、それ

はそれでもうやめて、別のメーカーを取り付ける

場合幾らになるかというふうなことをしています

かという質問ですね。 

○委員（松本憲二君） それも比較ばしてもらわ

んと。じゃ、そのしゃんむりでん。 

 じゃ、すいません、松本です。 

 そらもちろん温水を使ってるというのは分かり

ます、分かります。機械室の中に入って空気を取

り込んで、またそこからのをファンで出すという

のも分かります。 

 しかしながら、今はいろんな様々なメーカーで、

そういうお湯を取り込まんでももうちょっと、結

局この横島のゆとりーむのプールの広さを見て、

機械室に入れんでも、このプール内の室内のここ

とここに設置をしていただいて、防水型ですので、

別に水がかかっても大丈夫ですよということで、

結局これぐらいの広さだったら何度までだったら

結局３００万円ぐらいの機械で十分間に合います

よということであればですよ、わざわざそれは

しゃんむりでん、お湯ばわざわざ通してからせん

でも、同じ空間ができるのであれば、２７度、２

８度を保てる空間ができるんであれば、ほかの

メーカーのも比較をしていただかんと、したほう

がいいんじゃないですかて僕は聞きよるわけです

よ。 

 しゃんむりでん、そのお湯を使ってのどうのこ

うのじゃなくてですよ。 

○保健予防課長（村上洋治君） 保健予防課長、

村上でございます。 

 今の副委員長御指摘の内容については、ほかの

調査というか、比較はしておりません。あくまで

もこの機械室の一部分の交換、修繕ということで

考えておりました。 

○委員長（近松惠美子さん） 比較して安いのが

あればそれを検討するけども、なければこれでい

くということでいいですか。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけど、結局熱交

換器の全体の冷暖房システムというのがあって、

その中の一部の機能を入れ換えるという話なんで

すね。 

 分かりました。で、今、松本委員が言うてある

のは、２つだと思うんですね。一部は、ほかの

メーカーでの比較検討、及び、２つ目が、全部ば

暖房システム自体ば、全部ば入れ替えるので６６

０万円以下がないかという話なので、そこの２つ

というのは、今後またもう一度検討されるという。 

○委員（松本憲二君） いや、ばってん、もうこ

こに出とるけん、もう予算が。 
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○委員（大野豊重君） ああ、そうか。出とっと

か。どがんすっとですか。 

○副市長（村上隆之君） 副市長の村上です。 

 松本委員から質問がありました。ほかのメー

カーでも、あの広さのやつを検討したほうがいい

のではなかろうかというふうなことで、確かにそ

ういう視点も必要だろうというふうに思います。 

 一応、暖房機だからですね、安価にできるかな

という気もいたしますが、先日武道館のほうの冷

房、空調のほうをやりましたところ、やっぱり一

階、二階、それぞれの広さでも、やはり高圧とか

電源の再度の引き直しとかで、やはり数千万円か

かります。 

 それで、どれだけになるのかというのは、やは

りそういう視点も必要ですから、検討はさせたい

というふうに思います。 

 ただ、６００万円でできるんであれば、恐らく

こっちのほうが安いのではなかろうかなという私

は認識を持っております。あれだけプール、広い

室内を、暖房の機器で温めるというのは、相当な

やはり需要が必要だというふうに思いますので、

ただ検討はさせたいというふうに思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（近松惠美子さん） よろしいですか。 

○委員（松本憲二君） はい、よかじゃん、もう。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございます

か。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 ３ページの１７番の不妊治療のとこなんですけ

ど、増加してきているということで、どれぐらい

増加してきよっとですか。 

○保健予防課長（村上洋治君） 保健予防課長、

村上でございます。 

 増加ということで、そうですね、過去令和２年

の数字から年度ごとに申し上げます。 

 令和２年が２１件、令和３年が２３件、令和４

年が１０件、令和５年が９件でございます。今年

が、今の時点、本日現在で１１件ございます。 

 今申し上げましたとおり、一応令和４年、令和

５年は、件数自体これはかなり申請は少なくなっ

ておりますが、これはいわゆる御案内のとおり、

そもそも不妊治療が保険適用になった年度でござ

います。その辺りで一旦は少なくなっております

が、少なくとも昨年度、おととしに比べれば、そ

うですね、約２倍のペースで増えておりますので、

今回補正をお願いするところでございます。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 令和４年から保険適用になったんですかね。保

険適用になった分は助成しよるということですよ

ね。で、４万円ぐらいだったですよね、これ４万

円。で、何回もする人もいるじゃないですか。と

いうことは、４万円に行くまでは助成してくれる

ということですか。 

○保健予防課長（村上洋治君） 保健予防課長、

村上でございます。 

 はい、１つの年度での最高が４万円ということ

で、何回であっても上限が４万円に達するまで、

最高４万円の助成ということでございます。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 今度２人目とかいったら、もうないということ

ですか。１夫婦に対して４万円ということですか。 

○保健予防課長（村上洋治君） 保健予防課長、

村上でございます。 

 １夫婦で４万円で、例えば子どもさんが生まれ

たと、その治療で。次の２人目はまた。 

○委員（北本将幸君） また４万円。 

○保健予防課長（村上洋治君） はい。 

○委員（北本将幸君） 了解しました。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

○委員（德村登志郎君） 德村です。 

 資料３ページ、４款１６番のですね、がん患者

ＱＯＬ向上事業、こちらの詳細をちょっと教えて

いただけますか。 

○保健予防課長（村上洋治君） 保健予防課長、

村上でございます。 
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 失礼しました。お待たせしました。このアピア

ランスケア推進事業ということで、これはがんの

患者さんのがん治療に伴う心理的で経済的な負担

を軽減するとともに、大事なところが、社会参加

を促進し、療養生活の質の向上を支援することを

目的としているものでございます。 

 つまり、がん治療、特に放射線治療とかで髪の

毛あたり、外見の変化、それを補完するためのウ

イッグやあるいは胸の調整具でありますとか、そ

ういった購入費用を助成するものでございます。 

 非常に、この問合せといいますか、私どもの窓

口とかあるいは「市政にアプローチ」あたりとか、

この件についての問合せが今年度とか大分多く

なっておりまして、今回本市といたしましても助

成に踏み切ったところでございます。 

 あと、この補助の対象経費でございますが、こ

の医療用ウイッグ及び胸の補正具等々の購入に要

した費用について、補助率は購入費用の２分の１

まで、なおかつ上限が１回２万円までという助成

額でございます。なお、２分の１は県からの補助

事業ということになっております。 

 あと、今回この積算でございますが、ウイッグ

等につきましてが約２０人を見積もっております。

あと、胸とかの調整具、これは一応積算が４人と

見積もっております。 

 以上でございます。 

○委員（德村登志郎君） ありがとうございます。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございます

か。 

○委員（松本憲二君） 関連でよかですか。 

○委員長（近松惠美子さん） どうぞ。 

○委員（松本憲二君） すいません、松本です。 

 今、課長がおっしゃったこのウイッグとか乳房

補正器具、このアピアランスケアに関して、非常

に問合せが多いということもあるので、県北あた

りに行ったら、ちょうど置いてあるところがあり

ますもんね。 

 だけん、そういうところでも貼り紙じゃないで

すけど、玉名市ではこういう補助制度をやってい

ますというようなのを、ポスターなんかをつくっ

ていただいて、啓発活動というかですね、市の医

師会あたりにも、病院に全部こういうのがありま

すよということで、啓発活動を全体的にやってい

ただいたら、そこの病院で結局診断をされるわけ

ですから、そういうのもちょっとやっていただき

たいなと、これは要望です。 

○委員長（近松惠美子さん） よろしくお願いし

ます。 

 ほかにはございませんか。 

○委員（𠮷田真樹子さん） 𠮷田です。 

 ３ページの１７番の不妊治療のところで、これ

４１歳までとなっていたと思うんですけど、これ

何歳ぐらいの方から申請されるのかなと思いまし

て、年齢。 

○保健予防課長（村上洋治君） 保健予防課長、

村上でございます。 

 年齢につきまして、そして申請した方の内訳を

申し上げます。 

○委員（𠮷田真樹子さん） 何歳から、４１歳ま

でですよね。 

○保健予防課長（村上洋治君） 上は、治療を開

始した時点で満４０歳まで。４１歳になった方は

もうちょっと御遠慮いただくということですね。 

 以上でございます。 

○委員（𠮷田真樹子さん） 若い方で、何歳ぐら

いからの申請があっていますか。 

○保健予防課長（村上洋治君） 保健予防課長、

村上でございます。 

 過去３年ぐらい見てみますと、２０代の方が過

去３年で４名ほどいらっしゃいます。３年で４名

でございます。次はもう３０代の方が一番多くて、

過去３年で１８人ほどいらっしゃいます。 

○委員（𠮷田真樹子さん） ありがとうございま

す。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 
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○委員（山下桂造君） 山下です。 

 先ほど話題に上っていた温水プールの暖房機の

修繕の件なんですけれども、包括管理が玉名市始

まっていますが、この故障については包括管理の

方が見つけられたんだろうか、それともそこの職

場の方が見つけられたんだろうかと思って、

ちょっと伺いたくて。 

○保健予防課長（村上洋治君） 保健予防課長、

村上でございます。 

 現場の機器の異常を最初に見つけたのは、もう

指定管理者であるゆとりーむの、社会福祉協議会

の職員でございます。 

○委員（山下桂造君） いいです、了解しました。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにはございま

すか。 

○委員（前田正治君） ２ページのですね、ナン

バー１４、生活保護総務費の中で、相談件数増加

等に伴う時間外勤務手当の増なんですけど、この

内容というか中身を説明してほしいんですけど。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課、平田です。 

 まず、令和６年に入りまして、１月、２月から

相談等の増加が見られまして、今年度４月以降も

増加が続いている状況です。 

 昨年の４月から８月まで、昨年同時期と比較し

まして、今年度は相談件数が２倍、生活保護の申

請件数が１.５倍、開始件数は１.８５倍というふ

うに、ちょっと予想を超える増加が見られており

ます。 

 相談はですね、最初、会計年度職員の面接相談

員が面接を行なうんですけれども、その相談員だ

けでは受け切れない状況が出てまいりました。 

 ですので、１からの面接もですね、ケースワー

カーが担う、また当然申請があればその調査であ

るとか、その業務が出てまいりましたので、予想

を超える部分についての時間外手当というふうに

なります。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 申請に伴う調査の場合に、例えば玉名市外に調

査で行くとか、やっぱそういったことも増えよっ

とですかね。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課、平田です。 

 今回の相談、申請増に限らずですね、当然市外

に調査に行くことはございます。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 じゃ、今回に限ってそういった出張での調査と

いうのは、非常に増えとるという状況じゃなか

ばってん、実際相談はいわゆる５時まででしょう。

だけん、その整理、記録とか、そぎゃんとでやっ

ぱ残業してこなしよっとかなていうふうに思うわ

けですね。 

 だけん、そういった業務が、やっぱ相談が増え

ることにつれて、そういった業務をもう時間外に

せんといかんようになってきよっとかなて。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課、平田です。 

 この増加分を考えずに、今までもですね、どう

しても日中は、医療機関訪問であるとか実地調査

であるとか、いろんな関係先調査で現場に出て、

業後にですね、その記録をまとめるということも

ありまして、時間外手当は今までもついておりま

した。 

 今回、相談数、また結果的には保護開始件数が

増えますので、その分当然また訪問であるとか、

それに伴う記録作成が出てまいりますので、その

分の手当ということになります。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 保護の申請があって、保護を開始するまでの期

間というのは、もう従来どおりというふうに思っ

てよかですかね。２週間以内とか。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課、平田です。 

 はい、２週間以内に決定をいたしております。
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今後もそれを遵守して、原則ですね、例外も出て

くるとは思いますけれども、遵守してまいりたい

と思います。 

○委員（前田正治君） 分かりました。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。ありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） では、これにて質

疑及び委員間討議を終結いたします。 

 次に、議第９３号令和６年度玉名市介護保険事

業特別会計補正予算（第２号）を議題といたしま

す。 

 執行部からの補足説明はございますか。 

○健康福祉部長（中川由美さん） 健康福祉部長、

中川です。 

 こちらにつきましては、補足説明はございませ

ん。 

○委員長（近松惠美子さん） 補足説明なしとい

うことです。 

 これより質疑及び委員間討議に入ります。委員

の皆様、質疑ありましたらどうぞ。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） では、質疑及び委

員間討議を終結いたします。 

 ここで、これより討論に入ります。 

 議第９３号について討論はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） 討論なしと認めま

す。 

 これより採決に入ります。 

 議第９３号令和６年度玉名市介護保険事業特別

会計補正予算（第２号）については、全員一致を

もって可決することに御異議ございませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） 異議なしと認め、

さよう決定いたしました。 

 ここで執行部入替えのため、暫時休憩いたしま

す。再開時間は、１時３５分からです。 

－－－－－－○－－－－－－ 

午後 １時２９分 休憩 

午後 １時３５分 開議 

－－－－－－○－－－－－－ 

○委員長（近松惠美子さん） では、お集まりに

なったようですので、休憩前に引き続き委員会を

開きます。 

 それでは、議第９２号令和６年度玉名市一般会

計補正予算（第３号）を議題といたします。 

 これからは、教育部所管の審査を行ないます。 

 執行部からの補足説明はございますか。 

○教育総務課長（石貫誠哉君） 教育総務課長の

石貫です。 

 補足説明が１件ございますので、よろしくお願

いします。 

 補正予算資料のナンバー４０番、築山小学校第

２仮設プレハブ校舎借り上げについて補足説明を

させていただきます。ページはすいません、ペー

ジ５ページになります。 

 まず、校舎建て替え、改修などの全体的な状況

について説明いたします。 

 築山小学校については、学校施設長寿命化計画

に基づきまして、築４５年以上経過している特別

教室棟と体育館の建て替えと併せてプレハブ校舎

の解消に向けて基本設計を行なう時期が到来して

おりますけども、直面する老朽化した施設の整備

のみならず、将来の学校の施設配置というものを

考えた全体計画、これをしっかりと策定した上で、

計画的に施設整備を進めていくことが最善である

ということで、これを進めている現状になります。 

 そして、全体計画の進捗につきましては、現在

土木課で検討している山田川の付け替えに伴う河

道計画の案、これが近くその概要が出ていますの

で、その結果を基に築山小学校の配置計画全体構

想、これに本年度着手する予定でございます。 

 本題に入りますが、最初に築山小学校の教室の

使用状況についてになりますが、今年度の状況を

申し上げますと、通常学級が１、２、４年生、こ
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ちらが４クラスずつ、３年、５年、６年が３クラ

スずつで計２１クラス、それと特別支援学級、こ

ちらのほうが５クラスございます。 

 そのうちで３年生の３クラス、こちらがプレハ

ブ校舎を現在使用しておりまして、さらに特別支

援学級は１つの教室に間仕切りをして２クラスに

分けて授業を行なっている学級が４クラスござい

ます。 

 そのような中で、授業に足が向きにくい児童を

受け入れる場所として保健室とか会議室、こちら

のほう活用せざるを得ない状況が続いております。

この教室不足は、児童だけでなく教職員にも影響

を及ぼしている状況になっております。 

 そして、来年度になりますけども、新入学の児

童数が今１２０人ほど見込まれておりまして、１

年生で来年度４クラス必要になります。ところが、

今年度卒業する６年生が３クラスであることから、

通常教室のほうが不足することになります。 

 したがいまして、この不足する通常教室の確保、

それと併せて特別支援学級の学習環境の改善が急

務であるということから、今回このプレハブ校舎

の借り上げでこれに対応するものになります。 

 場所や建物につきましては、建築基準法の延焼

ラインを確保する必要があることから、校舎北側

の小運動場、校舎と学童保育の間になりますが、

そちらに二階建て、一階２教室、二階２教室の４

教室、延べ床面積で５００平方メートルのプレハ

ブ校舎を建てる計画でございます。 

 なお、補正予算資料のナンバー３７になります

が、こちらのうち築山小学校第２仮設プレハブへ

の無線ＬＡＮ増設業務委託がございますけども、

こちらのほうは今申し上げましたプレハブ校舎に

おいて、デジタル教科書やタブレット端末などを

使ったＩＣＴ教育を行なうために必要なネット

ワーク環境を整備するための経費ということにな

ります。 

 最後に、令和７年度以降５年間のリース料及び

解体費につきましては、補正予算資料７ページの

第２表、債務負担行為の（４）のほうで計上して

おります。 

 教育部からの補足は以上になります。 

○委員長（近松惠美子さん） では、これより質

疑及び委員間討議に入ります。 

 委員の皆さんより質疑ございませんか。 

○委員（山下桂造君） ５ページの３５番、連絡

システム「すぐーる」とはどんなものなんですか。 

○教育総務課長（石貫誠哉君） 教育総務課の石

貫です。 

 「すぐーる」といいますのが、保護者との連絡

システムとございますように、小中学校の保護者

と学校、それと学校以外にも教育委員会との間で

出欠連絡、学級通信などのお知らせなどの各種連

絡通知を送ることができる携帯のアプリケーショ

ン、こちらの導入の経費でございます。 

 現在、保護者と学校の間での連絡に使用してい

るのは、学校安心メールになりますが、その学校

安心メールのほうが、学校と保護者間のみの情報

のやり取りであったのに対しまして、この「す

ぐーる」のアプリケーションのほうは、先ほど申

しましたように、教育委員会から直接保護者に通

知することができますので、学校の事務を軽減で

きることになります。 

 また、教育委員会のほかにも、地域団体などに

も運用してもらうことが機能としてついておりま

すので、例えばスクールバスの委託業者とか、学

童保育、部活動の指導者などが関係する保護者と

の連絡に使用することも、機能としてはできます。 

 このように、今回連絡手段のデジタル化による

学校事務の負担軽減ということで、この「すぐー

る」を導入しようということで計上させていただ

いている次第になります。 

 以上です。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 大体概要は分かったんですが、１９万８,００

０円、これで今言われた機能が全部使えるという

ことですか。 
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○教育総務課長（石貫誠哉君） 今回計上してい

るのが使用料、この「すぐーる」の使用料が１月

６万円プラス消費税になります。今回、「すぐー

る」の導入が大体年明けぐらいにはできるという

ふうに見込んでおりますので、１、２、３の３か

月分の費用ということになります。 

 以上です。 

○委員（山下桂造君） だから、来年の１月から

始めるということでいいんですね。 

○教育総務課長（石貫誠哉君） 今年度いっぱい

はですね、今申し上げた安心メールと並行して活

用して、保護者に登録してもらったりとか、慣れ

てもらったりとかいう期間を設けたいと思ってお

ります。 

 本格的に「すぐーる」１本にするのは来年度か

らということで、今のとこは検討のほうをしてお

ります。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 本格的にするのは来年度から、今言われた３か

月分というのは、１月から試験的に始めるという

ことでの費用を、今計上しているということでよ

ろしいですか。 

○教育総務課長（石貫誠哉君） そのとおりでご

ざいます。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 資料のですね、５ページなんですけど、ナン

バーでいけば３７番になるんですけど、築山小学

校のプレハブの無線ＬＡＮはいいんですけど、

ネットワークアセスメントのですね、実施促進事

業業務委託ということで、２３１万円計上されて

おります。 

 これは多分文科省の関係の、今後予想される電

子の教科書だったり、デジタル教材を含めたとこ

ろの調査のかなと認識しておりますけど、その辺

の経緯だったり内容だったり、いつぐらいから始

めていくのか、どのくらいに終わるのか、小中学

校別にちょっとお伺いしたいと思います。 

○教育総務課長（石貫誠哉君） 教育総務課の石

貫です。 

 このネットワークアセスメントの実施促進事業

の業務委託につきましては、今多田隈委員がおっ

しゃった内容で、ほぼそのとおりでございますけ

ども、各小学校、今１人１台端末のほうは全国で

導入されておりますが、こちらの導入が第１次の

ＧＩＧＡスクール構想の令和２年３年といった時

期に、これコロナ禍の進行に合わせて前倒しで急

ぎ導入されたということが経緯としてございます。 

 今度の第２次のＧＩＧＡスクール構想の中で、

次の端末の導入が控えているわけでございますけ

ども、その前提としまして今整備されているネッ

トワークのほうが、全国でネットワークアセスメ

ントの調査を実施していない学校が約６割に上っ

ているという調査結果がございます。 

 そこで、国としましても、１人１台の端末は整

備したものの、校内のネットワーク環境が脆弱、

速度が遅いような学校が多数見られておりまして、

導入した効果が発揮できていないという事例がご

ざいます。 

 そこで、今度の第２次のＧＩＧＡスクール構想

での新しい端末の調達の前に、各学校でのネット

ワークの状況のほうをきちんと調査してほしいと、

それが端末の導入の前提ということで、補助金の

ほうも用意されております。 

 そのネットワークアセスメントを、この全小中

学校、２０校になりますので、そちらを調査する

ための業務委託ということになりまして、今年度

中に実施をする予定でございます。 

○委員（多田隈啓二君） 分かりました。ありが

とうございます。今年度に取り組むということな

ので、安心しました。 

 あと１点ですね、資料のですね、７ページなん

ですけど、債務負担行為の補正ということで、築

山小学校のですね、第２仮設プレハブ校舎借り上

げということで、令和５年度分の負担行為をされ

ておりますけど、この中で各年度、令和４年度ま

では６４７万５,０００円年間に予算立てしてお
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られます。 

 ただ、令和１１年度だけですね、５年目に関し

て見れば、約３倍ぐらいになる１,８４６万５,０

００円を計上されておりますけど、この最後の年

度だけ上がる理由をお伺いしたいと思います。 

○教育総務課長（石貫誠哉君） 教育総務課の石

貫です。 

 この最終年度５年目の令和１１年度に関しまし

ては、プレハブの解体費用のほうも含んでの計上

でございます。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 それでは、計画とすればですよ、もう５年過ぎ

たらもう解体をしていくということでよろしいで

すか。 

○教育総務課長（石貫誠哉君） 教育総務課の石

貫です。 

 債務負担のほうは５年間ではございますけども、

プレハブ校舎の改修につきましては、先ほど申し

ましたように、昭和５３年建築の特別教室棟の建

て替え、これに合わせましてプレハブを改修する

ことを考えております。 

 そこに至る前には、先ほど申し上げたとおり、

山田川の付け替えに伴う河道計画の案を基にした

小学校全体の配置計画全体構想、こちらのほうを

今年度中に着手をする予定としております。 

 さらにはまた、学校用地を拡張するとなった場

合、また用地の確保とか造成などの期間、または

河道を変えるとか、そういった工事の長期的な期

間が必要な要素がございますので、この全体構想

についても、これから急ぎ作成を進める予定では

ございますけども、現時点で具体的に何年間とい

う期間はちょっと申し上げられないということで

御理解いただけないでしょうか。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 分かりました。この５年で解体となっとるけど、

これがまたスライドしていく可能性があるという

ことでよかですかね。 

 はい、分かりました。いいです。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 今の築山小学校のプレハブに関しては、債務負

担行為が令和１１年度までになっとるから、私は

令和１１年度までには建て替えが完了すっとかな

て思とったっですよ。しかし、決して完了と言い

切れるわけじゃなかわけですね。 

○教育総務課長（石貫誠哉君） はい、そのとお

りでございます。 

○委員（前田正治君） かといって、例えば令和

１０年頃、令和１０年に完了する可能性もあると

いうわけですね。 

○教育総務課長（石貫誠哉君） 教育総務課の石

貫です。 

 すみません、今正確に何年度だったら大丈夫と

いう、ちょっと予定はすいません、申し上げるこ

とはできません。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 私は思うとですけど、これは政策的に玉名市の

今後ば考えた場合ですよ、河川の付け替えもある、

そぎゃんとのいろんな負担も考えると、例えば第

２築山小学校とかですね、あるいは思い切って全

体ば移転するとか、そういった選択肢も出てくっ

とじゃないかなと思うとですよね。これはまあ、

私の考えだけん、もうよかです。 

 （６）番目、玉陵小学校スクールバス運行業務

について、債務負担行為を３年間ですけど、これ

は今運行業務の見直しの答申があってされようと

思うとですけど、これは見直しを含めたところの

債務負担の計上になっとっとですかね。金額は。 

○教育総務課長補佐（近藤隆宏君） 教育総務課

の近藤でございます。 

 昨年度ですね、スクールバス運行検討委員会を

開催した中で答申をいただきました。そういった

さなかですね、玉陵地区におきましては、一定の

経過措置をお願いする旨のですね、要望がござい

ましたので、結論から申しますと、向こう３年間
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においては現行のとおりの運行のところで進めて

いく予定で上げさせていただいたところでござい

ます。いわゆる試行期間でございますので、見直

し後の内容ではないということで御理解いただき

たいと思います。 

 以上でございます。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 スクールバス運行の見直しをするということで、

市役所のほうから、教育委員会のほうから、そう

やって案内があっとっとですけど、市民の皆さん

にですね。 

 ところが実際に、ほんなら学校の中で、あるい

はＰＴＡの中で、地域の中で、見直しについての

話合いが進むやっとかなって、どぎゃんなっとっ

となって話をやっぱ聞かれるわけですよ。 

 で、どぎゃんなっとっとですかね。 

○教育総務課長補佐（近藤隆宏君） 教育総務課

の近藤でございます。 

 今年度ですね、早々にですね、玉陵小学校のＰ

ＴＡの保護者の皆様を集めましてですね、スクー

ルバス検討委員会の結果報告のほうをさせていた

だきました。 

 そういった中でですね、様々な御意見をいただ

く中でですね、先ほど申しましたとおり、提言を

受けて即実施するのではなくて、提言を受けた中

で、これからおおむね３キロメートルとおぼしき

ところについては、新たな通学路の選定を行ない

まして、それから徐々に徐々にですけど、いわゆ

るソフトランディングで緩やかに改革していく旨

の説明をしたところでございますので、次はです

ね、大方通学路、新しい通学路とおぼしき場所が

見つかった際にですね、そういった中で丁寧に、

やっぱり出していたバスが使えなくなるわけでご

ざいますので、そういったところも含めまして、

教育委員会としては丁寧に説明をさせていただこ

うかなというところで、まず保護者向けに説明会

を実施したところでございますので、よろしく御

理解ください。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 保護者向けに説明会があったということも、ち

らっと聞きました。その後、地元に対しては何も

なかしですね、令和７年度からスタートしたいん

だけど、経過措置を設けるという説明もしてある

けんですね、すぐすぐなるというふうには思うと

らんとですけど、何かちょっとやっぱ動きが見え

んなあということで、地域の中からもどぎゃん

なっとっとなという声も出てきよるけんですね。 

 分かりました、慎重にいきよるていうことです

ね。そぎゃんふうに説明ばしときます。 

○教育総務課長補佐（近藤隆宏君） 教育総務課

の近藤でございます。 

 そういったところで、うちのほうも動いており

ますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 この説明書の５ページのナンバー３６番、学校

教育事業についてちょっとお尋ねします。 

 今度の補正は、修学旅行への介助者派遣業務委

託に対する経費ですけど、今教育長、修学旅行に

子どもたちが行く場合に、以前は保険証ば持って

きてくださいみたいなことがあっていたと思うん

ですけど、今はどぎゃんなっとっとでしょうか。 

○教育長（福島和義君） 教育長、福島です。 

 修学旅行に行くときの病気あるいはけが、そう

いうものの対応を考えて、保険証のコピーとかで

すね、保険証を持っていくとか、そういうものは

必要になってくるとは思います。 

 ただ、私も現場から大分離れてなりますので、

現在そのような形でどうなっているかというとこ

ろまでは、つかんではいないというところであり

ます。必要ではあると思います。いろんな緊急措

置の場合ですね。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 私も必要だと思うとですよ。紙の保険証ならで
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すね、コピーば持っていくとはオーケーです。と

ころが、マイナ保険証はですね、コピーば持って

いったっちゃ使われんけん、どぎゃんふうに対応

ば教育委員会はすっとかなと思うてですね。そこ

ら辺を聞きたかったっですよね。 

○教育総務課長（石貫誠哉君） 教育総務課、石

貫です。 

 この件は、まだ学校現場でどういうふうな対応

になっているかも、まだ情報として、現在すいま

せん、存じておりません。 

 確かに、マイナンバーカードになると、コピー

とかいうのは通用しなくなりますので、マイナ

カード化された保険証の取扱い、修学旅行の件に

ついては、保険証を修学旅行先で必要な事態が出

てきますので、そこら辺は全体でまた考えていこ

うと思います。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 今度、文教厚生委員会のときまでに、ちょっと

現場にも聞いてみて、答えをお願いします。 

○委員長（近松惠美子さん） よろしいですか。

課長、よろしいですか。 

○教育総務課長（石貫誠哉君） はい。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

○委員（松本憲二君） すいません、松本です。 

 この資料の６ページで、武道館への空調設置と

いうことなんですけども、２,０００万円ぐらい

上がっているんですけれども、この空調のシステ

ムというのは、大体どういうのを今度導入される

わけですかね。 

○スポーツ振興課長（古賀祐一郎君） スポーツ

振興課、古賀です。 

 このシステムというのがですね、俗にいう家庭

にあるようなやつの大型版というような形になり

ます。 

 ガスを使って、全体を冷やすとかそういうので

はなくて、動力を使ってする、家庭にあるやつの

大型版になります。 

○委員（松本憲二君） すいません、松本です。 

 結局、武道場だけん、何というかな、ある程度

風量があっても全然構わんとかなとはちょっと思

うんですけども、もちろん避難所とかだけん、桃

田の体育館と同じのとの比較、結局値段とか、そ

ういうランニングコストとかというのはされたん

ですか。 

○スポーツ振興課長（古賀祐一郎君） スポーツ

振興課、古賀です。 

 コストについてはですね、この後、社会体育施

設あるいは学校施設に計画的に２次避難所につい

てですけれども、設置をしていくという計画もご

ざいますので、比較的安価なやつを導入するとい

うことで設計がされております。 

○委員（松本憲二君） 分かりました。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございます

か。 

○委員（松本憲二君） ５ページの４２番、文化

財保護事業で、指定文化財の保護事業に対する補

助ということなんですけど、ここはどこに給付さ

れるんですか。 

○文化課長（瀬﨑陽一郎君） 文化課長の瀬﨑で

ございます。 

 ここはですね、場所は民家、民有地になります

けども、岱明町の鍋のＮ家と言わせていただきた

いと思いますけども、個人所有の敷地内にある文

化財でございます。 

 以上でございます。 

○委員（松本憲二君） 松本です。これ、もちろ

ん、文化財というのがしっかり保護をしていかな

んというふうに思うんですけども、いつもよく気

になっとがですね、台風が接近すっと、横島の干

拓の堤防の上に、物すごく太か木があるとですよ

ね、何本も。あれが倒れたときに、石垣が崩れん

とかなと思うてからですね、物すごく心配するわ

けですよ。 

 どこでも今、結構強風で、台風が来たときに、

大きい木が倒れてからの事故だったりとかいうの
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があるじゃないですか、あそこの旧堤防の下のほ

うには道はあるんですけども、ちょっと離れとる

けんがですね、そこまでの人的被害とかというの

はあんまり出ないのかなと。ほっで、北側になれ

ば水路があるからですね。 

 でも、この文化財の保護の観点からいけば、い

かがなものかなと思うとですよね。根がしっかり

張っとって、その木が倒れたときに、石垣も全体

的に崩るっとじゃなかつかなっていうのば、

ちょっと懸念すっとですよね。 

 せっかくここに予算化ばしてあったもんだけん、

そういう対応もちょっと検討をやっぱしていただ

かんと。 

 それともう一個ですね、ちょうど下に用水が流

れとっとですよ、結局田んぼの、田んぼに引っ張

る用水がですね。そこに、葉っぱが物すごく落ち

て、冬場になればですね、葉っぱが落ちて用水に

詰まるというのが非常に今問題になっとってです

ね、それと民家の雨とい。瀬﨑課長が来られる前

に、大浜地区の大栄地区の大きな木ば何本か伐採

をしていただいたんですよ、民家の雨といに物す

ごく枯れ葉が落ちてから、雨といが壊れるという

のもあってですね。もういっぱい乗り過ぎて。 

 だけん、文化財の保護の観点から、この予算と

はちょっと関係ないんですけども、せっかく保護

事業というのがあったものですから、その辺の

ちょっと検討をお願いしておきます。これはもう

答弁はよかですよ。 

○委員長（近松惠美子さん） じゃ、お願いでい

いですね。じゃ、よろしくお願いします。 

 ほかにございませんか。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけど、今松本委

員からあった指定文化財の１４７万円ですけど、

全体予算の、これはどれぐらいの補助をされるん

ですかね。 

○文化課長（瀬﨑陽一郎君） 文化課長の瀬﨑で

ございますが、１４７万円ということで、この２

倍の２９４万円が全体事業費でございまして、そ

の半分を市のほうで補助するということでござい

ます。 

 先ほど細かい御説明はしませんでしたけども、

細かい御説明をさせていただきますと、先ほどＮ

家というお宅とお話をさせていただきましたが、

そちらにですね、１８２３年に四国のほうから石

幢を船頭さんがお持ち帰りになっていらっしゃる

ということで、高さが２メートル、８辺ありまし

て、お遍路さんの弘法大師絡みの石幢ということ

で、市の指定文化財に認定をしているわけですけ

ども、八角ございまして、そちらにそれぞれ１１

個の弘法大師が描かれているというのが８面ある

ということで、学術的にも大変貴重な物件だとい

うふうに聞いているところでございます。 

 そちらに、劣化が激しいということで、今回補

正予算に提案させていただいたわけですけども、

所有者の方も屋根、三方張りの囲いをつけたいと

いうことで、適正な管理をしていきたいという御

相談もあったものですから、行政といたしまして

もその半分を補助して、適正に管理をしてもらう

という形で、今回補正をお願いしているところで

ございます。 

 以上でございます。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけど、移設じゃ

なかったっけ。 

○文化課長（瀬﨑陽一郎君） すいません、申し

訳ありません。まず、そういうふうに屋根、三方

張りをした上で、なおかつ今回２９４万円のその

２分の１の１４７万円の補助の中には、移設もそ

の後含まれております。 

 今現在、石幢が、所有者の家の片隅のほうにあ

るものですから、近くに市道がありまして、そち

らのほうにですね、移設をした上で、近くの方に

も参拝をしていただきたいという願いで、移設ま

で含めて検討をしているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（大野豊重君） ありがとうございます。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにはございま
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せんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） ないようでしたら、

これにて質疑及び委員間討議を終結いたします。 

 以上で、議第９２号令和６年度玉名市一般会計

補正予算（第３号）に関する質疑及び委員間討議

は全て終結いたしました。 

 これより討論に入ります。 

 議第９２号について討論はございませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） 討論なしと認めま

す。 

 これより採決に入ります。 

 議第９２号令和６年度玉名市一般会計補正予算

（第３号）については、全員一致をもって可決す

ることに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） 異議なしと認め、

さよう決定いたしました。 

 以上で、今期の予算決算委員会に付託されてい

る案件の審査は終了いたしました。 

 ここでお諮りいたします。 

 委員長報告の作成につきましては、委員長に御

一任願いたいと思いますが、これに御異議ござい

ませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） 御異議なしと認め

ます。よって、さよう決定いたしました。 

 以上で、今期予算決算委員会に付託されており

ました案件の審査は全て終了いたしました。 

 これにて予算決算委員会を閉会いたします。お

疲れさまでございました。 

－－－－－－○－－－－－－ 

午後 ２時０５分 閉会 
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